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論文 

地方分権時代における財政の課題とその展望 
大森 敏裕 

 

はじめに 
 

日本の国や地方の財政が、危機的状況に陥っているということは、よく知られているところ

である。小泉内閣以降本格化した構造改革によっても、日本財政の状況は好転していないよう

に思われる。予算の状況を見てみると、国は、2008 年度一般会計歳入（概算）合計 83 兆 613

億円のうち、25 兆 3480 億円を公債によるものとし、公債依存度は 30.5％である1。地方財政計

画で 2008 年度の地方公共団体の財政状況（見込み）を見てみると、歳入合計 83 兆 4014 億円の

うち、9 兆 6055 億円を公債によるものとし、公債依存度は 11.5％である2。さらに、2008 年度

における国及び地方の長期債務残高は 778 兆円にものぼり、対GDP比で 147.6％にもなる3。 

戦後の公債依存度をみると、2003 年度に戦後最高の公債依存度（42.9％）を記録している4。

国も地方も一時期に比べれば、歳入に占める公債の割合は減少傾向にあるが、膨大な借金であ

る。本論文では、権限と責任を伴った税源移譲による地方分権が不可欠であるという前提に立

ち、主要先進各国との比較も交え、日本における国と地方の財政システムとその状況を検討す

る。そして、地方の国からの自立、地域間の財政力格差是正などの視点から、国と地方または

地域間の財政関係の在り方について考察したい。 

 

1. 財政の仕組み 
 

現代社会においても、市場経済は決して万能ではない。公共財、不確実性、物価の不安定性

や失業の存在、所得分配の不平等などの市場の失敗がある以上5、政府は経済に関与することを

求められる。さらに、地方分権へと歩み始めている状況で、単なる国から地方への税源の移譲

では、豊かな地域とそうでない地域が混在しているので、地域間の格差拡大につながるという

ことも念頭において、財政制度についてみていきたい。 

ここでは、国と地方の財政の仕組みについて、その概要を考察する。 

 

1.1 財政とは何か 
 

財政とは、一般に、国や地方公共団体が行う、資金の調達・管理・支出および財産運営など

                                                           
1 財務省「平成 20 年度一般会計歳入歳出概算」 
2 総務省「地方財政計画平成 20 年度地方団体の歳入歳出総額の見込額」 
3 財務省「国及び地方の長期債務残高（平成 20 年度予算）」 
4 財務省「戦後の国債管理政策の推移」 
5 入谷（2008）,p.18. 
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の経済活動であると大きく定義できる。そもそも財政は市場メカニズムの限界による諸問題を

解決する機能を持つ。古くは、国家の役割を国防と外交などに限る安価な政府の概念もあった

が、現代国家の役割を、それにとどめることはできない。現代の財政の特徴として、まず指摘

すべきなのは、その規模の大きさである。財政の規模を知るには、国民経済に占める財政の比

率を示す数値を利用すると便利である。物価の変動をあまり気にせずに長期動向を知ることが

できるし、国際比較も可能となる。SNA（System of National Accounts）と呼ばれる国民経済計

算の体系が整備されており、政府支出も経済的性質によって他の経済主体と同一の基準で分類

された上で、国民経済上の地位を知ることができる6。 

国民経済は、大きく分けて家計、企業、政府の 3 部門から構成されており、この 3 つの部門

がそれぞれ経済取引を通じて互いに関連しながら経済活動を営んでいる。このほかに、国民経

済は貿易や資本取引によって海外の経済活動とも結びついている。このような国民経済の構

造・循環を捉える仕組みがSNAである。日本語では国民経済計算ないし、国民経済計算体系と

呼ばれている。日本における 2008 年現在の体系は、国際連合が 1993 年に勧告した体系で、2000

年 10 月末から採用されている7。 

SNAによれば、これまで国家あるいは公的部門と呼んできた機構・組織は、政府（government）

部門として表示される。政府部門は、主として租税収入をもって支出をまかなう一般政府

（general government）と、市場経済のなかで主として料金収入によって支出をまかなう公的企

業（public corporation）に分類される。一般政府は、中央政府、地方政府、社会保障基金から構

成される。前 2 者は、日本では一般に国と地方と呼びならわされている組織に対応する。社会

保障基金は、社会保険料を主たる収入として年金・保険を経理する特別会計、共済組合、基金

等の組織からなる8。公的企業は、一般政府の管理下に置かれている。中央政府の公的企業であ

れば、中央政府の管理下のもとに、地方政府の公的企業であれば、地方政府の管理のもとに置

かれることになる。そのため意思決定主体としてみた場合、公的企業を独立した政府とは認め

がたい。しかも、公的企業は必ずしも財政原理に基づいて運営されているとはいいがたい。と

いうのも、公的企業は強制的に経済システムから貨幣を調達するのではなく、民間企業と同様

に市場原理に基づいて貨幣を調達しているからである。もっとも、公的企業の場合でも多かれ

少なかれ、市場原理を貫かずに、財政原理で修正しているのが一般的であることも忘れてはな

らない9（図 1-1）。 

現代財政は、次の 2 つの点で際立った特徴を示している。第 1 は、他の経済主体との関係が

強まり、全体として国民経済や国際経済に巨大な影響を及ぼすようになったことである。政府

は、企業や家計の所得、資産、消費などに課税したり、国債を発行して金融市場から資産を調

達したりする一方、財・サービスの購入や、公共投資によって国内総支出の消費と投資の大き

な部分を構成し、さらに企業や家計、非営利団体に供給する補助金の役割も大きい。 

                                                           
6 金澤（2005）,p.3. 
7 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.34. 
8 金澤（2005）,p.3. 
9 神野（2007）,p.285. 
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第 2 は、財政民主主義の関わる領域が膨大なものとなり、政治過程における財政の比重ある

いは財政における政治過程の比重が著しく高まったことである。大きな政府の出現は、同時に、

政治、経済、社会のあらゆる分野で、政府が関与し、あるいは影響を与えることを意味してい

る。国家機構としては、立法府、司法府よりも行政府が膨張していくことになった。第 2 の特

徴をもたらしたもう 1 つの要因は、大衆民主主義の成立である。近代財政の段階では、議会に

よる統制といっても、資産や所得が一定以上である富裕層にしか選挙権が与えられておらず「有

産者の民主主義」であった。しかし、今日の主要国では男女平等の普通選挙が一般的である。

普通選挙制度を骨格とする国民主権の体系を大衆民主主義と呼ぶ。大衆民主主義のもとで、経

済的影響力を格段に増した財政をめぐる政治過程は、現代社会において国民、政治家、官僚、

経済諸団体、諸階層にとって最大の関心事となるのである10。 

 

 図 1-1 国民経済計算における政府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 金澤（2005）,pp.5-6. 

一 般 政 府

公 的 企 業

一般会計（公務員賃貸住宅を除く） 

非事業特別会計（国債、外為など） 
中 央 政 府

公団 

事業団（国際協力など） 

その他 

普通会計（一般会計と非事業特別会計） 
地 方 政 府

事業会計（下水道など） 

その他 

社会保障基金

特別会計（中央政府の厚生保険など）・ 

事業会計（地方政府の国民健康保険など） 

事業団（年金福祉など） 

共済組合など（国家公務員など） 

基金（社会保険診療報酬支払など） 

一般会計（公務員賃貸住宅） 

事業特別会計 
中 央

公団（特殊銀行、公庫など） 

事業団（中小企業など） 

その他 

普通会計（住宅、造林、公務員賃貸） 
地 方

事業会計（公営企業など） 

公社（住宅供給など） 

（出所）神野（2007）,p.284. 
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1.2 財政の 3 機能 
 

財政学者のマスグレイブによれば、財政政策の目標は資源配分機能、所得再分配機能、経済

安定化機能の 3 つに整理される。3 つの機能の中身について説明する。 

 

資源配分機能 

資本主義経済においては、基本的には競争的市場メカニズムを通じて資源配分がなされるが、

国民生活に必要な財・サービスの中には、政府が資源配分に関与したほうが望ましいものがあ

る。 

1 つは防衛や警察、外交などの「（純粋）公共財」である。公共財とは①集団的に供給され、

ある個人が利用するとき、他の個人の利用を排除することが困難（非排除性）、②ある主体の利

用する財・サービスの量が他の主体が利用する量に影響することはなく、ある主体への財・サ

ービスの量を増やしても、他のどの主体への量も減らすことがない（非競合性）、という 2 つの

性質を有している財のことである。この 2 つの性質により、公共財の利用に際して各主体は自

分がその公共財にどれだけの価値を認めているかを正直に申告せず、費用負担を避けるという

「フリーライダー問題」が発生する場合がある。非排除性と非競合性のいずれか一方を有する

財・サービスのことを「準公共財」と呼び、医療サービスや教育などがあてはまる。準公共財

は市場においても供給可能だが、民間企業にすべてを任せていては供給が不十分になる。この

ように、公共財は市場メカニズムに任せていては十分に供給されず、政府による供給が必要と

なる。 

次に、外部性への対応もあげられる。外部性とは、ある主体の行動が市場メカニズム外の他

の主体に何かしらの影響を与えることを指す。例えば、工場の騒音を近隣の住民が被る場合の

ように、ある経済活動がもたらす損失が市場メカニズム外の主体にかかるとき、政府が工場に

対して相応の課税を行えば、工場は課税を考慮して生産量を減少させ、工場による生産は社会

的に最適な供給量となる。逆に、市場メカニズム外に便益を生じさせる活動に対しては、補助

金などを通じてその活動を促進することで、同じように最適な供給となる。こうように、外部

性を持つ財・サービスに対しては、政府が課税や補助金を通じて、供給量を最適な水準にする

ことが期待されている。 

他には、費用逓減産業11に対する規制があげられる。電力、ガス、水道などの公益事業は、

固定費用が大きく、生産規模の拡大にともない生産の平均費用が逓減するため、市場メカニズ

ムに任せていては自然独占が生じる12。したがって、価格や生産量に政府が介入する。さらに、

独占禁止法などのルール設定も広い意味でこの機能に含まれる。ただし、従来政府の介入が必

                                                           
11 市場で問題となりうる生産規模の範囲で、つねに費用が逓減している産業をいう。費用逓減産業におい

ては、独占による生産が費用上最も効率的である（自然独占）。鉄道、電力（とくに配電）、ガス、電気通

信など、巨大なネットワーク施設が必要な産業がこれに当たる。（経済辞典（2005）,p.1058.） 
12 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,pp.3-4. 
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要とされていた分野においても、規制緩和や民営化を通じ、民間の新規参入や政府事業の効率

化、コスト削減を促す動きも見られる。 

 

所得再分配機能 

仮に効率的な資源配分が達成されたとしても、所得の分配については、必ずしも公正である

とは限らない。過度の所得格差が生じた場合には、国民の合意の下に政府がそれを是正してい

くことが必要となる。これを政府による所得再分配機能という。 

政策手段には歳入面によるものと歳出面によるものがある。歳入面については所得税などへ

の累進税率適用や資産課税によって、高所得者により重い負担を求め、実質的な所得分配を変

化させる。歳出面については、生活保護や失業保険などの社会保障支出、あるいは就学援助や

公営住宅供給などを通じ、低所得者、社会的弱者により多くの経費を割り当てる所得再分配が

行われる。所得分配の公平性の問題については、同一世代間の公平性のみならず、異なる世代

間の公平性についても考える必要がある。社会保障のうち、年金や高齢者医療は世代間の再分

配機能を有している。 

ただし、経済社会がグローバル化する今日、過度に累進的な課税は経済活動のインセンティ

ブを阻害し、日本の経済発展を遅滞させる可能性がある。そして、急速に高齢化が進展する中

で、将来世代に過度に負担を転嫁することは、将来における日本経済の活力を維持・発展させ

ていく上での障害となりうる。このように、所得の再分配を行うことが資源配分の効率性にも

影響を及ぼしうる点については留意が必要である13。 

 

経済安定化機能 

経済安定化機能は、高水準の雇用、物価の安定、国際収支の健全性、適度な経済成長率を目

標としている14。資本主義経済は不安定な経済変動を繰り返し、その過程でインフレや失業と

いった現象を引き起こすが、財政は以下の 2 つの機能を通じて経済を安定化させることができ

る。 

1 つは「自動安定化機能（ビルト・イン・スタビライザー15）」である。この機能は財政の中

に制度的に組み込まれており、経済情勢に応じて自動的に作用して経済を安定化させる。税構

造が累進税率構造を持つ所得税や景気変動に敏感に反応する法人税中心であれば、好況期には

税収の増加などを通じて需要を抑制し、不況期には税収の減少などを通じて所得の減少を緩和

し、需要を下支えする。財政支出の面においても、失業保険などの社会保障給付の増減は所得

の増減を緩和するので、同様の効果を期待できる。 

                                                           
13 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,pp.4-5. 
14 金澤（2006）,p.127. 
15 自動安定装置と訳され、政策当局の裁量を待たずに発動する景気に対する自動的補整機能を備えた財政

上の仕組みをいう。歳出面においても失業保険給付などにその例が見られるが、歳入制度の面にその例が

多い。景気の拡大・縮小に応じて租税収入が増加・減少する累進構造の所得税はその典型である。（経済

辞典（2005）,p.1061.） 
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もう 1 つは裁量的な財政政策（フィスカル・ポリシー16）である。具体的には、不況期には

公債発行によって財政支出の規模を拡大したり、減税を実施したりすることによって景気の刺

激を図り、逆に好況期には財政規模の抑制や増税などによって需要の拡大を抑えることである。

すなわち、政府がそのときの経済状況に対応して、裁量的に新たな財政的手段を打ち出すこと

で景気の安定化を図るのである。 

財政再建という課題を抱えていても、特に不況期には景気回復を最優先すべきだという声が

強くなりがちである。しかし、このような裁量的な財政政策に対しては否定的な見方もある。

代表的なものをあげると、現代民主政治のもとでは、財政支出の増加や減税は支持されやすい

のに対して、抑制的な政策は支持を集めにくく、ひとたび裁量的な財政政策運営が行われると、

財政赤字の慢性化や政府の膨張によって経済の活力が失われるのではないかという指摘がある。

さらに、経済情勢を的確に把握し、政策を適切な時期に実施することの難しさや、政策効果が

生じるまでのタイムラグなどが、かえって経済を撹乱させてしまうのではないかという指摘も

ある17。 

 

1.3 予算制度の概要 
 

日本の財政制度については、憲法の第 7 章「財政」に基本原則の定めがあり、これを受けて

財政法をはじめ多くの法律が定められている。これらを通じて、①事前議決の原則（予算の執

行前にあらかじめ国会の議決を受けること）、②総計予算主義の原則（国の収入と支出は全額予

算に計上すること）、③財政状況の国会及び国民に対する報告（内閣は少なくとも毎年 1 回、国

の財政状況を国会及び国民に報告すること）などの予算原則が定められている。2008 年現在の

制度では、毎年政府は予算を編成して国会に提出し、その議決を受け、議決を受けた予算に従

って国の支出を実行していくことになっている。そして、このような国会での予算の審議を通

じて、国民は国政の一般について政府の行動をコントロールすることになるのである18（図 1-2）。 

日本の会計年度は、明治時代に帝国議会審議との関係で設定されたとされる 4 月 1 日から翌

年 3 月 31 日までである。事前議決の原則から予算は 4 月 1 日前までに成立していることが求め

られるが、この予算が本予算である。国会審議で予期せざる紛糾があり、会計年度前までに成

立し得ないこともしばしば起こる。そのため会計年度開始後も予算が成立しない場合、財政法

は会計年度開始から一定期間に関わる暫定予算を規定している。これは最小限の経費に限られ、

本予算成立後失効し、本予算に吸収される。予算執行中に本予算編成時に予測し得なかった自

然災害や経済変動があり、対応を求められることがある。その場合、内閣の責任で憲法に規定

されている予備費から支出することができるが、国会の事後承諾が求められる。しかし予備費

での対応には限界があり、予算そのものを補充・修正する必要に迫られた場合に組まれる予算 

                                                           
16 一般に、完全雇用をめざしつつ、景気調節、物価の安定、雇用の維持、経済成長を確保するため、意図

的に財政の内容や規模を操作すること。（経済辞典（2005）,p.1067.） 
17 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.5. 
18 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.58. 
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政府関係機関 一 般 会 計 特 別 会 計 

出資金・ 

補助金など 

納付金 

図 1-2 複雑な財政関係 

繰入れ

繰入れ

財 政 投 融 資 地 方 財 政

財投債引受けなど 

貸付

貸付 貸付 国庫 

支出金 交付金・ 

国庫支出金 

（出所）神野（2007）,p.116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を補正予算という19。 

会計制度からみた予算は 3 種類ある。まず財政法に基づくものが 2 つあり、国の基本的経費

や収入を経理する「一般会計予算」と、特別の経費や収入を特別に経理する「特別会計予算」

がそれである。3 つ目の予算は、「公庫等の予算及び決算に関する法律」等に基づく「政府関係

機関予算」である。この 3 つの予算の中身について簡単に見ていく。 

 

一般会計予算と特別会計予算 

国の会計はもともと 1 つのものであるが、今日のように財政の範囲が拡大し、その内容も多

様化してくると、行政効率の向上を図るため特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して整理

する必要が生じてくる分野もある。 

国の一般の歳入歳出を経理する会計を一般会計と呼ぶが、これは税などの財源を受け入れ、

社会保障、教育などの国の基本的経費をまかなう会計である。通常、予算という場合にはこの

一般会計予算を指す場合が多い20。2008 年度の一般会計歳出の予算額は約 80 兆円強である。

2008 年度予算では、租税及び印紙収入に税外収入を加えたものは歳入全体の 6 割強を占めるに

すぎず、残りの 4 割弱は公債による借入れでまかなわれている（表 1-1）。 

                                                           
19 金澤（2005）,pp.36-37. 
20 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.62. 
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表 1-1 2008 年度国の一般会計予算 
（単位：兆円） 

歳 出 歳 入 

一般歳出 47.29 租税及び印紙収入 53.55 

社会保障関係費 21.78 所得税 16.55 

公共事業関係費 6.74 消費税 10.65 

文教及び科学振興費 5.31 法人税 16.36 

防衛関係費 4.78 その他 9.99 

恩給関係費 0.85 その他収入 4.16 

経済協力費 0.67 公債金 25.35 

その他 7.16   

地方交付税交付金等 15.61   

国債費 20.16   

計 83.06 計 83.06 

（出所）財務省「平成 20 年度予算及び財政投融資計画の説明」 

  
一方、財政法では国が特定の事業を営む場合、あるいは特定の資金を保有してその運用を行

う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必

要がある場合に限り、法律をもって特別会計を設けることができるとしている21。特別会計の

数や内容は年度とともに変遷してきているが、2008 年度現在、21 の特別会計が設けられている。

特別会計の見直しが進められてきており、「特別会計に関する法律」に基づき、2008 年度にお

いては、特別会計の統廃合により、前年度から 7 減少した。各特別会計の目的や事業、歳入歳

出の構造等はそれぞれに異なっており、各特別会計の性格や経理する内容は多岐にわたってい

る。統廃合を通じ、2011 年度までに 17 会計にすることとしている（表 1-2）。 

 

表 1-2 国の特別会計 

1 交付税及び譲与税配付金 12 年金 

2 登記 13 食料安定供給 

3 地震再保険 14 農業共済再保険 

4 国債整理基金 15 森林保険 

5 財政投融資 16 国有林野事業 

6 外国為替資金 17 漁船再保険及び漁業共済保険 

7 特定国有財産整備 18 貿易再保険 

8 エネルギー対策 19 特許 

20 社会資本整備事業 9 国立高度専門医療センター 

10 労働保険 21 自動車安全 

11 船員保険  

（出所）財務省「平成 20 年度予算及び財政投融資計画の説明」 

  

                                                           
21 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,pp.62-63. 
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政府関係機関予算 

政府関係機関とは、特別の法律によって設立された法人で、その資本金が全額政府支出であ

り、予算について国会の議決を必要とする機関を意味し、2008 年度現在、表 1-3 に示した機関

がこれに該当する。これらの機関の予算を政府関係機関予算という。これらの機関を国から切

り離して別個の機関としているのは、予算に弾力性を持たせ、企業的経営によって能率を上げ

るためであるが、公共の利益を目的としているそれらの事業は国の事業に近いものであり、そ

の予算は国の予算と同様に国会の議決を受けなければならないことになっている22。 

以上の 3 つの予算は単純に並立しているわけではなく、一般会計から特別会計や政府関係機

関への財源繰入れを行ったり、逆に特別会計や政府関係機関から一般会計に利益の繰入れを行

うなど、相互に密接なつながりを持っている。 

 

表 1-3 政府関係機関一覧 

機関名 設立年 設立目的 

農林漁業金融公庫 1953 農林漁業の生産力の維持増進資金の融通 

中小企業金融公庫 1953 中小企業に対する融資 

公営企業金融公庫 1957 ガス、水道等の地方公営企業への資金供給 

沖縄振興開発金融公庫 1972 沖縄開発のための資金供給 

国際協力銀行 1999 
日本及び国際経済社会の健全な発展に資するための

資金の供給 

日本政策投資銀行 1999 

経済社会の持続的発展、豊かな国民生活の実現及び

地域経済の自律的発展に資するための長期資金の供

給 

国民生活金融公庫 1999 
国民大衆の事業資金及び環境衛生関係営業に対する

融資 

（注） 1．国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫については、2008 年 10 月 1 日

に解散し、その業務は株式会社日本政策金融公庫が承継することとなった。 

2．公営企業金融公庫については、2008 年 10 月 1 日に解散し、その業務は地方公営企業等金融

機構が承継することとなった。 

3．日本政策投資銀行については、2008 年 10 月 1 日に解散し、その業務は株式会社日本政策投

資銀行が承継することとなった。 

4．国際協力銀行については、2008 年 10 月 1 日に解散し、同銀行のうち国際金融等業務は株式

会社日本政策金融公庫が、海外経済協力業務は独立行政法人国際協力機構がそれぞれ承継する

こととなった。 

（出所）『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.63. 

  

                                                           
22 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.63. 

13 



香川大学 経済政策研究 第 5 号（通巻第 5 号） 2009 年 3 月 
 

 

1.4 地方財政制度の概要 
 

国の財政は国という単一の団体の財政であるのに対して、地方財政は数多くの地方公共団体

の財政の総計である。それぞれの地方公共団体は地理的条件、自然条件、社会経済条件そして

団体規模及び行政規模において多様性を有しており、それらに対応した行財政運営がそれぞれ

行われている。さらに、地方公共団体の面積・人口とその変動状況は、当該団体の基本的性格

を決定づける要因ともなっている。そのため、歳出規模も財政構造等にも大きな相違がある。

個々の地方公共団体はこのような各種条件が総合化されることにより、その性格が形成されて

いるため、行財政の運営方法も多種多様となるとともに、地域間における財政力格差を発生さ

せる要因ともなっている23。 

国の予算制度との関係からいえば、国の予算は、その構成員である国民の意思のもとに決定

され、執行される制度がデザインされればよい。しかし、地方公共団体の予算では、その構成

員の意思だけでなく、国の意思も介在してくることになる。つまり、地方公共団体の予算では、

国との関係の調整も、制度としてデザインする必要がある24。 

地方公共団体の予算は、会計区分では一般会計と特別会計に分類され、特別会計には、国の

法令により義務づけられているものと、各地方公共団体が任意に設置するものとがある。地方

公共団体ごとに一般会計、特別会計の範囲は様々であることから、地方財政を統一的に把握す

るため、統計区分として普通会計と公営事業会計に分類する統一基準を設けている（図 1-3）。

普通会計とは、地方公共団体の一般会計と公営事業会計を除く特別会計を合算したもので、通

常、単に地方財政という場合は、この普通会計を指すことが多く、国の一般会計と対比される。

一方、公営事業会計は、地方公共団体の企業活動の収支を表すもので、公営企業会計、収益事

業会計、国民健康保険事業会計などの事業会計を指す。このうち、公営企業会計に属する地方

公営企業とは、経費を料金収入などでまかなう独立採算を原則とし、公共福祉を目的として経

営される企業であり、上下水道、電気、病院などである25。 

最後に、2006 年度における国と地方の財源配分をみると、国と地方の税源配分は 54.1 兆円：

36.5 兆円＝約 6：4 となっているのに対し、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金を国から

地方へ交付した後の財源配分割合は、国対地方は 35.7 兆円：54.9 兆円＝約 4：6 と逆転するこ

ととなる。さらに、国庫支出金が国から地方へ交付される財源配分を考慮した最終支出ベース

で見ると、国の歳出純計が 59.9 兆円であるのに対し、地方の歳出純計は 87.9 兆円となり、やは

り租税配分とは逆転し、約 4：6 となる（図 1-4）。 

 

 

 
                                                           
23 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.98. 
24 神野（2003）,p.80. 
25 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,pp.220-221. 
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図1-3 地方財政の構造

〔会計区分〕 〔統計区分〕 〔公営事業会計内訳区分〕 〔国民経済計算区分〕

地方 

財政 

一般会計 

特別会計 

普通会計 

公営事業会計 

公営企業会計 上水道（簡易水

道事業を除く） 

工業用水道 

交通

電気

ガス

簡易水道 

港湾整備 

病院

市場

と畜場 

観光施設 

宅地造成 

下水道 

駐車場整備 

その他（条例によって地

方公営企業法を適用する）

収益事業会計 

競輪

競馬

モーターボ

ート競走 

小型自動車

競走 

宝くじ 

国民健康保険事業会計 

老人保健医療事業会計 

公益質屋事業会計 

農業共済事業会計 

交通災害共済事業会計 

公立大学付属病院事業会計 

介護保険事業会計 

地方 

一般政府 

（出所）『図説 日本の財政（平成20年度版）』,p.221. 
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図 1-4 国・地方間の財源配分 
（2006 年度） 

国民の租税 
（租税総額=90.6 兆円） 

【国：地方】 

国税 
（54.1 兆円） 

59.7％ 

地方税 
（36.5 兆円） 

40.3％ 

租税の配分 

60：40 
＝6：4 

 
（35.7 兆円） 

39.4％ 

 
（54.9 兆円） 

60.6％ 

地方交付税等による財源配分 

交付税等配分後 

39：61 
＝4：6 

国の歳出（純計

ベース） 
（59.9 兆円） 

40.5％ 

地方の歳出（純計ベ

ース） 
（87.9 兆円） 

59.9％

国庫支出金による財源配分 

国庫支出金配分後 

41：59 
＝4：6 

国民へのサービス還元 
国と地方の歳出総額（純計）＝147.8 兆円

（出所）『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 政府間財政関係―社会保障基金・財政投融資 
 

上に見てきたように、財政といっても、その仕組みや機能は多岐にわたっており、さまざま

な制度が存在する。日本の一般政府支出の規模や国民負担率を、他の先進国のそれと比較する

と、日本は相対的に小さな政府であるといえる。以下では、財政制度として加えて次の 2 点を

説明する。1 点目は社会保障基金である。既に述べたように、社会保障基金は国民経済計算に

おいては、中央政府・地方政府とともに、一般政府という制度部門を構成する。2 点目は公的

な政策金融システムとしての財政投融資である。 
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社会保障基金 

社会保障基金とは、①社会全体あるいは大部分を対象として社会保障給付を行うことを目的

としていること、②加入が法律により義務付けられていること、③資金が積立方式以外の方法

で運営されていること、という 3 つの条件を満たす組織と定義され、概ね社会保険制度に対応

する。このように、SNAで定められた一定の基準によって、社会保険の諸制度を一括するとこ

ろに、社会保障基金という概念の特徴がある26。 

社会保障基金という政府の任務は、老齢、疾病、失業などの理由で賃金を喪失したときに、

現金給付を実施することであると考えられる。こうした社会保障給付のために、社会保障基金

は社会保障拠出金つまり社会保障負担を調達する。社会保障基金はこうした社会保障拠出金以

外に、中央政府や地方政府からの財政移転によって財政が運営されている。もっとも、日本の

場合には、社会保障基金が財政的に自立しているわけではない。国民経済計算上でいえば、中

央政府と地方政府がそれぞれの一般会計と非企業的特別会計などから構成されるのに対し、社

会保障基金は中央政府の特別会計と地方政府の特別会計と、共済組合・基金などから構成され

ることになる27（図 1-1）。 

 

財政投融資 

財政投融資とは、国の信用や制度を通じて集められた公的資金を、財政計画にしたがい国の

政策を実現するために、低利・固定・長期の条件で投資・融資する金融機能のことをいう。特

に財政投融資の金融的機能に着目すれば、財政投融資は国が担う公的部門に属しながら、市場

メカニズムの領域に近い場所に存在する。あるいは部分的に市場メカニズムと重複する領域に

存在するといえる。財政投融資の有償資金に補助金などの無償資金を加えながら融資するケー

スがあるが、その点に着目しても同様のことがいえる。もう 1 つの財政投融資の機能として、

財政政策の枠組みのなかで租税や国債による一般会計予算を補完する役割がある28。基本的に

は、財政投融資活動に投じられた資金は、その収益によって返済される必要があるため、返済

の必要のない税財源で行われる政府の施策とは異なり、財政投融資活動の範囲は限定されたも

のとなる。 

具体的には、財政融資、産業投資、政府保証を原資として、国の特別会計（社会資本整備事

業特別会計など）、政府関係機関（国民生活金融公庫など）、独立行政法人（独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構など）、地方公共団体、特殊会社（東日本高速道路株式会社）など

に対し、資金の貸付けなどを行っている。従来の財政投融資では、郵便貯金や年金積立金から

義務預託された資金を原資として特殊法人などに貸付けなどを行っていたが、2001 年度の制度

改革により、郵便貯金・年金積立金の預託業務は廃止され、財政投融資事業に必要な資金は、

                                                           
26 高端（2005）,p.198. 
27 神野（2007）,p.317. 
28 杉本（2005）,p.158. 
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債券（財投債、財投機関債）の発行により市場から直接調達することとなっている29。 

 

2. 財政政策の変遷 
 

財政の現状や今後の展望を考える上で、過去の出来事を知ることは非常に有意義である。こ

こでは、財政政策の変遷として、日本財政の歴史、地方財政の歴史をそれぞれ考察していく。

地方財政については、戦後、高度成長期、石油危機以降の 3 つの時期に分けて考察していく。

さらに、財政再建への取り組みや「三位一体の改革」についても検討する。 

 

2.1 日本財政の歩み 
 

戦後日本の最大の課題は、生産力回復による経済の再建であり、その目的のためにとられた

措置が「傾斜生産方式」である。これは、少ない資源を鉄鋼等の基幹産業に集中的に投入する

ことにより、基礎資源不足による生産の支障を解消するものであった。 

1954年に一時後退した景気は 1955年には回復を見せ、「神武景気」と呼ばれる好況を現出し、

日本経済は高度経済成長への軌道に乗ることとなった。1956 年度の経済白書には「もはや戦後

ではない」と書かれた。高度成長期の日本財政は、①平和憲法と日米安保条約との二重体制、

②社会保障制度の未成熟、③累積した国債の戦後インフレーションによる償却、という戦後的

条件に規定されて、軍事費、社会保障関係費、公債費の比率が国際的に際立って小さかったこ

とが特徴であった。だが、道路、港湾、空港などの生産基盤の整備や租税特別措置30などによ

って高度経済成長を支えた。一方 1947 年に制定された財政法の第 4 条は、原則として国の公債

発行を禁じ、但し書きで公共事業費、出資金・貸付金財源についてはその範囲での発行を例外

的に認めた（建設国債と呼ぶ）。同法第 5 条は国が公債を発行する場合に、日本銀行の引き受け、

借入れを禁じた。公債発行を厳しく制限したこの基準は、健全財政主義と呼ばれる31。 

戦後、1945 年度から 1964 年度まで予算の収支は均衡しており、国債を発行することはなか

った。財政は公共事業、社会保障関係費などの増加のために概ね拡大を続けたが、高度経済成

長に支えられた自然増収によって十分にまかなわれ、一般会計における均衡財政原則は堅持さ

れた。ただし、1950 年代後半に入って、「岩戸景気」の終焉を迎える頃には、自然増収にもか

げりが見られ、その後、高度成長を支えるための財源として公債発行の必要性が論議されるよ

うになった32。 

1965 年度に戦後初めて赤字国債（特例国債）33が発行されることとなった。さらに、翌年の

                                                           
29 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.265. 
30 特定の政策目的を実現するための政策手段として、特定の要件に該当する場合に税負担を軽減し、ある

いは重加することを内容とする措置をいう。（経済辞典（2005）,p.765.） 
31 金澤（2006）,p.131. 
32 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.322. 
33 公共事業などの財源に充てるための、いわゆる建設国債とは区別された形で、経常的支出を賄うために

発行される国債のこと。日本の制度上は原則として認められておらず、特別立法を必要とする。（経済辞
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1966 年度からは建設国債（4 条国債）の計画発行が行われた。ここに、日本財政はそれまでの

均衡予算主義から離れ、1 つの転換点を迎えたのである。ただし、公債発行はインフレを過熱

し財政への安易な依存を醸成する危険を有していたため、政府は 1967 年度には「減債制度」を

確立した。積極的な財政政策の効果もあって、景気は 1966 年後半から民間需要を中心とした急

速な回復を示し、その後 1970 年まで「いざなぎ景気」と呼ばれる好況期を迎えることとなった。

しかし、その一方で、公債依存度は 1967 年度においても高水準にとどまったため34、1968 年度

予算編成に当たっては「財政硬直化」打開のキャンペーンが打ち出され、財政への安易な依存

ムードの排除が試みられた35。 

1973 年の第一次石油危機を契機に、インフレーションが昂進しはじめ、1974 年には不況とイ

ンフレが共存するスタグフレーションに陥った。インフレーションが経費増を引き起こす反面、

不況が税収を激減させ、さらに財政の増分主義（前年度予算を基準としてそれにどれだけ上積

みするかで意思決定する方法）を容易に変換できず、収支ギャップが拡大した。これを埋める

ために、建設国債だけでなく、財政法の特例として歳入補填に充てられる赤字国債を発行せざ

るを得ず、1975 年度に建設国債と赤字国債合わせて約 5 兆円、1978 年度には 11 兆円の国債発

行がなされた。さらに、1979 年から始まった第 2 次石油危機のため国債発行が加速され、国債

依存度は 1977 年度から 1980 年度まで 30％を超えるなど高水準を続けた。 

1980 年代前半から財政再建が叫ばれ、1990 年度には赤字国債依存体質から脱却した。しかし、

これは一時的なものにすぎず、地価や株価の暴落が発生したバブル経済崩壊後の 1995 年度には

赤字国債の発行が再開される。バブル崩壊後の度重なる財政出動などを原因に、日本財政は主

要先進国中最悪の水準といえる危機的な状況に陥った。このため、1997 年度予算においては、

1997 年度を財政構造改革元年と位置づけ、聖域を設けることなく徹底した歳出の洗い出しに取

り組んだ。さらに、1997 年 6 月、「財政と構造改革会議の推進について」が閣議決定され、11

月には「財政構造改革法」が制定された。1998 年度予算においては、財政構造改革法に従って、

歳出全般について徹底した見直しが行われた。しかし、1997 年秋以降、金融機関の相次ぐ破綻

に端を発する金融システム不安と貸し渋りの発生、企業倒産の増加による雇用不安の増大など

によって、消費や設備投資の最終需要が減少し、景気は急速に悪化した。さらに、アジア地域

の通貨・金融市場の混乱の影響もあり、日本経済は 1998 年度にはマイナス成長に陥った36。（日

本銀行においても金融緩和を徹底し、1999 年 2 月からは、政策金利を実質ゼロにするゼロ金利

政策を実施した。ゼロ金利政策は、2000 年 8 月に一旦解除されたが、2001 年 3 月の金融政策決

定会合において量的緩和政策をとることとし、政策金利をゼロ％に戻した。） 

このような状況のもと、経済情勢に弾力的に対応するため、1998 年 4 月には「総合経済対策」

が策定され、5 月には特例公債発行枠の弾力化などを図るため財政構造改革法が改正された。

                                                                                                                                                                          
典（2005）,p.4.） 
34 1967 年度の国債依存度は 13.9％であり、2008 年度（30.5％）と比較すると小規模である。（財務省「戦

後の国債管理政策の推移」http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/siryou/hakkou01.pdf） 
35 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.322. 
36 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,pp.326-327. 
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さらに、当面の景気回復にむけて全力を尽くすとの観点から、1998 年 11 月に「緊急経済対策」

が策定され、12 月には財政構造改革法が凍結されることとなったのである。1999 年度予算は景

気に最大限配慮して編成され、2 度にわたる補正予算が組まれた。2000 年度においても、景気

回復に向けた取り組みが積極的に進められた37。 

こうした景気回復に向けた諸施策の実施に伴う歳出の増大や減税に加え、景気低迷による税

収減により、日本の財政収支は悪化、2008 年度末の国及び地方の長期債務残高は 778 兆円、対

GDP 比で約 148％に達する見込みであり、きわめて厳しい状況である。特に公共事業は、あま

り車の走らない高速道路、活用されない空港、利用者の少ない公共施設など無駄とされるもの

が多い。それぞれの地域にもたらす効果とその負担のバランスをもっと考え、地域住民にとっ

てより役立つ形で、公共事業による景気対策をすべきであった。 

こうした財政状況の悪化に際して、小泉内閣以降の改革に向かっていくことになるのである。

2006 年 7 月に閣議決定された「基本方針 2006」では、国と地方あわせた長期債務残高の対GDP

比が先進国中で最も高いなど、日本財政が厳しい状況にあることから、「歳入・歳出一体改革」

の基本的考え方が示された。具体的には、2010 年代半ばまでに、安定的な経済成長を維持しつ

つ、国・地方それぞれの債務残高GDP比を安定的に引き下げることを目指し、2011 年度には国

と地方をあわせた基礎的財政収支38を黒字化する目標が示された。 

 

2.2 地方財政の歩み 
 

ここでは、日本の地方財政の変遷について戦後、高度成長期、石油危機以降の 3 つの時期に

分けて考察していく。 

 

戦後改革と地方財政 

敗戦後、占領軍は、民主化・分権化を基本とする地方行財政制度の全面的な改革の方針を掲

げ、これを民政局が担当することになった。民政局との折衡のなかで、占領軍による改革への

強い意思を感じ取った内務省は、地方制度について、1946 年 9 月地方公共団体首長の直接普通

選挙制をはじめとするかなり抜本的な改正を行った。さらに「地方自治」を保障した日本国憲

法とともに地方自治の基本法である地方自治法が 1947 年 4 月に交付（5 月施行）された。つづ

いて、1948 年 7 月には、地方財政の基本的なあり方を定めた地方財政法が公布された。同法の

第 2 条は、「国は地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自

律性をそこない、または地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない」とう

たっていた39。地方行政領域が、急テンポで拡張したことなどにより、第二次世界大戦中に極

                                                           
37 『図説 日本の財政（平成 20 年度版）』,p.327. 
38 プライマリー・バランスのことである。財政状況を示す指標の 1 つで、プライマリー・バランス均衡と

は、利払費・債務償還費を除いた歳出が公債金収入以外の歳入で賄われている状態を指す。（経済辞典

（2005）,p.1096.） 
39 金澤（2003）,p.66. 
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度に圧縮されていた地方支出は、敗戦とともに著しい膨張を開始した。 

1949 年日本経済の立て直しのために、ドッジ・ラインと呼ばれる経済政策がとられた。財政

削減と租税増徴で調達した資金を債務償還にあて、金融機関の余裕資金で資本蓄積を推進して

経済自立を目指そうとするドッジは、恒久的租税制度についてシャウプを団長とする使節団に

その具体化を委ねた40。その後、使節団はシャウプ勧告を発表し、シャウプ税制が成立した。 

戦後改革期における一連の地方制度改正によって、日本近代地方自治制に特徴的な官治的性

格は、団体自治・住民自治の両面を拡大する方向へ大きく改変された。また、シャウプ税制に

終着点を見た税財政制度面でも、戦前以来の付加税主義が廃棄され、また永年狭小な税源しか

与えられなかった市町村への自主財源（固定資産税、市町村住民税など）が強化された。さら

に財政調整機能を強めた平衡交付金制度が導入されるなど総じて地方自治を支える財源保障の

点で大きな前進が見られた41。 

 

高度成長期の地方財政 

シャウプ勧告に基づいて立法化され、具体化された政策は、それ以降の財政制度に大きな影

響を与えたが、多くはそのままの形では定着せず、むしろ論理整合的な構想は解体を余儀なく

されていった。1954 年の地方税財政改革は、シャウプ税制の大幅な再編をもたらした。総額の

水準をめぐって国と地方の紛糾が絶えなかった平衡交付金制度は、あらかじめ国税の一定割合

に原資を決めておく地方交付税制度に切り換えられた42。 

戦後の混乱を脱し、制度の骨格が固まり、政策の焦点が経済成長に移行すると、地方財政も

成長促進型の特徴を帯びてくる。国税において資本蓄積促進的な租税特別措置が次々と導入さ

れると、その都度、地方税制へのハネ返りが問題となった。地方公共団体の企業誘致条例など

による地方税の減免税措置がとられ、地方税制みずからも高度成長政策を担っていた。1950 年

代から重化学工業の誘致をめぐって地域間競争が起こっていた。地域開発に関する法律に基づ

いて国の指定を受けると、国庫支出金や地方債、地方交付税などで優遇されるという仕組みも

次々に拡充されていった。一般財源を保証することが建前の地方交付税も例外ではなく、この

間、事業費補正などを通じて投資的経費の重視が政策的に図られ、その結果、地方交付税の補

助金化傾向が進展していった43。 

高度成長期の地方財政収入については、地方交付税、国庫支出金、地方債などの依存財源が

およそ半分を占め、地方税が 30％台という構成が定着し、三割自治44といわれる中央依存体質

の物質的根拠となった。もっとも、財政調整機能を持つ地方交付税、地方圏に厚く配分される

多くの国庫補助金の作用によって、地域間の財政力格差は、一人当たり一般財源を指標にとれ

                                                           
40 金澤（2003）,p.67. 
41 金澤（2003）,p.68. 
42 金澤（2003）,p.70. 
43 金澤（2003）,pp.71-72. 
44 中央集権的な行財政制度によって地方自治が著しく損なわれている状態をさす。地方公共団体の多くの

事務が機関委任事務であり、自主財源の柱となる地方税収入の比率が戦後長く約 3 割台であったことに由

来する。（経済辞典（2005）,p.486.） 
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ばほぼ完璧に均衡化されるに至った。かくて近代以降追求されてきた 1 つの政策課題は達成さ

れることになり、ナショナル・ミニマムの確保や地域間所得再分配に重要な役割を果たすこと

になったのである45。 

1960 年代後半になるといわゆる革新自治体が増大し、福祉や環境、教育を重視した政策運営

が住民の支持を集めるようになった。その結果、補助金や財政投融資を通じた政府の公共投資

政策もしだいに産業基盤中心から生活基盤中心に変化し、地方財政を通じた公共投資にも影響

が現れていった。しかし、過密・過疎問題に地方財政がなかなか有効に対処しえないこと、機

関委任事務の増大にともなって補助対象事業費の算定基準が不適切であることから生ずる超過

負担問題、地方公共団体の財政運営能力の増大と国の官僚的統制とのあつれきなど多くの課題

も生み出していった46。 

 

石油危機以降の地方財政 

石油危機を契機に高度成長から低成長に移行する過程では、スタグフレーションの影響を受

け、一方でインフレーションによって経費が名目的に著増し、他方で不況の下で地方税や地方

交付税の原資である所得税・法人税の税収が激減し、地方財政の収支ギャップが一挙に顕在化

することになった47。このため、国の財政は 1975 年度以降、国債依存度が急上昇し、毎年度 30％

前後の水準に達するとともに、特に構造的な財政ギャップを埋めるため、赤字国債の大量発行

を余儀なくされた。国のこのような積極的財政運営は、地方財政に直接大きな影響を与え、地

方財政も 1975 年度以降大幅な収支不均衡が継続し、その対策として地方債依存度が 12％台ま

で上昇した。さらに、地方交付税の総額を確保するため、地方公共団体側は、地方交付税の交

付税率引き上げを要求したが、政府はこれに応じず、交付税特別会計借入という実質的な赤字

地方債に依存せざるをえない体質となった48。地方財政計画の不足額を補填するこれらの措置

を地方財政対策と呼び、以降毎年のように何らかの対策がとられることになった。 

こうして、1975 年度以降、交付税の総額確保のため実施されてきた交付税特別会計借入は、

収支不均衡時代での一般財源確保という重要な役割を果たしたが、問題も多かった。そのため、

1984 年度の地方財政対策において廃止され、その代替措置として、特例措置制度が設けられ、

財源不足に対しては交付税の特例加算で対応した。その後、交付税特別会計借入は、平成不況

の折に復活することになるが、2003 年度から、通常収支にかかわる部分については再び廃止す

ることとし、2001 年度からは臨時財政対策債（＝赤字地方債）が発行されることとなった49。 

2 度の石油危機による不況過程において、国と地方を通じる収支ギャップを埋め、公共事業

による大規模な景気浮揚策を実施するために大量の国債が発行された。この大量国債の発行に

支えられて、国庫補助金が増大したが、それは構造不況業種を抱えた地方圏に対する普通建設

                                                           
45 金澤（2003）,pp.72-73. 
46 金澤（2003）,p.73. 
47 金澤（2003）,pp.73-74. 
48 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.117. 
49 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,pp.117-119. 
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事業に厚く振り向けられた。国では、1977 年から投資的経費を優遇する概算要求枠（シーリン

グ）が開始され、事業費補正や地方交付税の基準財政需要額算定などの仕組みが強化され、地

方では人件費抑制が集中的に取り組まれるなど、国・地方を通じて投資的経費を確保する財政

システムが作り上げられていった。 

公共事業の拡大に加え、福祉施策拡充などによって、租税負担率や財政支出の対GDP比がか

つてなく増加し始めた。「官から民へ」、「国から地方へ」という基本方針のもと、行政改革路線

がとられた。実際、三公社の民営化や福祉サービスをはじめとする国から地方への事務事業の

移譲が進展した。しかし、国から地方への財源移転はむしろ縮小し、「財源保障なき事務事業の

増大」がすすんだのである。その後、1985 年のプラザ合意によって円高の誘導が進むと、貿易

摩擦を回避し内需拡大を図るために、公共事業の増大が求められた。民活型成長政策は、バブ

ル景気を過熱させた後、バブル崩壊後の財政状況を無視した公共事業の高水準を軌道づけるこ

とになったのである。バブル崩壊後、不良債権の処理がもたつくなかで、本格的な好況が現れ

ず、地方税収は連年その伸び率を鈍化させ、地方財政全般の悪化が表面化してきた。1990 年代

に入って地方分権改革が国政の重要課題となり、2000 年 4 月からは地方分権一括法が施行され

るに至った。そこでは、機関委任事務が廃止され、その一部は国と対等な立場で引き受ける法

定受託事務に改組された50。 

21 世紀に入った日本の地方財政が直面する課題として、次の 3 つをあげることができる。第

1 に、石油危機以降 4 半世紀にわたる財政政策のなかでシステム化してきた公共投資偏重の財

政構造を見直していくことである。対人福祉サービスを中心とする公共サービスが基本である

ことを踏まえながら、財政の健全化を図っていくことが求められている。第 2 に、地方税財源

の充実について、国税の一部移譲による自主財源の拡充を実現することである。地方税収の不

況期における著しい減少を緩和する地方税制のあり方や年度間財政調整の仕組みを開発してい

く必要がある。第 3 に、交付税措置によって補助金化しつつある地方交付税について、ナショ

ナル・ミニマムの保障という本来の役割に立ち返って改革していくことが必要である51。 

 

2.3 財政再建への取り組み 
 

第一次石油危機以降の赤字国債の累積によって財政再建が重要課題となり、以前から問題と

されてきた国鉄、食糧管理制度（コメ）、医療保険制度（健保）のいわゆる 3K赤字はその象徴

となり、改革が急務となった。1981 年に発足した第二次臨時行政改革調査会は「増税なき財政

再建」を目標に掲げ、同時期のイギリスのサッチャー改革、アメリカのレーガン改革の影響も

あって「小さな政府」を目指す改革の流れを作り出し、電電、専売両公社民営化（1985 年NTT、

JT発足）、国鉄分割民営化（1985 年JR各社発足）が行われたのである。公的企業の民営化は、

この後、小泉内閣の郵政事業民営化（2005 年郵政民営化法成立、2007 年日本郵政持株会社ほか

                                                           
50 金澤（2003）,pp.74-76. 
51 金澤（2003）,p.77. 
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発足）、道路関係公団改革（2005 年）に引き継がれていくこととなる52。 

財政のスリム化に加えて歳入増加が不可欠であったが、平等な社会を作り出した累進性の高

い所得税は、産業構造のソフト化にともない企業の新陳代謝の激しい時代になると起業意欲を

阻害するなどの弊害が目立ち始めた。法人税率は国際的に見て高く、引下げが課題であった。

経済活動に対して比較的中立的な消費課税に新財源を求めるほかに選択の余地はなかったので

ある。しかし、負担は高所得者と大企業に求めるべきだとする国民感情の壁は厚く、1978 年に

は一般消費税導入を掲げた大平政権は選挙に大敗した。その後、臨調の「増税なき」改革の時

期を経て、ようやく 1989 年に消費税が創設された。1997 年には消費税率と社会保険負担の引

き上げなどが行われたが、性急な国民負担の引き上げは、同年秋の金融危機、さらにアジア通

貨危機などの影響もあって、景気の急速な下降をもたらしたのである。財政再建は棚上げされ、

公共事業拡大などの大型景気対策が実施されたが、国債残高累積や社会保険制度の維持可能性

に対する不安から景気対策は十分な効果を上げず、無駄な公共事業に対する国民の批判も高ま

っていった53。 

その後、景気の低迷を背景に、財政再建の取り組みは一時中断されたが、2002 年 1 月には、

政府は「構造改革と経済財政の中期展望」を発表し、そのなかで、一般政府の支出規模の GDP

比について、2006 年度までの間、2002 年度の水準を上回らない程度とするとともに、2010 年

代初頭には国と地方を合わせた基礎的財政収支を黒字化することを目指すこととした。さらに、

2006 年 7 月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革の基本方針 2006」では、経済と財政を

一体としてとらえ、成長力・競争力を強化しつつ、財政健全化の努力を今後とも継続するため、

歳出・歳入一体改革および経済成長戦略大綱について今後の具体的な取り組みが策定された。 

こうした財政再建努力や景気拡大による法人税収増もあって、国と地方の基礎的財政収支の

赤字は 2002 年度の対GDP比 5.7％をピークとして、2003 年度に横ばいとなった後、2004 年度以

降には低下に転じ、2005 年度では対GDP比 2.9％、2006 年度では同 1.7％、2007 年度では同 0.7％

まで低下し、2008 年度においては対GDP比 0.5％まで低下することが見込まれている54。しかし

ながら、アメリカ発の金融危機などの影響で景気は後退局面となり、2008 年 11 月 17 日の内閣

府の発表によれば、実質国内総生産（GDP）速報が 2 四半期連続のマイナスとなった。景気後

退により税収が落ち込み、景気が上向かなければ、基礎的財政収支の黒字化という目標の達成

も難しくなるといわざるを得ない。ただ、いずれにしても、財政が持続可能かどうかは、サー

ビスを担う公共部門に対する国民の期待と信頼があるかどうかである。不要な事業をやめるこ

とはもちろん必要であるが、本来重要なのは、国民に必要なサービスを公平かつ効率的に供給

できるだけの財源と権限を確保することである。 

 

 

 
                                                           
52 小菅（2007）,p.77. 
53 小菅（2007）,pp.77-78. 
54 財務省「日本の財政を考える 財政データ集」 
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2.4 地方分権の推進と「三位一体の改革」 
 
上に述べてきたようなことから起こった財政危機を背景に、政府は「三位一体の改革」をは

じめ、社会保障改革、税制改革、市町村合併など各種の構造改革を行った。国から地方への資

金移転は、地域間の財政力格差を埋め、一定のナショナル・ミニマムの確保に貢献しているが、

他方で、地方公共団体の側は、国からの資金移転を受けやすくするため、なるべく国からの補

助を受けやすい事業を増やすインセンティブが働き、その結果として、住民のニーズに必ずし

も合致しない非効率な事業が増えてしまっている傾向にある。 

ここでは、小泉内閣における「三位一体の改革」に注目したい。「三位一体の改革」が政府方

針として初めて明示されたのは、2002 年 6 月の「基本方針 2002」においてである。そこでは、

「地方行財政改革については、これを強力かつ一体的に推進する必要がある。先ず、国の関与

を縮小し、地方の権限と責任を大幅に拡大する。地方分権改革推進会議の調査審議も踏まえつ

つ、福祉、教育、社会資本などを含めた国庫補助負担事業の廃止・縮減について、内閣総理大

臣の主導の下、各大臣が責任を持って検討し、年内を目途に結論を出す。これを踏まえ、国庫

補助負担金55、交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討し、それらの望ま

しい姿とそこに至る具体的な改革工程を含む改革案を、今後一年以内を目途にとりまとめる」

とされた56。つまり、この改革により、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳入歳出両面での

地方の自由度を高めることで、住民のニーズに応える行政サービスを、地方が自らの権限と責

任で選択できる幅を拡大するとともに、国・地方を通じた効率的な財政システムの構築を図ろ

うとしたのである。 

その後の改革の具体的内容は、①国庫補助負担金を概ね 4 兆円程度を目途に廃止・縮減する、

②地方交付税の財政調整機能は維持するが、財源保障機能を抑制する、③補助金削減の 8 割程

度の税源を基幹税57を中心に地方に移譲し、地方の課税自主権を拡大する、というものである58。

注目すべきなのは、累次の基本方針を踏まえ、2004～2006 年度予算において、約 4.7 兆円の国

庫補助負担金の改革、約 3 兆円の税源移譲、約 5.1 兆円の地方交付税及び臨時財政対策債の総

額抑制といった改革が実現したことである。小泉内閣にとって、「三位一体の改革」は、国の財

政再建の手段として位置づけられていたのである。 

上記のような性格を持ったこの改革により、今まで地方の財源を支えていた地方交付税や国

庫補助負担金は削減され、地方経済を支えていた公共事業も大幅に削減されている。地方での

地域経済の自律的発展の展望が十分に形成されていない現状で、財政支出の大幅な削減は地方

                                                           
55 国が一定の義務ないし責任を持つ事業や業務について、その事業・事務を行うものにその経費の一部を

国が交付する資金（国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金）。※国庫支出金は、国と地方の経費負担区分

に基づいて、国が地方に対して支出する国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金の総称である。 
56 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.288. 
57 税体系の基幹をなす税をいう。日本を含め先進諸国においては、所得課税（所得税、法人税）を基幹税

の 1 つとしている点で共通している。（経済辞典（2005）,p.202.） 
58 重森（2004）,p.271. 
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の自治体財政だけでなく地域経済と住民生活に深刻な打撃を与えかねないだろう。資金調達能

力における都市と地方の格差や自治体間の格差はさらに大きくなる。小泉内閣が行ったこの改

革は、国や地方の借金を削減したかもしれないが、一方で地方や弱者を切り捨てることになっ

たのではないだろうか。地方の権限を拡大し、財源についても自由度を増すことで、その地域

に見合った行政サービスを提供されることが望まれる。 

「三位一体の改革」は、財政が豊かになる自治体と財政状態が一層厳しくなる自治体を生み、

地域間の財政力格差をより拡大する可能性がある。財政力が高く、人口も多い地域においては、

税収が大きく拡大する一方で、移転財源の縮減の影響は小さくてすむことにより、財政状態が

拡大または継続する。財政力が小さく、人口も少ない地方においては、縮減される国庫補助負

担金や地方交付税に大きく依存しているため、税源移譲の効果は限られたものになる。よって、

これらの自治体においては財政状態が極めて悪化する状況になり、地域間による財政力格差が

生まれるのである。この問題に対しては、地方政府間での税収移転が重要になる。それを行う

ためには、地方交付税をはじめとした財政調整機能を充実させることを国に求め、財政力の高

い自治体に対して、財源移転の理解を求めていくことが必要となる。 

 

3. 国と地方の財政状況 
 

ここでは、2008 年現在の国と地方の財政状況について検討する。次に、日本の税制について、

国税と地方税のそれぞれ代表的なものについて、その概要を明らかにする。さらに、地方交付

税についてその仕組みを詳しく説明する。 

 

3.1 日本財政の現状 
 

まず、近年の財政健全化への取り組みに注目したい。基礎的財政収支については、2010 年代

初頭に国と地方を合わせた基礎的財政収支を黒字化することを目指すという方針を改め59、「経

済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」では 2011 年度には国と地方の基礎的財政収支

を黒字化することを示した60。この他、「基本方針 2006」では基礎的財政収支の黒字化を達成し

た後も、2010 年代半ばに向けて債務残高GDP比を安定的に引き下げることが設定された。歳出

削減を行ってなお、基礎的財政収支を黒字化するために必要となる額を満たさない部分は、歳

入改革による増収措置で対応することなども設定され、将来の消費税率などの上昇が示唆され

ている。 

こうした方針をもとに、2007 年度の一般歳出では徹底した支出削減方針を貫き、多くの経費

を前年度当初予算より減額し、各分野の改革を確実に実施したと評価される点もあるだろう。

地方財政計画においても、国と同じく引き続き歳出削減路線を堅持する中で、「基本方針 2006」

                                                           
59 首相官邸「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」 
60 首相官邸「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」 
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に沿って給与関係費、投資的経費を削減するなど、厳しく見直し、一般歳出は抑制されている61。

しかし、結果として多くの地方公共団体で税収不足が生じていることも確かである。この税収

不足を受け、2008 年 1 月 15 日の時点で 80 の団体が国に対し赤字地方債（減収補填債）62発行

の要望を出した。これに対し、国は赤字地方債の発行を容認し、地方財政法の改正を行う方針

であった63。その後、2008 年 3 月 7 日に総務省は 88 の団体、計 1985 億円分の赤字地方債の発

行に同意した64。第一次石油危機による 1975 年、ITバブル崩壊による 2002 年に次ぐ戦後 3 回

目の異例の措置である。 

さらに、2008 年現在、アメリカ発の金融危機などを背景として景気は後退局面に入っている。

内閣府が、2008 年 12 月 9 日に発表した 2008 年 7～9 月期の国内総生産（GDP）2 次速報による

と、物価変動の影響を除いた実質 GDP（季節調整済）は前期比 0.5％減となり、2 四半期連続の

マイナスとなった。実質 GDP が連続で減少するのは、IT バブル崩壊に伴う前回の景気後退局

面だった 2001 年に 3 期連続でマイナスとなって以来、約 7 年ぶりである。この影響により、企

業業績が悪化し、法人税収などが大幅に減ることが考えられ、政府は税収不足を補うため、赤

字国債を追加発行しなければならず、2008 年度の新規国債発行額が 3 年ぶりに 30 兆円を上回

ると予想される。これに伴い、財政の舵取りは一層厳しくなるだろう。国債の追加発行もそう

であるが、さらに深刻なのは、税収減である。「基本方針 2006」から掲げてきた、2011 年度に

国と地方の基礎的財政収支を黒字化するという財政再建目標の達成も難しくなると予想される。 

このように、日本財政にとって厳しい状況下ではあるが、地方分権改革の不十分さが叫ばれ、

財政の健全化も待ったなしの状況に変わりはない。歳出の無駄をなくすことや財源の確保を進

めることは、常に指摘されてきた事であるが、抜本的対策のないままである。赤字国債を発行

し続けるだけではなく、増税を含む改革の議論に取り組むべきである。選挙向けの政策や発言

ばかりでは、一向に事態は進展しない。国民に対し、求める負担も含め、具体案の提示が必要

である。もちろん、国民の側も受益と負担の問題も含め、日本経済の状況を理解することが必

要である。さらに、権限を伴った税源移譲にまで踏み込む地方分権が必要であるということは

既に述べてきたが、その場合、地方の議会や行政がきちんと機能しなければならないことも忘

れてはいけない。そして、地方分権においては、住民の目の届くところで行政サービスの水準

や負担が決まることも大事である。 

 

3.2 日本の税制の現状―主な国税の概要 
 

租税は、国の収入の中心的な存在である。租税とは、国・地方公共団体（中央政府・地方政

                                                           
61 総務省「平成 20 年版地方財政白書の概要（平成 18 年度決算）」 
62 正式には臨時財政対策費。地方公共団体の財源不足を補うため、各自治体が総務省の許可を得て発行す

る。以前は国の特別会計で地方全体の不足額を借り入れていたが、各自治体の責任を明確にするため 2001
年度から導入。しかし赤字地方債も、地方交付税で返済する仕組みのため、自治体の財政運営上は交付税

と大きく変わらない。（西日本新聞「ワードBOX」http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/1251/） 
63 総務省「増田総務大臣閣議後記者会見の概要」 
64 四国新聞社「88 自治体が赤字地方債発行/減収補てんで 1900 億円」 
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府）が、財・サービスの供給のため必要な経費をまかなうために、国民・住民から強制的かつ

一方的に徴収する貨幣である。2008 年度の国の一般会計予算における歳入の内訳をみると、租

税及び印紙収入は 64.5％を占め、最も大きな財源となっている。残りの財源としては、その他

収入が 5.0％、国の借金に当たる公債収入は 30.5％をそれぞれ占めている。租税収入のなかで最

も大きな比重を占めているのが所得税と法人税であり、それぞれ国の歳入の 19％程度を占めて

いる。次に、消費税が歳入の 13％程度を占めている。租税負担と社会保障負担の合計額を国民

所得で割った比率である国民負担率は、2008 年度において 40.1％であり、ドイツやフランスが

6 割ないしそれを超える負担率となっていることと比べると低い水準にある。2008 年における

景気後退を受け、2009 年度税制改正では減税路線が加速すると予想される。これまで早期の実

現を求めてきた消費税率の引き上げについても、景気回復の優先がやむを得ないため、先送り

になると考えられる。 

租税にはたくさんの種類がある。なぜ複数の税が採用されているのかといえば、税のそれぞ

れには長所と短所があるため、単一の税だけでは十分な税収を上げたり、納税者間の公平を確

保したりすることが難しいからである。2008 年現在、日本の租税は、国、都道府県、及び市町

村がそれぞれ徴収している。ここでは、国税のそれぞれの税目についてみていきたい。各税目

は、課税ベースの違いによって、所得課税、消費課税、資産課税等に分類することができる。

まず、所得課税としては、所得税、法人税が挙げられる。次に、消費課税として、私たちに関

わりの深い消費税がある。他には、酒税、たばこ税、揮発油税や自動車重量税などが消費課税

に分類されている。最後に、資産課税等であるが、相続税、贈与税、印紙税、登録免許税とい

った税目がこれに分類される。傾向的には、所得課税の割合の低下が続いている一方、消費課

税の割合が高まっている。ちなみに、直接税と間接税の割合は 6：4 程度になる。 

以下に、国の税収の大きな割合を占めている所得税、法人税、消費税について、その概要を

明らかにする。なお、表 3-1 に国・地方の税目及び税収配分の概要を示したので参照されたい。 

 

所得税 

所得税は、暦年中の個人の所得、すなわち給料・賃金や商売の利益、あるいは土地や株式を

売って得た利益などに対して課される租税で、消費税とともに、私たちにとっては身近な租税

である。所得税法では、所得の発生形態によって 10 種類の所得分類を設け、それぞれの収入ま

たは経済的利益から必要経費や給与所得控除等を差し引く、所得金額の計算方法を定めており、

原則として、これらの 10 種類の所得金額を合計した金額から、基礎控除、配偶者控除などの所

得控除額を差し引き、その残額に対して超過累進税率を適用して所得税額を計算する総合課税

の仕組みをとっている（表 3-2）。ところが、現実の所得税は分離課税の存在により、総合課税

が建前に過ぎなくなってしまっている。退職所得及び山林所得については、長期性などその所

得の特殊性から分離して課税することとされている。現実には、租税特別措置法によっても各

種の所得が他の所得とは分離して課税することとされている。まず、利子所得については、障 

害者等に対する少額貯蓄の利子非課税制度等の対象となるものを除き、所得税 15％（他に地方 
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表 3-1 国・地方の税目及び税収配分の概要（ 2006 年度）  
（単位：億円）

 所得課税  消費課税  資産課税等  計  

所得税  170,635 消費税  104,633 相続税  15,186 

法人税  149,179 酒税  15,473 印紙収入  12,181 

 たばこ税  9,272 その他  7 

 揮発油税  28,567   

 石油ガス税  279   

 航空機燃料税  1,069   

 石油石炭税  5,117   

 自動車重量税  11,024   

 関税  9,473   

 とん税  93   

 特別とん税  116   

 地方道路税  3,057   

 電源開発促進税  3,630   

 たばこ特別税  2,176   

国  

59.1%  319,814 35.8％  193,980 5.1％  27,374 541,168

個人道府県民税  25,044 地方消費税  26,289 不動産取得税  4,850 

法人道府県民税  11,172 道府県たばこ税  2,807 道府県固定資産税  100 

道府県民税利子割  1,595 ゴルフ場利用税  617 法定外税  535 

道府県民税配当割  1,121 特別地方消費税  1   

道府県民税株式等譲与所得割  自動車税  17,255   

961 鉱区税  4   

個人事業税  2,165 狩猟税  25   

法人事業税  53,627 自動車取得税  4,570   

 軽油引取税  10,507   

 旧法による税  0   

道
府
県 

58.6％  95,684 38.0％  62,075 3.4％  5,485 163,244

個人市町村民税  62,384 軽自動車税  1,573 固定資産税  85,719 

法人市町村民税  28,360 市町村たばこ税  8,620 特別土地保有税  33 

 鉱産税  17 事業所税  3,018 

 入湯税  250 都市計画税  11,818 

  水利地益税  1 

  法定外税  26 

市
町
村 

45.0％  90,744 5.2％  10,459 49.9％  100,615 201,818

地
方 

 51.1％  186,428 19.9％  72,534 29.1％  106,100 365,062

計  55.9％  506,242 29.4％  266,514 14.7％  133,474 906,230

 

 所得課税  消費課税  資産課税  計  

国  63.2％  72.8％  20.5％  59.7％

道府県  18.9％  23.3％  4.1％  18.0％
市町村  17.9％  3.9％  75.4％  22.3％

地方  36.8％  27.2％  79.5％  40.3％

計  100.0％  100.0％  100.0％  100.0％

1．所得課税、消費課税、資産課税等の区分は、OECD 歳入統計の区分による。  

2．表示単位未満四捨五入の関係で、計が一致しない箇所がある。  

（注）  

3．『租税及び印紙収入決算額調（平成 18 年度）』（財務省）、『地方税に関する参考計数資料

（平成 20 年度）』（総務省）より作成  

（出所）『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』 ,p.133.  
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表 3-2 所得の種類（10 分類） 

種  類 内        容 

利 子 所 得 預貯金、国債などの利子所得 

配 当 所 得 株式、出資の配当などの所得 

事 業 所 得 商工業、農業など事業をしている場合の所得 

不 動 産 所 得 土地、建物などを貸している場合の所得 

給 与 所 得 給料、賃金、ボーナスなどの所得 

退 職 所 得 退職手当、一時恩給などの所得 

譲 渡 所 得 土地、建物、ゴルフ会員権などを売った場合の所得 

山 林 所 得 山林の立ち木などを売った場合の所得 

一 時 所 得 クイズの賞金、生命保険契約の満期返戻金など、一時的な所得 

恩給、年金などの所得 
雑 所 得 

営業でない貸金の利子など、上記所得に当てはまらない所得 
（出所）『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,p.73. 

  
税 5％）の源泉徴収のみで課税関係が終了する源泉分離課税の方式がとられている。上場株式

等の配当等や譲渡益についても源泉徴収のみで課税関係が完了する場合がある。不動産業者等

が土地等を譲渡した場合の事業所得、雑所得や個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得に

ついても他の所得と分離して課税することとされている。 

所得をその源泉ないし性質によって、10 種類に分類しているのは、所得はその性質によって

担税力が異なるという前提に立ち、公平負担の観点から、担税力の相違に応じた計算方法を定

めるためである。したがって、所得税は各人の得た所得の大きさに応じた負担を求めることが

でき、家族の構成など、各人の状況に応じたキメ細やかな配慮を行うことができるといえる65。

日本の所得税制度では、納税者自らが所得金額や税額を申告して納税する申告納税制度がとら

れているが、給与や報酬など、一定の所得については、その所得に際し税額を差し引く源泉徴

収制度が取り入れられている。 

税率構造は、1988 年 12 月の抜本的税制改革により、最高税率 60％（1986 年以前は 70％）、

12 段階（1986 年以前は 15 段階）というものに改正された。さらに、1994 年の税制改革や 1999

年の税制改革を経て、最高税率は 50％から 37％に引き下げられ、10％から 37％の 4 段階と簡

素なものに改正された。2007 年度分以後については、「三位一体の改革」の一環として、所得

税から個人住民税への税源移譲が行われる関係で、所得税率は 5％から 40％までの 6 段階とな

った。一方、地方税である個人住民税は、2006 年度分までは、道府県民税と市町村民税を合わ

せた税率は 5％、10％、13％の 3 段階であったが、2007 年度分からは一律 10％（道府県 4％、

市町村 6％）のフラット税率化が図られている。ただし、個々の納税者の所得税及び個人住民

税を合わせた税負担は基本的に変わらない（表 3-3）。 

 

法人税 

法人税は、法人の所得（利潤）に対する課税である。この法人には様々な形態のものがある 

                                                           
65 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,pp.72-76. 
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表 3-3 所得税の主な税率改正の推移 
1984 年 1987 年 1988 年 1995 年 1999 年 2007 年 

課 税 課 税 課 税 課 税 課 税 課 税
税率 

所得階数 
税率 

所得階数 
税 率 

所得階数
税率

所得階数
税率

所 得 階 数 
税率 

所得階数

％ 万円 ％ 万円 ％ 万円 ％ 万円 ％ 万円 ％ 万円

          5 195 
    10 300 10 330 10 330 10 330 
10.5 50 10.5 150         
12 120 12 200         
14 200           
            
  16 300         
17 300           
            
  20 500 20 600 20 900 20 900 20 695 
21 400           
            
          23 900 
25 600 25 600         
            
30 800 30 800 30 1,000 30 1,800 30 1800   
          33 1,800 
35 1,000 35 1,000         
        37 1,800~   
40 1,200 40 1,200 40 2,000 40 3,000   40 1,800~ 
            
45 1,500 40 1,500         
            
50 2,000 50 3,000 50 2,000~ 50 3,000~     
55 3,000 55 5,000         
60 5,000 60 5,000~         
65 8,000           
70 8,000~           

15 12 5 5 4 6 

（最高税率の引下げ） （抜本改革） （税制改革） （最高税率の引下げ） （税源移譲後） 
（出所）『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,p.87.  

  
が、法人税法では、内国法人と外国法人とに分けて納税義務を定めている。内国法人とは、国

内に本店または主たる事業所を有する法人のことで、外国法人とはそれ以外の法人である。内

国法人は、所得の源泉が国内にあるか国外にあるかを問わず、そのすべてについて納税義務を

負うが、外国法人は国内に源泉のある所得についてのみ納税義務を負う。内国法人とされるも

のには、普通法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等があり、それぞれ

の法人の性格に応じて法人税の課税所得の範囲が定められている。 

・普通法人＝株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社等→すべての所得に対して

課税。 

・公共法人→法人税は課税なし。 

・公益法人等→基本的に収益事業から生じた所得に限り課税。 

・協同組合等→すべての所得に対して課税。 
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・人格のない社団等→収益事業から生じた所得に限り課税。 

法人の課税所得金額は、ある事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とされている。

ここでいう益金とは、商品や製品などの棚卸資産等の販売による売上収入、預金や貸付金の利

子収入などのように、企業会計でいう決算利益を計算する上での収益に当たるものである。一

方、損金とは、その事業年度の収益に関わる売上原価、販売費、一般管理費、災害等による損

失などの決算利益を計算する上での費用や損失に当たるものである。 

2008 年度における法人税の税率は、普通法人または人格のない社団等については 30％（資本

金 1 億円以下の普通法人または人格のない社団等の所得の金額のうち年 800 万円以下の金額に

ついては 22％）、公益法人等については法人の区分等に応じて 22％または 30％、協同組合等に

ついては 22％とされている66。企業活動の国際化が進むにつれて、企業活力と国際競争力を維

持する観点から、法人税率の引下げと課税ベースの拡大という方向で改革が行われてきた。 

 

消費税 

消費税は、原則としてすべての財・サービスの国内における販売、提供などを課税対象とし、

生産、流通、販売などの全段階において、他の事業者や消費者に財・サービスの販売、提供な

どを行う事業者を納税義務者とし、その売上げに対して課税を行うとともに、税の累進を排除

するために、事業者は、売上に係る税額から仕入れに係る税額を控除し、その差引税額を納付

することとされている。事業者に課される税額は、コストとして財・サービスの販売価格に織

り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されている。消費税とはいうも

のの、仕組みとしては付加価値税である。 

消費税の税率は、1989 年の創設時には 3％であったが、1997 年度には 5％に引き上げられた。

消費税のうち、4％分は国の一般会計へ納められるが、1％分は都道府県税である地方消費税と

して納められ、さらに市町村にもその一定割合が配分される。ここで、消費税率について国際

比較すると、EU 諸国では総じて 20％程度の高い税率を採用している国が多く、それに比べれ

ば日本の消費税率は低い方に属しているといえる。 

今後、少子高齢化の進展に伴い、中長期的に社会保障費が増大する中で、持続可能な社会保

障制度を支える財源を確保することが財政の喫緊の課題となっている。政府税制調査会「抜本

的な税制改革に向けた基本的考え方」（2007 年 11 月）においては、消費税が勤労世代に集中せ

ず、簡素で、経済活動に与える歪みも小さい等の特徴を有することから、「消費税は、税制にお

ける社会保障財源の中核を担うにふさわしい」という考え方が示されている67。 

 

3.3 日本の税制の現状―主な地方税の概要 
 

少子・高齢社会を迎え、構造改革の重要な柱として、地方分権を推進するとともに、自立し

                                                           
66 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,pp.118-125. 
67 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,pp.174-178. 
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た国・地方の関係を確立し、活力と個性に富んだ地域社会を実現していくことが求められてい

る。そこで、地方の自立性を高めるためには、地方歳出に対する国の関与の廃止・縮減などに

よる地方行財政の効率化が必要である。さらに、地方公共団体が一層の情報開示を進め、受益

と負担の対応関係を意識しつつ、自らの責任と判断で地域のニーズに応じた行政サービスを実

施できるよう、地方税等の自主財源を中心とした歳入基盤を確立することも必要である。租税

総額に占める割合は、国税が約 6 割であるのに対し、地方税は約 4 割と国に税源が集中してい

る。地方税は、地域における行政サービスの経費を地域住民がその能力と受益に応じて負担し

あうことが基本である。よって、応益性68を有し、薄く広く負担を分かち合うものであること、

さらに、地域的な偏在が少なく、税収が安定したものであることが望ましい69。 

地方税は、課税団体の種類からは道府県民税と市町村民税に、また使途からは普通税と目的

税にそれぞれ区分される。ここで、地方税の主な税目を簡単に見ていく。まず、所得に対し課

せられる税として、道府県民税、市町村民税及び事業税がある。このうち、道府県民税と市町

村民税は、一般に「住民税」と呼ばれているものである。消費に対し課せられる税としては、

自動車関係の税として自動車税、軽自動車税、自動車取得税があるほか、1997 年からは地方消

費税が導入された。この他、固定資産に関係する税として、固定資産税、都市計画税、特別土

地保有税、不動産取得税などがある。地方税は、国の法律である地方税法にそれぞれの税目の

内容が定められており、通常は標準税率による課税が行われるが、一定の税目については、各

地方公共団体により制限税率までの範囲で税率を定めることができる70。 

所得課税のうち 6 割、消費課税のうち 7 割が国税に帰属するのに対し、資産課税の 8 割は地

方税として徴収される（表 3-1）。このうち、地方の所得課税の中心である個人・法人の住民税

や法人事業税は、その課税の仕組みを国税である所得税や法人税に大きく依存している。消費

課税で最も税収の多い地方消費税も、国税である消費税と合わせて賦課徴収されている。地方

税における所得・消費・資産等の比率は、ほぼ 5：2：3 の割合となっており、国税と異なり、

固定資産税や都市計画税などの資産課税のウェイトが高くなっている。地方公共団体としては、

自主的・自立的な財政運営を行うことができるよう、安定的で偏在性の少ない消費課税の充実

を求めており、その点において、国の消費税から地方消費税への税源移譲を強く求めていると

ころである71。 

以下に、地方税収において大きな割合を占めている、住民税、事業税、固定資産税、地方消

費税について、その概要を明らかにする。 

 

住民税 

一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼んでいる。ここでいう住民には、個

人だけでなく法人も含まれる。所得税が所得再分配の機能を有するのに対して、住民税は地方

                                                           
68 行政によるサービスの恩恵を受ける者に対して、その恩恵の量に応じて課される租税の性質。 
69 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.122. 
70 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,p.220. 
71 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.129. 
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自治の見地から、地域社会の費用をできるだけ多数の住民に分担させるという性格を有してい

る。 

個人住民税の納税義務者は、①市町村（都道府県）内に住所を有する個人、②市町村（都道

府県）内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所または家屋敷を有

する市町村内に住所を有しないものとされている。2006 年度分の個人住民税までは、道府県民

税と市町村民税を合わせた税率が 5％、10％、13％の 3 段階であったが、「三位一体の改革」に

より、2007 年度分からは一律 10％（道府県 4％、市町村 6％）のフラット税率化が図られてい

る。 

法人住民税の納税義務者は、①道府県・市町村内に事務所または事業所のある法人（継続し

て事業所を設けて収益事業を行う人格のない社団等を含む）、②道府県・市町村内に寮などはあ

るが事務所または事業所のない法人、③道府県・市町村内に事務所または事業所があり、法人

課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人である72。 

 

事業税 

個人事業税の納税義務者は、第一種事業（物品販売業など通常の商工業 37 種）、第二種事業

（畜産・水産・薪炭製造業の 3 種）、第三種事業（自由業・医業など 30 種）に区別される73。

個人事業税の納付は、普通徴収（自治体から交付される納税通知書により、通常年 4 回に分け

て納付）の方法で行われ、都道府県知事から交付される納税通知書により、原則として 8 月及

び 11 月中に納付する。 

個人事業税が、個人の行う事業活動のうち一定のものだけを課税対象とするのに対して、法

人事業税は、内国法人・外国法人の区別なく、法人の行うすべての事業を課税対象としている。

法人事業税の納付は、申告納付の方法で行われ、納税義務者である法人は、事業年度終了の日

から 2 ヶ月以内に事務所または事業所の所在地の都道府県知事に申告書を提出するとともに、

その申告額を納付しなければならない74。 

 

固定資産税 

日本の固定資産税は、イギリスのレイト、アメリカの財産税、ドイツの不動産税などととも

に歴史的に古い沿革をもった地方税である。もっとも、古くからあった地租と家屋税に償却資

産課税を含めて、市町村民税としての固定資産税が設けられたのは、シャウプ勧告税制（1949

年）以後である75。固定資産税は、土地、家屋及び償却資産を課税客体とし、その所有者を納

税義務者として、当該固定資産の所在する市町村が、当該固定資産の価値に応じて毎年経常的

に課税する財産税である76。 

                                                           
72 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,pp.222-224. 
73 片桐（2003）,p.144. 
74 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,pp.226-228. 
75 片桐（2003）,pp.134-135. 
76 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,p.232. 
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地方消費税 

地方消費税は 1994 年の税制改革において、地方分権、地域福祉の充実等のため地方税源の充

実を図る観点から、消費譲与税に代えて創設されたものであり、1997 年 4 月から施行されてい

る。地方消費税の税率は、消費税（国税）額の 25％で、消費税率で換算すると 1％分となる77。

地方消費税の申告納付は、国内取引については、納税義務者の事務負担を考慮して、当分の間、

その賦課徴収を国に委ねており、税務署（国）において消費税の例により、消費税と併せて行

うこととされている。輸入取引については、税関（国）において、消費税の例により、消費税

と併せて行うこととされている78。 

地方消費税については、清算制度が採用されている。消費税のような製造、流通、販売での

多段階累積排除型間接税を、各都道府県の消費課税として仕組む場合には、最終消費地と税収

の帰属を一致させる必要がある。そこで、いったん地方消費税として各都道府県に納付された

税収について、各都道府県間において消費に相当する額に応じて清算を行うこととされている。

なお、地方消費税の 2 分の 1 に相当する額を市町村に交付する交付金制度が設けられている。

地域間の財政力格差が拡大する中で、地方消費税の地方税財源に占める重要性が高まっている。

人口減少・高齢化の進展に伴い、住民により近い地方公共団体が果たす役割は拡大しており、

地域福祉等を支える社会保障関係費の大幅な増加が見込まれる中で、地方消費税の充実確保を

図っていく必要性が指摘されている79。 

 

3.4 財政調整制度としての地方交付税 
 

地方公共団体の行政に必要な財源は、それぞれの地域社会が負担することが望ましい。しか

し、地方公共団体の自らの財源調達能力には著しい地域間格差がみられる。財政調整は、市場

主義的な想定を大きく超えて、地域社会の安定を図る制度である。その目的は、国民生活に不

可欠な分野で標準的サービスを実現できるだけの財源を保障すること、そして、同程度の税制

を有する地方政府が同程度の公共サービスを行うことができるように、地域間の経済力格差及

びサービスのニーズとコスト、つまり必要度の相違に基づく地方政府間の財政力格差を是正す

ることである80。そのため、国民の租税負担の公平化や一定水準の行政水準の維持などの観点

から、地方交付税等による財政力格差の調整や財源の保障を行っている。以下に、地方交付税

の概要をみていく。 

地方交付税の目的は、地方公共団体の自主性をそこなわず財源均衡化を図り、交付基準の設

定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することにより、地方自治の本旨の実現に資すると

ともに、地方公共団体の独立性を強化することとされており、機能としては次の 2 つがある（地

方交付税法第 1 条）。1 つ目は、財政調整機能である。地方公共団体間における財政力の格差を

                                                           
77 片桐（2003）,pp.154-155. 
78 『図説 日本の税制（平成 20 年度版）』,p.236. 
79 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.142. 
80 池上（2004）,p.146. 
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解消するため、地方交付税の適正な配分を通じて地方公共団体相互間の過不足を解消し、均衡

化を図る。2 つ目は、財源保障機能であり、これはさらにマクロ的保障とミクロ的保障に分け

られる。マクロ的保障は、地方交付税の総額が国税 5 税の一定割合として法定されることによ

り、地方財源は総額として保障されている。ミクロ的保障とは、個別地方公共団体については、

基準財政需要額、基準財政収入額という基準の設定を通じて、どの地方公共団体に対しても行

政の計画的な運営が可能となるように、必要な財源を保障するというものである。 

地方交付税の使途は、地方公共団体の自主的な判断に任されており、国がその使途を制限し

たり、条件を付けたりすることは禁じられている。この点で、地方交付税は国庫補助金と根本

的に異なる性格を有している81。地方交付税の総額は、法定 5 税分などから算定される。所得

税及び酒税の 32％分、法人税の 34％分、消費税の 29.5％分82、たばこ税の 25％分の合算で求め

られる。交付税総額の 94％に相当する額は、基準財政需要が基準財政収入を超える地方公共団

体に対して、その超過額を補填するために交付する「普通交付税」となる。残りの 6％は普通

交付税の算定に用いられた基準財政需要額の算定方法によっては、補填されなかった特別の財

政需要がある地方公共団体に対し交付する「特別交付税」となる83。 

基準財政収入額は、地方税法で規定された法定普通税を標準税率で課税した場合の租税収入

額が基礎となる。基準財政収入額の計算では、目的税は原則として除外しているが、税収額の

大きい自動車取得税、軽油引取税、事業所税が法定普通税とともに算入される。その上で、こ

うして算入された税収額のうち 75％が基準財政収入額として算入される。こうして計算した税

収額に地方譲与税等を加えた額が基準財政収入額となる。基準財政需要額は、経費ごとに「基

準財政需要額＝単位費用×測定単位×補正係数」の計算式で求める。具体的にいえば、それぞ

れの経費ごとに、人口とか道路面積といった測定単位を選択する。例えば、消防費であれば人

口、道路費であれば道路面積である。その上で、標準的条件を備えた地方政府を想定して、人

口当たりの費用あるいは道路面積あたりの費用という単位費用を決定する。最後に、経費には

規模の利益が働くことや、地方政府ごとの実情による変化が考えられるため、それを補正係数

によって調整することになる。こうして、算出した経費ごとの基準財政需要額を合計して、そ

れぞれの地方政府の基準財政需要額が算出される84（図 3-1）。なお、地方公共団体間の財政調

整を行うものとして、地方譲与税もある。地方譲与税は税源とは別の客観的基準により、地方

交付税算定上の財源超過団体にも配分されるという点では、弱い財政調整を行うものといえる。 

 

4. 日本の地方財政の特質と国際比較 
 

日本の地方財政を考察する上で、主要先進諸国の地方財政制度との比較は非常に役立つだろう。 

                                                           
81 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,pp.190-191. 
82 消費税 5％（2008 年現在）のうち、1％分は地方消費税となる。消費税の 29.5％分とは、国に納められ

る消費税 4％のうちのさらに 29.5％である。 
83 持田（2003）,pp.194-195. 
84 神野（2007）,pp.305-306. 
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図 3-1 地方財政計画と地方交付税の算定の関係 
地方財政計画（歳出） 

給与関係経費 一般行政経費 投資的経費 公債費 その他 

 

 標準財政規模  

   

特
別
な
需
要 

基準財政需要額 
独自の

経費 
特定財源で行う事業 

 地方交付税の算定   

 財源不足額 基準財政収入額 
留保 
財源 

特定財源 

     

75％ 25％ 
特
別
交
付
税 

普通交付税 
標準税率による収入 

超

過

課

税

地方交付税 

地
方
譲
与
税
等
※ 

地
方
特
例
交
付
金
※ 

法定普通税、自動車取得税、軽油引取税、

事業所税、交・納付金 

法定外普通

税、目的税

（自動車取

得税、軽油引

取税及び事

業所税を除

く） 

国
庫
補
助
負
担
金 

地
方
債 

使
用
量
・
手
数
料 

そ
の
他
雑
収
入
等 

地方財政計画（歳入）地方譲与税等には、交通安全対策特別交付金を含む。 
【留保財源】基準財政収入額の算定においては、法定普通税等の税収見込額の全額を算入対象とせず、基準税率（基準率）

（75％）を乗じてその一部を算入している。100％算入しない理由は、地方公共団体の財政需要が完全に把

握できないこと、自主的財政運営を制約しないこと、地方公共団体の課税努力を損なわないこと等である。

そのため留保された部分を留保財源という。 
【標準財政規模】地方交付税制度の下で、財源保障の対象となる地方公共団体の標準的な一般財源の総額である。 
※地方譲与税の参入率は100％であるが、地方法人特別譲与税については75％である。 
※地方特例交付金等の算入率については、児童手当特例交付金は100％、減収補填特例交付金と特別交付金は75％である。

（出所）『図説 地方財政データブック（平成20年度版）』,p.195. 

  
ここでは、主要先進諸国の地方財政制度を明らかにし、地方財政について国際比較する。加え

て、日本の地方財政の特質についても触れ、今後の展望について考察する。 

 

4.1 先進諸国の地方財政制度 
 

まず、先進諸国の地方財政制度についての中身に入る前に、単一性国家と連邦制国家の地方

のあり方について明らかにしたい。これまで地方と大まかに捉えてきた地方のあり方を、大き

く 2 つに分けて捉える必要がある。1 つは日本のような単一性国家の場合であり、もう 1 つは

アメリカのような連邦制国家の場合である。この 2 種類の国政の違いは、近代国家が成立して
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くる歴史的な事情によるところが大きいのであるが、どちらのタイプでも、国家統治のシステ

ムは、概ね中央と州・県と市町村といった多層の政府レベルからなっているといってよい。し

かし 2 つのタイプによって、地方の意義・あり方は大きく異なり、州と地方とを合わせて「地

方」と呼ぶことが少なくないだけに、国際比較などの場合、注意が必要である。日本などの場

合の都道府県と市町村の関係以上に、アメリカなどの場合には、州は一種の独立国家であって、

アメリカの主権の淵源は連邦ではなく州にある。中央政府たる連邦には、限られた税目と限ら

れた機能のみが各州の合意によって賦与され、そうでないものはすべて州の権限に属するとい

うのが、多くの連邦制国家の国家統治の理念なのである。州の権限は、日本の県などとは比較

できない強さ・高さをもっており、日本ならば中央政府に属する権能の少なからぬ部分を州が

担っている85。 

 

先進諸国の地方財政制度 

先進諸国における中央・地方の歳出構成を見ると、全体的に多くの国々において、中央政府

は国防（外交）と社会保障・福祉のかなりの部分を担っているのに対して、警察・消防などの

公共秩序・安全、教育、住宅・コミュニティなどは州・地方政府がかなりの比重を占めている。

しかし細かく見ると、各国間にはかなりの多様性がある。連邦制国家のなかでは、カナダが財

政支出から見て、州財政の地位が高い。特に、医療衛生及び社会保障・福祉の分野において、

州のイニシアティブが強い点で他国と異なっている。これに対して、アメリカとドイツは、ほ

ぼ同様の歳出構成を示しているが、ドイツは、公共秩序・安全と教育では州、住宅・コミュニ

ティでは地方というように、州と地方での事務分担関係が比較的明確に分かれている。これに

対して、アメリカは、医療衛生では州歳出、公共秩序・安全では地方歳出の比重が若干高い。 

他方、単一性国家のなかでは、地方歳出は日本が一番高く、フランスが一番低く、イギリス

はその中間に位置している。日本の地方歳出の高さは、世界でも群を抜いており、日本の地方

政府は、多くの事務を担っていることがわかる。フランスは、住宅・コミュニティを除き、地

方歳出の占める比重は全般的に低く、イギリスは教育と住宅を中心に地方歳出の比重が高く、

比較的、中央と地方の事務分担が横割りで明確に区分されている86。 

次に、政府間の税源配分状況について、表 4-1 を参考にしながらみていく。まず連邦制国家

についてみると、オーストリアは、社会保障基金の比重がやや低く中央の税源配分が高いが、

ドイツ・スイス・オーストリアの中欧諸国はほぼ同じ構造をとっているといえる。これに対し

て、イギリス旧植民地の 3 国をみると、カナダは歳出構成と同様、州の税源が高いのに対して、

オーストラリアは税源が著しく中央に集中している。単一性国家についてみると、北欧諸国に

おいて地方の税源が全体の 2～3 割を占めており、その比重が高い。他のヨーロッパ諸国につい

ても、ルクセンブルクとオランダを除いて、1990 年代に入ると地方への税源配分が増加傾向に

ある。特にイタリア、スペインといった南欧諸国ではそうした傾向が顕著である。ベルギーは 

                                                           
85 林（2003）,pp.8-9. 
86 金子（2003）,pp.40-41. 
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表 4-1 政府間税源配分（2000 年） 
（％） 

 中 央 州 地 方 社 会 保 障 

アメリカ 46.3 18.8 11.5 23.3 

オーストラリア 83.0 13.9 3.0 ― 

カナダ 41.8 35.7 8.1 14.3 

ドイツ 30.8 22.5 7.5 39.2 

スイス 32.4 20.0 14.0 33.6 

オーストリア 52.7 9.4 10.1 27.8 

デンマーク 62.5 32.9 4.6 

フィンランド 55.3 21.2 23.5 

ノルウェー 62.3 16.3 21.4 

スウェーデン 58.6 29.6 11.1 

ベルギー 37.3 22.5 4.8 35.3 

オランダ 57.1 3.4 39.3 

ルクセンブルク 68.3 5.8 24.9 

イギリス 78.2 4.0 15.5 

アイルランド 86.6 1.8 11.6 

フランス 42.4 9.6 46.9 

イタリア 60.0 11.4 28.6 

スペイン 48.2 16.9 34.9 

ポルトガル 66.4 6.7 26.9 

日本 37.2 25.1 37.7 

（注）EU 諸国は EU 分担金が除かれている。 

（原資料）OECD，Revenue Statistics，より作成。 

（出所）金子（2003）,p.43. 

  
連邦制へ移行した87。これらの諸国と比べても、日本での税源配分は依然として高い方に属し、

日本において地方政府が果たす役割の大きさを知ることができる。 

 

4.2 地方財政のウェイトの国際比較 
 

地方公共団体の役割や地方財政の経済に占める割合は、それぞれの国の統治構造、各層政府

における事務負担の状況、あるいは各政府間の財政関係によって大きく影響される。日本にお

いては、地方公共団体は国とともに幅の広い分野において財政活動を行っているが、住民に密

着した行政サービスは、住民により近い地方公共団体が担当すべきであるとの考え方が世界的

に広がる中で、地方財政の役割が高まっている。 

                                                           
87 金子（2003）,pp.42-43. 
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OECD統計によれば、国民経済計算上、日本の地方財政のGDPに占める割合は12.9％であり、

社会保障基金を除く一般政府歳出の 80％を占めるなど、地方政府は重要な役割を担っている。

日本の地方公共団体は、単一性国家のもとにありながら、連邦制国家であるカナダやドイツに

匹敵するサービスを行っているのである。一般に、連邦制国家では州の権限が強く、それに伴

い、州・地方の歳出規模も単一性国家より大きくなる傾向にあると考えられるが、日本は地方

の歳出規模が大きく、北欧諸国でもこの傾向が見られる。日本では、国民経済に占める公的資

本形成のウェイトは 6.6％（国 1％＋地方 5.6％）と高く、連邦制国家であるアメリカを上回る

が、地方公共団体はその 8 割に相当する 5.6％を執行しており、地方財政は地域における社会資

本整備に極めて重要な役割を果たしている。 

連邦制国家であるカナダでは、地方歳出の割合が大きいのはもとより、地方歳出のうちでも

最終消費支出のウェイトが非常に高い。これは、医療費を州が負担していることによる影響が

大きく、社会保険方式で運営されている国々においては、社会保障基金部門で支出される額が、

カナダでは州・地方歳出に含まれているからである。これは、県が医療費を負担しているスウ

ェーデンにおいても同様の影響が出ている88。 

以上のように、日本の地方公共団体は数多くの歳出責任を負い、地域住民が真に必要とする

行政サービスを提供するために地方財政の重要性が増している。 

 

4.3 国と地方の役割分担と政府間財政調整 
 

国と地方の役割分担に関して、地方自治法第 1 条の 2 は、地方公共団体は、住民の福祉の増

進を図ることを基本とし、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うも

のとしている。そして、同条第 2 項において、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に

委ねることを基本とし、国は、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公

共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十

分に発揮されるようにしなければならない、としている。 

次に、地方自治法第 2 条にそって、都道府県と市町村の役割分担についてみると、まず市町

村は基礎的な地方公共団体として、同条第 5 項により都道府県が処理するものとされているも

のを除き、一般的に地域における事務を処理することとされている。ただし、同条第 5 項によ

り、都道府県が処理する事務のうち、その規模または性質において一般の市町村が処理するこ

とが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処

理することができるとされている（同条第 3 項）。 

そして、同条第 5 項で、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、普通地方

公共団体の事務で、①広域にわたるもの（例：大規模な総合開発計画の策定、主要な統計調査、

治山治水事業、電源開発、公衆衛生の水準維持、広範囲な環境保全整備等）、②市町村に関する

連絡調整に関するもの（例：国・都道府県・市町村間の連絡調整、市町村相互間の連絡・連携・

                                                           
88 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.42. 
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調整等）及び③その規模または性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認め

られるもの（例：大きな財政力が必要なもの、高度な技術力や専門的な能力を必要とする事務

等）を処理するものとされている89。 

以上を踏まえ、政府間の財政調整について考察したい。国（中央政府）と地方（地方政府）

の間や、地方間での財政移転を「政府間財政移転」あるいは「政府間財政調整」という。これ

をさらに分類し、国から地方への財政移転を「垂直的財政調整」、地方間の財政移転を「水平的

財政移転」と一般的に定義されている。国の公共政策は、国民が居住する場所に関係なく、同

程度の公共サービスを享受できる水平的な公平性を確保することである。そこで、まず大事な

ことは適切な垂直的財政調整を行うこと、つまり地方政府が重要な歳出権限を有するにも関わ

らず、地方への税源配分が不十分な国家においては、国税から地方税への税源移譲を行って、

財政ギャップをなくすことである。それに、財政力格差の是正、つまり水平的財政調整機能を

もつ財政調整制度を加えることによって、財源保障が実現するのである90。 

先進諸国の多くの国では、政府間での財政調整は垂直的財政調整の形態をとっている。垂直

的財政調整の場合には、その原資を国の歳入に依存することになるため、国の財政状況が制度

運用の制約となる場合が多い。これに対して、数は少ないが地方間での水平的財政調整を採用

している国もあり、連邦制国家であるドイツでは、州間財政調整制度として、国を通さず財源

富裕州から財源窮乏州へ直接財政移転されている。単一性国家であるスウェーデンでは、地方

が拠出した財源を国がプールして、地方へ再分配している。 

日本においては、国が義務付けた全国同一水準の行政サービスを提供するには、地方の課税

能力が不均一であることから、国からの財政移転が活用されてきた。地方歳出規模が大きな比

重を占める一方で、国税と地方税の比率が 6：4 と、地方財政には大きな垂直的財政不均衡が存

在する。その補填手段として、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金や地方特例交付金による

垂直的財政調整が行われてきた91。 

しかしながら、国の厳しい財政状況から垂直的財政移転が縮小され、「三位一体の改革」での

税源移譲が自主財源比率引上げとなる一方、これが地方間の課税力格差を拡大する懸念や、法

人税収の偏在性などもあり、地域間の財政力格差は拡大傾向にある。こうしたことから、地域

間の財政力格差是正のため、水平的財政調整制度を検討していくべきである。 

 

4.4 日本の地方財政の特質 
 

日本の地方財政の特質として第 1 にあげなければならない点は、一般政府部門内における地

方歳出の比重の高さである。先進国のなかで、連邦制国家ではカナダ、単一性国家では日本に

その傾向が著しい92。しかし、地方歳出水準の高さがそのまま地方分権を意味しているとは限

                                                           
89 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.28. 
90 池上（2004）,pp.101-102. 
91 『図説 地方財政データブック（平成 20 年度版）』,p.44. 
92 金子（2003）,pp.47-48. 
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らない。なぜなら、三割自治と呼ばれてきた歴史的背景や、補助金のあり方などから、日本の

地方公共団体の歳出の高さは、国の下部組織としての性格が反映されているからである。この

ような仕組みは、地方の自主性が損なわれるという弊害があるものの、戦後、福祉国家体制が

整えられ、高度経済成長期には一定の役割を果たしたことも確かである。 

第 2 に、日本の地方財政の特質としてあげなければならない点は、社会資本支出が国際的に

見て群を抜いて高いことである。しかも、国際的に見て特異なのは、日本では、社会資本支出

が再分配政策として強く機能してきた点である。つまり、道路・橋、あるいは建築物などの公

共事業を農山村地域に重点的に配分することによって、経済力や所得の格差の是正が図られた

のである93。 

上記のような地方財政制度の仕組みは限界に達している。景気対策としての大規模公共事業

は、十分な効果を上げず、巨額の財政赤字を生んでしまった。もはや大規模公共事業は住民の

ニーズに必ずしも合っていない。高齢化に対応した医療や介護、福祉などの公共サービスや今

後の地球環境を見据えた対策を地方から発信していくことこそ求められているのではないだろ

うか。それぞれの多様な個性と創造性を十分に発揮し、互いに競争していくなかで、経済社会

の活力を引き出す新たな国と地方にかかる制度の抜本的な改革、すなわち地方分権の推進が不

可欠である。具体的には、受益と負担の関係を明確化し、地方が自らの支出を自らの権限、責

任、財源でまかなう割合を増やし、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの責任で自主的、

効率的に選択する幅を拡大することによって、各地方公共団体独自の行政を行える仕組みをつ

くり、それぞれが行政サービスの効率性を競争していくような仕組みを構築していくことが必

要である94。 

 

おわりに 
 

地方財政の危機を克服するには、どうすべきであろうか。税源は都市部に集中するだろう。

それにより、都市と地方では、比べ物にならない程の担税力95の差が生じる。しかし、現代国

家においては都市でも地方でも、むしろ公共事業に関しては地方の方が、高い水準の行政サー

ビスを必要としている。そこで、このナショナル・ミニマムの要求と財政力の格差をどう解決

するかが現代地方財政の最大の課題となる96。全国的に財政悪化が著しい自治体は少なくなく、

財政健全化に向けて問題は山積している。 

基本的に国（中央政府）の役割は小さくてよい。それに伴い、地域住民に関わる施策の決定

権限と、交付金を含めた財政力を地方に移譲すべきであろう。そして、財政政策の効果と負担

を地方公共団体自らが管理する必要がある。もちろん、課税権は、地方公共団体が、団体自治

                                                           
93 金子（2003）,p.48. 
94 長谷川（2007）,p.330. 
95 租税を負担することができる経済的能力。担税力の指標としては、所得、消費、資産がある。（経済辞

典（2005）,p.813.） 
96 塩崎（2006）,p.149. 
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と住民自治に基づき、自主的・自立的にその任務を果たしていくために、憲法が保障する権利

である97。地方公共団体としては、自主的・自立的な財政運営のため、地方の自主性、独自性

を発揮することのできる税目が十分配分されるような地方税改革を求めていくことも必要であ

る。その点において、景気の動向に注意を払うことはもちろん必要であるが、消費税率を上げ

るのであれば、地方への分配率を増加させるべきであろう。 

これまでにも述べてきたように、国が行うべき政策、地方（都道府県、市町村）が行うべき

政策をしっかりと考え、地域に見合った行政サービスが行えるように国と地方の役割分担を行

うことが重要である。充実した行政サービスを達成させるために、権限とともに財源を確保す

ることも重要な課題である。都市と地方での財政力には、大きな開きがあるが、ナショナル・

ミニマムの達成のため、必要な財源が移譲されるように各政府間で議論や訴えをし、政府間の

財政関係を確立しなければならない。そのために地方交付税などの機能を利用し、各制度の見

直しを行うことは、十分考えられることである。さらに、地方公共団体が、実際に政策を行う

場面においては、議会や行政がきちんと機能する必要があることはもちろん、自治体間で協力

し、効率性を高めたり、市民が行政を監視したりすることも非常に重要である。こうしたこと

により、効率的で健全な財政の実現につながるのである。 
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論文 

地方分権改革における国と地方の財政関係と今後の展望 
萱原 智子 
 

はじめに 
 

2004～2006 年度に実施された三位一体の改革により、国庫補助負担金の廃止・縮減等 4 兆 6661

億円、国から地方への税源移譲 3 兆 0094 億円、地方交付税及び臨時財政対策債の削減 5.1 兆円

が行われた1。地方分権を進めるために行われた三位一体の改革であるが、自主財源が増える一

方で、地方交付税の大幅な削減など地方は大きな打撃を受け、財政的に困窮している自治体も多

い。加えて、税源移譲により、地方自治体間の格差は広がる傾向にある。各地域の実情に合った

効率的な社会を形成していくことを目指して、改革の過程にあっては、政府、各省と地方自治体

の間で激しい議論が展開されたが、意見の調整には困難を伴った。本論文では、三位一体の改革

を通して、国と地方の間にみられる課題について再認識した上で、今後の国と地方の望ましい関

係の在り方について展望したい。 

 

 
1.  国・地方の歳出歳入の実態 

 
1.1 国の財政事情 
 

2008年度一般会計予算の規模は 83兆 0613億円であり、歳出構成比は、社会保障関係費 26.2%、

国債費 24.3%、地方交付税交付金等 18.8%、公共事業関係費 8.1%となっており、社会保障関係費

と義務的経費である国債費、地方交付税交付金等で歳出全体の3分の2以上を占めている。次に、

歳入構成比は、租税及び印紙収入 64.5%、公債金収入 30.5%となっており、税収でまかなわれて

いるのは 6 割強にすぎない2。一方で、国は 2008 年度末時点で約 553 兆円の公債残高を抱えてい

る3。一刻も早く財政再建を進めなければならないが、少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加

と同時に、現役世代の減少から、税収の大幅な増加も見込めない中で、歳出削減が進められてい

る。 

 

1.2 地方の財政事情 
 

2008 年度地方財政計画の規模は 83 兆 4014 億円であり、歳出構成比は、一般行政経費 31.8%、

給与関係経費 26.6%、投資的経費 17.8%、公債費 16.0%となっており、義務的・経常的な経費が

                                                           
1 総務省「三位一体の改革の成果」. 
2 財務省（2008）,「平成 20 年度一般会計歳出歳入の内訳（予算）」. 
3 財務省（2008）,「公債残高の累増」. 
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多い。次に、歳入構成比は、地方税 48.5%、地方交付税交付金 18.5%（地方特例交付金等 0.6%）、

国庫支出金（国庫補助負担金4）12.1%、地方債 11.5%、地方譲与税 0.8%となっており、自主財

源である地方税でその半分をまかない、残りを国からの依存財源でまかなっている5。加えて、

地方は 2008 年度末時点で 197 兆円の借入金残高を抱えている6。地方財政は国の政策による影響

を強く受けるため、その財政運営においても様々な制約が存在する。 

 

2.  地方自治体の多様な財源 
 

地方自治体の歳入は、地方税、地方交付税、国庫補助負担金、地方債等により構成されている。

このうち地方税と地方交付税は使途が自由な一般財源であり、国庫補助負担金と地方債は使途が

決められている特定財源である。以下ではこれら地方歳入に見られる課題について個別に検証し

ていく。 

 

2.1 地方税の偏在と課税自主権 
 

日本において、公共サービス及び公共投資の大部分を行っているのは地方自治体である。しか

し、徴税時点では、国税対地方税の割合が 3:2 となっており、徴収後、地方交付税や国庫補助負

担金という形で財源を移すことにより、支出段階では、国対地方が 2:3 という配分となっている。

このような財政ギャップは望ましくないとして、地方が担う役割に応じた税源を地方に配分する

べきだとの意見がある一方で、税収には地域間の格差があるので国が一体的に徴収した租税を地

方に配分する方が良いとする意見もある。確かに、地方の仕事を地方の自主財源でまかなえれば、

受益と負担の関係も明白であり、各地域の特性にあった柔軟な税の使い方ができる。しかしやは

り地域間の格差は大きく、自主財源だけで十分なサービスを提供できるとは限らないことから、

国からの補助金を一切なくしてしまうようなことは望ましくないと考える。 

地方税の拡充として税源移譲を考える際、その税源の偏在が問題となる。候補としては、個人

住民税や地方消費税等がある。個人住民税については、所得税率を引き下げ、個人住民税を拡充

する形が考えられ、個人住民税の標準税率として比例税率を採用することで地域間の税収格差が

小さくなる7。地方消費税については、国対地方が 4:1 となっている配分を変更する形が考えら

れ、さらに消費税は地域的な偏在度が小さく、税収が比較的安定している点でも地方税に適して

いる8。 

地方税の拡充として、課税自主権を拡大することも考えられる。各地方自治体が独自の政策を

行う場合、追加的な財源調達や特定行為の抑制等を目的として独自の課税を行うことができ、法

                                                           
4 国庫支出金は地方財政計画において使われており、国庫補助負担金は地方財政法の考え方に沿って国の

補助金等を表現する場合に使われている。基本的にはどちらも同じ意味である。出井・参議院（2008）, p.239. 
5 総務省（2008）,「地方財政の状況 地方財政計画 平成 20 年度地方団体の歳入歳出総額の見込額」. 
6 総務省（2008）,「地方財政の状況 地方財政の借入金残高の状況」. 
7 池上（2004）, p.121. 
8 池上（2004）, p.122. 
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定税の超過課税、法定外普通税、法定外目的税といった方法がある。法定税については標準税率

を超える超過課税が認められている税目が多く、既に超過課税を実施している地方自治体もある

が、住民の反発や人口流入の減少も考えられることから、行政側の十分な説明責任も求められる

といえる。法定外普通税については財源調達や特定の財の発生抑制のための課税がある。法定外

目的税については、経済活動等に対する原因者や受益者に負担を負わせたり、特定の財・サービ

スを抑制する課税による税収を、その問題の解決策に充てる、という形の課税がある。 

このように地方税の拡充には様々な案が考えられるが、課税することは当該自治体だけでなく

国や他の自治体にも影響を及ぼすため、そのバランスを十分に考慮することが必要である。具体

的には租税輸出や租税競争、重複課税等が起こりうる9。租税輸出とは、地方税を他の地域の住

民に負担させることであり、負担の範囲と程度が問題となる。租税競争とは、自治体が事業税や

固定資産税等の税率を引き下げて、課税客体となる企業等が当該地域へ流入するように促進して、

税収の増大を図ることである。重複課税とは、企業や個人が複数の自治体にまたがって活動して

いる場合に、同一の事業に対して複数の自治体に重ねて課税される場合のことである。こうした

現象を回避するためには、一定の法による規制が必要であるし、国と地方、地方と地方の間で調

整を図り、公平な税制体系を構築することが重要となる。 

 

2.2  地方交付税   ―財源保障機能と財政調整機能― 
 
地方交付税は、地方の収支不足を補填する財源保障機能と、地域間の財政力格差を緩和する財

政調整機能を有している。地方交付税の総額は、地方財政全体について「客観的に推測される通

常の水準における経費と収入」を積算した地方財政計画によって規定される10。そして地方交付

税総額のうち 94%を財源とし、それぞれの自治体について算定した基準財政需要額から基準財

政収入額を差し引いた財源不足額に対して交付されるのがその自治体の普通交付税であり、残り

の 6%を財源として、各自治体の特殊事情による財政需要のうち、基準財政需要額としては算定

できないものに対して交付されるのが特別交付税である。つまり、地方交付税額は各自治体にお

ける実際の不足額ではない。基準財政需要額を算定するにあたっては、財政需要を的確に反映す

る尺度としての測定単位、測定単位一単位あたりの費用である単位費用、各地方自治体にみられ

る自然的・社会的・制度的条件に応じて測定単位を補正する補正係数を用い、各費目について、

「単位費用×（測定単位の数値×補正係数）」の算定式によって求めた所要額を、全費目につい

て合計し算出される。基準財政収入額については、国の定めた標準税率に基づいて地方自治体が

課税した場合の地方税収見込額の 75%に地方譲与税を加えたものであり、一般財源のうち自主

的にまかなえる分を示す。なお、基準財政収入額に含まれない地方税分は留保財源と呼ばれ、地

方財政計画を策定する際、基準財政需要額として算定しきれない経費をまかなうと想定されてい

る。地方交付税は、自治体間の格差を調整する地方財政調整制度として重要である一方で、その

                                                           
9 池上（2004）, pp.131‒134. 
10 池上（2004）, p.161. 
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機能、仕組み等について様々な議論が起きている。 

 

算定の精緻化 

まず 1 点目に算定の精緻化が挙げられる。制度創設以降、様々な法改正が行われ、それに伴っ

て補正係数が増大してきたことにより、算定は複雑・精緻化されてきた。しかしこれまでの改正

も、地方自治体の果たす役割の拡大や行政コストの変化を反映してのものであり、それによって

各費目における係数が増大したとしても、算定式自体は単純なものであるので、必ずしも複雑で

分かりにくい制度というわけではない。むしろ、全国どこの自治体でも多様な財政需要を公平に

反映した地方交付税額を算出することができ、「簡単で効率的」11なシステムであるといえるだ

ろう。 

補正係数については、補正が多いほど各自治体の行政需要をより実態に即して反映することが

できるため、ある程度の算定の精緻化も必要であると考える。基準財政需要額を算定する際の基

本となるのは、「測定単位×単位費用」であるが、この単位費用は自然的・社会的・制度的に特

異性のない標準的な団体や施設を前提としてのものであるから、現実の各地方自治体の財政需要

を把握するためには、合理的・客観的な理由による行政経費の差を反映させることが必要となる

12。しかし、単位費用は全国一律であり、団体ごとに異なるように費用を設定するとすれば作業

が膨大なものとなってしまうため、各地方自治体ごとに異なる測定単位について一定の係数を乗

じることによって補正し、測定単位あたりの経費が割高・割安となるのを反映することとしてい

る13。人口や面積という基礎的な数値のみによる算定では、様々な自然的・社会的・制度的条件

の下に運営されている自治体の財政需要を的確に反映できないのである。 

ただ、算定の精緻化が無限に進められて良いというわけでもない。あくまで客観的な指標に基

づき、作為的な要素が反映されない中立的なものに限定されるべきであろう。補正係数の増大に

ついても、現在あるものの意義や役割を再検討し、必要性の薄れていると考えられるものについ

ては廃止や統合などの見直しを行い、また補正ではなく単位費用化するなどにより整理縮小を図

っていくべきである14。 

 

地方自治体の自主性 

2 点目に地方自治体の自主性への影響が挙げられる。地方交付税は財源不足額を補填するもの

であるから、財政力の弱い自治体ほど多くの地方交付税を受け取ることになるため、自治体が財

源調達のための徴税力強化や歳出削減といった努力をしなくなるのではないかという意見であ

る。しかしこうした指摘は適切ではない。地方交付税の算定においては、各地方自治体独自の歳

出削減の要素は、個々の地方自治体の交付額の算定には直接反映されないようになっているため

である。すなわち、地方交付税の算定において重要な要素となる、測定単位や単位費用、補正係

                                                           
11 兵谷・横山・小宮（1999）, p.70. 
12 兵谷・横山・小宮（1999）, p.71. 
13 兵谷・横山・小宮（1999）, p.71. 
14 兵谷・横山・小宮（1999）, p.96. 
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数は、客観性のある数値をもとに合理的に算出されたものであると同時に、法令により定められ

ており、各自治体の行革努力により直接影響を受けるような性質のものではないのである15。 

多くの自治体で行革が進み、その行政水準が全国的なものになれば、地方交付税の算定基準も

変化し、結果的に全体の経費が削減されることはあり得るが、たとえそうなったとしてもそれ自

体は望ましいことである。そうした場合に行革を行わずその分経費がかさむ自治体があったとし

ても、それらについて地方交付税上措置されることはない。むしろ、多くの自治体で行革が進め

られ、標準団体の行政経費が減少することにより単位費用が下がれば、行革を怠る自治体には不

利になるということができる。 

 

地方自治体の自主性を歪める交付税措置 

3 点目に交付税措置が挙げられる。これには事業費補正として、国の長期計画に基づく公共事

業に参加する自治体について、国庫補助負担金に対する「裏負担」の一部を財源保障するために

設けられたものがある。具体的には、公共事業等に関する当該年度の地方負担額の一定割合を財

政需要に算入する方式、所要事業費の算定基礎となる数値に一定単価を乗じた額を算入する方式、

そして特定の事業実施のために発行した地方債の元利償還金の一定割合を後年度に算入する方

式がある16。この事業費補正は、地方の共有する固有財源としての地方交付税を、特定の公共事

業を行う自治体に配分する算定方式であるから、一般財源を特定財源にリンクさせる制度といえ

る17。 

加えて、地方単独事業においてもこの事業費補正は行われてきた。国の景気対策として公共事

業の規模を維持するために、地方単独事業の事業費の一定割合について地方債の発行を許可し、

この地方債の元利償還金の一定割合について後年度に基準財政需要額に算入するというもので

ある。これにより、地方自治体が自主的に単独事業を行いやすいよう支援するとともに、それを

奨励するという機能が地方交付税制度に含まれてきたのである。 

他にも、特定の条件の下で実施される事業を支援するために通常分とは異なる地方債の発行を

認めて、その元利償還金の一部を基準財政需要額に算入する政策がとられている。 

以上のような方法は国が地方の借金を肩代わりしたかのように思えるが、地方交付税の総額は

限られているので、交付税措置として算入した全額が保障されても、その他の部分を削らざるを

得ない。国が負担して交付税総額を加算しなければ、交付団体であっても救済されたことにはな

らないのである18。同時に地方交付税の財源は国税の一定割合であるので、交付税措置分につい

ては国税が配分されることになる。つまり、確かに当該地方自治体としての直接の負担ではない

かもしれないが、その分、国税を払っている多くの国民に対して負担をつけ回していることにな

る19。一国の国民としての負担であることには変わりがないのである。交付税措置は、財政力の

                                                           
15 兵谷・横山・小宮（1999）, p.110. 
16 池上（2004）, p.167. 
17 池上（2004）, p.167. 
18 池上（2004）, p.170. 
19 土居（2004）, p.102. 
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弱い自治体においても必要な大規模公共事業を行うことを可能としているという側面もあるも

のの、こうしたさまざまな問題をも抱えているため、自治体の自主性を歪めることにならないよ

う、その適用範囲について、一刻も早く見直すべきである。 

 

財源の確保 

4点目に財源の確保についてである。地方交付税の総額は地方財政計画をもとに決められるが、

算出された所要額と国税の一定割合との間で過不足が生じる。このように交付税総額が地方の財

源不足額を大幅に下回る状況が続く場合、地方行財政制度の改正か交付税率の変更を行うことと

されている。現実には税率の引上げではなく、特例的な加算・減額、交付税特別会計の借入れ等

によって調整が行われてきた。結果、その借入額は膨大なものとなっており、2007 年度には 52

兆円（国の負担額 18 兆 6648 億円、地方の負担額 33 兆 6173 億円）規模になる20。この交付税特

別会計借入れは国の一般会計とは別のものであり、膨大な額の隠れ借金を抱えていることになる。

社会・経済的な要因から、一時的に行う借入れならば良いかもしれないが、ここまで巨額になる

まで続けてきたことは問題である。通常収支に関しては 2003 年度以降、交付税特別会計の新規

借入れは行われていないが、交付税率の引き上げともバランスを勘案しながら、借金の削減に努

めなければならない状況にある。 

 

地方財政計画との決算乖離 

5 点目に決算乖離についての問題がある。これは、経常経費と投資的経費における地方財政計

画と決算額の乖離を指摘したものである。実際、2002 年度の経常経費は一般行政経費で 6.9 兆円、

給与関係経費では 1.4 兆円、決算額が地方財政計画を上回っているが、投資的経費は 5.0 兆円地

方財政計画が決算額を上回っている21。この過大計上が地方財政計画を押し上げ、国の財政状況

を圧迫しているというのである。 

しかし、一般行政経費の超過額の中には国庫補助負担金などによって措置されている部分があ

るため、一般財源ベースでは 2.9 兆円の超過であり、投資的経費の超過額の中には地方債によっ

て措置されている部分があるため、一般財源ベースでは 2.6 兆円の超過にとどまっている22。こ

のような状況は、自治体が公共事業の財源を抑制し、経常経費にかかる分野へ財源を回している

ことを示している。 

そもそも、このような状況を招いたのは、不適切な支出として挙げられている経常経費部分が

地方財政計画に計上されておらず、その部分の財源が保障されていないため、地方が自助努力に

よって財源を捻出しなければならない状況にあるからであり、その使途についても少子高齢化対

策など、社会的に必要な経費が多くを占めており、決してその全てが無駄な支出に当てられてい

るわけではない23。加えて、こうした自治体の支出は、地方税や地方交付税という使途を限定さ

                                                           
20 総務省（2008）,「地方財政白書」. 
21 平岡・森（2005）, p.53. 
22 平岡・森（2005）, p.53. 
23 平岡・森（2005）, p.54. 
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れない一般財源で行われているため、その使途について問題にするのは、地方自治を侵害するこ

とにもつながるのである24。 

もちろん計画額と決算額に乖離があるのは問題であるので、地方財政計画の信頼性を確保する

ためにも、是正していく必要がある。考慮すべきは、自治体の現状を適切に把握し、それを地方

財政計画に反映させ、運営していくのに必要な経費を確保することである。社会・経済状況の変

化に応じて、財源の配分についての更なる精査が必要であろう。ちなみに、2005 年度地方財政

計画から決算乖離の是正は着手され、2007 年度地方財政計画で解消された25。 

以上のように、地方交付税は地方自治体の行財政運営を支援するため、制度上、非常に優れた

制度であると評価することができるが、その運営や活用について、制度の趣旨に反するような対

策を取ってきたために問題が生じてきたのである。 

 

2.3 国庫補助負担金の役割とその弊害 
 

国庫補助負担金は日本のどこに住んでいても基礎的行政サービスの水準が保証されるよう、国

が使途を指定して、公共事業、社会保障、教育等幅広い分野に提供されてきた。地方財政法上は、

国庫負担金、国庫委託金、国庫補助金の分類がある。国庫負担金とは、国・地方相互に密接に関

連があり、両者が共同責任をもつべき事務を地方自治体が実施する場合に、国が義務的に経費の

全部または一部を負担すべきものである。国庫委託金とは、専ら国の利害に関係のある事務であ

るが、事務能率等の観点から地方自治体が国から委託を受けて執行する場合に、その経費を全額

国が委託金として地方に交付するものである。国庫補助金とは、国が地方に一定の施策を奨励す

るため特別の必要があるときまたは特に財政援助の必要がある場合に、国から地方に交付される

ものであり、国庫負担金や国庫委託金に該当しないもの全てを指す。 

しかし特定補助金には、当該事業が優先されることで自治体財政を圧迫し、真に必要のある事

業が後回しにされ、住民の意向との間に乖離が生じる、事業が画一化され、地域に即した柔軟な

対応ができないなど諸々の弊害もある。これまで特に公共事業が、国主導で社会資本整備、経済

政策のためとして大規模に展開されてきたが、経済の発展に伴い、全国的なナショナル・ミニマ

ムはほぼ達成されたとの認識から、その必要性が問われている。 

国庫補助負担金により、全国の社会資本整備が進んだことは事実であるし、使途を限定するこ

とで確実な事業の実現を図ることができたともいえる。だが社会・経済構造の変化により、従来

のような補助金の使い方が有効ではなくなってきた側面もある。今後は地域の実情に応じた事

務・事業を行うことができるよう、国庫補助負担金の廃止・縮減を更に進め、各費目の性質や、

現場での運営状況を勘案し、実態に即してメリハリのある財源の移転がなされなければならない。

その際には、公共事業関係の補助金については改廃を進めて一般財源化する、対人社会サービス

                                                           
24 平岡・森（2005）, p.53. 
25 小西（2007）, p.158. 
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の補助金については使途を包括的に規定した負担金に転換するなどの案が考えられる26。一般財

源化とは、国庫補助負担金の見直しを行う中で、単に廃止されるものの他に、地方自治体が引き

続き実施する必要のある事業に関して、地方一般財源により財源措置を行うものである。具体的

には、地方交付税額の算定上、基準財政需要額に算入することになる。包括的負担金は、標準的

水準のサービスが行われることを担保すると同時に、自治体の裁量権を拡大するものである。特

定分野のためであれば、使途を自由に決められるようにすることで、地域独自の事業を実施する

ことができる。 

いずれにせよ、国による誘導の要素を排除する仕組みが必要である。加えて、国が補償すべき

基礎的行政サービス水準としてのナショナル・ミニマムの定義が問題となるが、国として国民に

等しく提供することが定められている分野はもちろん、社会・経済状況の変化による見直しを図

っていくことも必要となるだろう。公共事業の選定については、緊急性、費用対効果、地域住民・

周辺環境への影響など様々な観点から検討し、国、地方自治体、住民との間で相互に合意に至っ

たものを実施していくようにし、効率的な資金の運用をすべきである。 

 

2.4  地方債の制度変更と地方自治体の責任 
 

地方債は地方自治体が財政上必要とする資金を外部から調達することにより、便益を享受する

世代間で分担して負担する債務である。地方財政法上、建設地方債の発行は許されているが、赤

字地方債の発行は認められていない。財源不足額は地方交付税で充当されることとなっているか

らであるが、現実には特例法により臨時財政対策債として赤字地方債が発行されている。地方債

についても様々な改革が行われており、多様な主体、制度との関連を有していることから、議論

が活発となっている。以下ではそれを考察していきたい。 

 

許可制から事前協議制へ 

まず、制度としては、従来は許可制度が取られていたが、2006 年度より事前協議制に移行さ

れた。これにより従来は、都道府県は総務大臣、市町村は都道府県知事の許可が必要であった地

方債の発行が、協議の結果同意が得られなくても各地方自治体の議会の承認により起債が可能と

なった。ただ、協議制のもとでも実質公債費比率が 18%を超える自治体は引き続き、許可制が

適用される27。協議制への移行により自治体の起債における自由度が高まったともいえるが、こ

れまで行われてきた地方債の元利償還金の財源措置について、同意が得られたものには措置され

るものの、同意が得られていないものについては措置されないことになっており、起債にあたっ

て国の影響は残ることになるといえるだろう。 

もっとも、許可制が果たしてきた役割も大きいといえ、地方債の過剰な発行及び不適切な経費

への充当を防ぐ後見的指導、標準的行政の財源を保障するための信用付与、金融市場における資

                                                           
26 池上（2004）, p.81. 
27 持田（2008）, p.194. 
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金調達、そして国の景気対策のために設けられてきたという側面がある28。しかし、そうした国

の政策として、景気対策や財源補填に地方債が利用され、多額の借金に苦しんでいる地方自治体

が多いのも事実である。地方債制度における国と地方の関係について検討し直すことも必要だろ

う。 

 

地方債と元利償還費に対する交付税措置 

次に、地方債の元利償還費に対する交付税措置についてである。前述のように地方債の元利償

還金を後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入するものであり、財政力の弱い自治体であっ

ても事業費を調達することができる。このため、交付税措置は地方自治体に財政規律を失わせ、

真に効率的な財政運営の実施を阻害するという指摘がある。確かに、軽い負担で事業を行えると

の認識から、将来の甘い見通しの下に事業の実施を決定してしまうという誘引は否定できないだ

ろうし、最終的に決定を下すのは各自治体であるので、地方自治体にも幾分か責任はあると言え

るだろう。だがこうした批判にはいくつか留意すべき点がある。 

1 点目に交付税措置の対象についてであるが、個別の自治体の任意性の高い単独事業について

は当該自治体の自己責任で負担すべきであるが、地方債の元利償還金を地方財政計画に計上する

ことは、財政力の弱い自治体であっても交付税が担保として配分され、元利償還が安定して行わ

れることを保障するので、必要性があると考えられる29。 

2 点目は債務発生にあたっての自治体の自主性についてであり、単独事業債については各自治

体が自主的判断の元に起債したのであるから交付税で措置するのは不適切であるが、国策によっ

て発行を余儀なくされている制度的地方債は国が減税や財源不足対策として制度化したもので

あり、発行にあたっての地方の裁量性はゼロに近いため、財源措置責任は大きい30。 

3 点目は新規発行分と既存発行分の区別であり、新規に発行される単独事業債については交付

税措置を廃止すべきであり、制度的地方債は算入率を引き下げるなどの対策が考えられ、一方で

既存発行分については地方債に対する市場の信任や地方自治体の財政運営に深刻な影響を与え

るので、廃止や変更はせず、国は約束を履行すべきである31。 

以上のように交付税措置といってもその対象は様々であるので、一律の廃止は望ましくない。

だが、債務の保有と最終的な償還主体の不一致が、地方自治体に「財政錯覚」を発生させ、地方

債の累積を招いた原因であることは間違いない32ので、交付税措置における国と地方の責任の所

在を明確にし、その適用範囲を限定するなどして、活用していくべきだろう。 

 

公的資金調達から民間等資金調達へ 

続いて地方債の資金調達先についてである。地方債はこれまで公的資金に依存した資金調達構

                                                           
28 池上（2004）, p.204. 
29 持田（2008）, p.204. 
30 持田（2008）, p.205. 
31 持田（2008）, p.205. 
32 持田（2008）, p.207. 
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造となっていたが、その財源である、財投債の縮減傾向、郵政公社資金の廃止、公営企業公庫の

廃止により33公的資金の割合は低下していくことが見込まれている。それにより拡大しているの

が民間等資金であり、市場公募債や地域金融機関による引き受けがみられる。公的資金の縮減に

伴って、今後、市場原理による資金調達が加速することになると考えられるが、市場公募債の格

付けで財政力の弱い自治体が資金調達に困難を来すことにもなりかねないなどの課題もある。 

これにより健全財政に努める動機づけが高まり、効率的運営が可能になるという面もあろうが、

地方自治体の性質やその果たすべき役割を考慮すれば、そうした表面的な評価だけでは測りきれ

ない側面もあり、民間等資金よりも長期で借りることができる公的資金による財源調達が重要で

あることは否定できない。市場原理を働かせるとしても、そこでカバーできない部分については

厳格な審査のうえ、政府による補完が引き続き必要となるだろう。一方で自治体側では、市場公

募債の共同発行等の動きも見られている。こうした動きから今後、複数の融資債権をまとめたも

のを、見合いにして債券を発行し、市場から融資の原資を調達している「共同発行機関」を創設

するという構想もある34。 

以上のようにこれまでの地方債における「暗黙の政府保証」の下での取引から、市場での資金

調達に軸足が移ることによって、発行主体の地方自治体も引き受け手の民間金融機関等も、責任

が重くなり、より慎重な運用が求められるようになる。それに伴って自治体は外部に対する、情

報開示や説明責任を果たすことでより一層の効率的な財政運営に努めていかなければならない。

同時に公的資金による財源調達に代わる、新たな基準も展開していかなければならないだろう。 

 

 

3.  三位一体の改革の動き 
 

2004～2006 年度に実施された三位一体の改革は、従来からあった地方分権改革の議論を実際

に実行したという点で大きな意義があるが、その評価については意見が分かれている。それは本

来、地方分権改革として始まった三位一体の改革が、実際には「分権的財政改革の議論と財政再

建の議論が並存35」する中で進められてきたからではないかと考えられる。以下では三位一体改

革に至る過程と、その改革の中身を検証していきたい。 

 

3.1 三位一体の改革前の地方分権改革 
 
まず 1995 年、地方分権推進法が公布され、それに基づいて地方分権推進委員会が発足した。

この地方分権推進委員会が主体となって第 1 次分権改革が進められることになる。その中心とな

った第 2 次勧告は、国と地方自治体の新しい役割分担、必置規制の見直しと国の地方出先機関の

在り方、国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保、都道府県と市町村の新しい関係、

                                                           
33 持田（2008）, p.195. 
34 持田（2008）, p.213. 
35 小西（2007）, p.15. 
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地方自治体の行政体制の整備・確立などに及んでいる36。こうした勧告を受けて、2000 年には地

方分権一括法が成立し、自治事務と法定受託事務に事務の区分が引き直され、機関委任事務がな

くなるなどの成果によって、国と地方は対等協力の関係になることとなった37。 

しかし、税源についての改革を進めることはできなかったため、地方分権推進委員会は 2001

年の最終報告において、第 2 次分権改革として、地方税財源の充実確保方策についての改革の必

要性を訴えている38。こうした流れを受けて 2001 年には地方分権改革推進会議が発足し、後を

引き継ぐことになる。同時に小泉内閣で、大きな政策課題は経済財政諮問会議で決定される仕組

みとなり、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」（いわゆる骨太の方針）がまとめられ、

政策論議がなされることとなる。経済財政諮問会議は首相が議長を務め、民間議員も入って経済

財政運営の方針が決められるため、政治的文脈だけにとらわれない政策運営が可能であるが、そ

の反面で、その決定事項は政治の世界から強い反発が生じ、その結果、改革論議が最終的に深化

しなかったり、細かな政策の積み上げに裏づけられていない数値目標が飛び出すことで、その改

革論議が数字合わせに陥るという難点もある39。 

さて地方財政改革において、地方分権推進委員会は最終報告で、まず税源移譲を先に行い、そ

の上で国庫補助負担金や地方交付税についての必要な見直しを行うという方針を示したが40、地

方分権改革推進会議は、税源移譲よりも先に事務・事業の見直しを行い、国が関与すべき内容を

極力減らす方向で、必置規制の見直しや補助事業制度の改革等を行っていき、必ずしも税源移譲

から入るという姿勢を示してはいない41。政府も、三位一体改革における議論では、分権的財政

改革である税源移譲と国庫補助負担金の廃止・縮減は、行政改革である地方交付税の縮減と並行

して行うという姿勢をとり続けている42。 

「税源移譲から入る」三位一体改革という立場からすれば、本来は税源移譲を進め、十分な税

源配分がなされた上で、国庫補助負担金の改革、そして地方交付税の改革という手順を踏むのが

望ましいということになる43。分権改革という視点からすれば確かに、まず定められた事務事業

を行えるだけの財源が確保された後に、国庫補助負担金でどの程度まで国としてカバーするかを

考えることができるのであり、国庫補助負担金の規模が決まった後で最終的に、地方交付税で補

う分も決めることができるといえる。現実の三位一体改革のように税源移譲と国庫補助負担金の

廃止・縮減、地方交付税改革を同時に進めるのでは相互の関連性をまったく無視することになり、

実態に即した政策をとることができず、バランスを欠く改革となってしまう恐れがあるのではな

いだろうか。このことから、三位一体改革によって地方自治体はそれまでよりもいっそう財政難

に陥ることになったといえるだろう。これまでの歴史的な経緯、相互の歳入項目の性質を勘案し

                                                           
36 地方分権推進委員会（1997）,「地方分権推進委員会第２次勧告」. 
37 小西（2007）, p.18. 
38 地方分権推進委員会（2001）,「地方分権推進委員会最終報告」. 
39 小西（2007）, p.21. 
40 地方分権推進委員会（2001）,「地方分権推進委員会最終報告」. 
41 小西（2007）, p.38. 
42 小西（2007）, p.23. 
43 小西（2007）, p.40. 
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ての改革が必要である。 

 

3.2 三位一体の改革の焦点 
 

地方分権改革の課題としては、①国と地方の法的な関係、②国による地方への義務づけ・基準

づけの廃止、③地方財源の充実、④行政体制整備と考えることができる44。三位一体改革では、

地方の事務配分に見合った自主財源を確保するため、③地方財源の充実が中心的課題となるが、

②義務づけ・基準づけの見直しもそれにより、国庫補助負担金改革、地方交付税による財源保障

の範囲の見直しにつながるので大きな位置を占めることになる。すなわち、義務づけがなくなれ

ば、国庫負担金の根拠もなくなるので国庫負担金の整理が進むことになるし、一方で地方交付税

については義務づけが具体的で明確なほど、それに応じて財源保障も細かく行う必要がでてくる。 

①の国と地方の法的な関係については、地方分権一括法で、機関委任事務が廃止され、法定受

託事務と自治事務に分けられたことで、国と地方の法的な役割分担が明確になったが、地方の役

割とされたものについても国の関与が強いものについては国庫負担金が支出されるべきであり、

役割分担と財源問題が必ずしも一致するわけではない。個別の事案に応じて検討する必要がある。

④行政体制整備については、地方自治体への権限委譲による事務配分、またそれに伴う地方自治

体の規模が問題となり、また新たに事務が配分されることによって財源の調整が必要となる。こ

のように分権改革の課題は相互に関連しているため、慎重に進めていくことが求められている。 

 

3.3 三位一体の改革の経過 
 

三位一体の改革をめぐる対立 

政府としての正式な三位一体改革の構想の発現は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針 2002」である。これ以降、小泉首相の主導の下、税源移譲、国庫補助負担金、地方交付税に

ついての大幅な見直しが行われることになる。2001 年より経済財政諮問会議で地方税財源の充

実確保策が議論されており、それを反映して「基本方針 2002」では、数兆円規模の国庫補助負

担金の削減、地方交付税について財源保障機能全般のついての見直し・縮小、国庫補助負担金の

廃止に伴い必要となる税源移譲について、その改革工程を、1 年以内を目途にとりまとめるとし

ている45。 

ここには、これまでの議論ではみられなかった地方交付税の見直しという考えが盛り込まれて

おり、地方への税源移譲・権限移譲を進めるならば、地方交付税による補完の度合いも縮小させ、

地方自治体の自立を促すのが当然だという、対立的な考えが読み取れる。背景には、「地方税へ

の税源移譲と国庫補助負担金の抜本改革を行い、地方交付税はその結果として調整される」とい

う総務省の見方と、「国庫補助負担金の見直しや税源移譲を議論するならば、地方交付税の大幅

                                                           
44 小西（2007）, p.50. 
45 経済財政諮問会議（2002）, p.29. 
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削減は少なくともセットで行うべきだ｣という財務省の意見の対立46や、小泉首相による増税否

定方針の中での財政状況の改善への要請がある。 

地方自治を推進する総務省と、財政健全化を推進する財務省との間で、地方への財源の配分を

めぐって意見が対立するのは必然であるし、国家財政が深刻な赤字状態にある中で、増税ができ

ない以上、歳出を削減するより他に方法がなく、歳出の大きな部分を占める地方交付税が槍玉に

挙げられるのも当然である。結局このことが純粋な分権改革から、財政再建の一手段としての分

権改革へとその性質が変わってきた原因ではないだろうか。 

 

三位一体改革の方向性を示した「基本方針 2003」 

続く「基本方針 2003」では、①地方の一般財源の割合の引上げ、②地方税の充実、交付税へ

の依存の引下げ、③効率的で小さな政府の実現47を目標に掲げ、具体的な改革工程が示された。

まず、国庫補助負担金の改革として、事務事業の徹底的な見直しを行いつつ、国庫補助負担金に

ついては概ね 4 兆円程度を目途に廃止・縮減等の改革を行うとし、その際には、国・地方を通じ

た行財政の効率化・合理化を強力に進めることにより、公共事業関係の国庫補助負担金等につい

ても改革する48とある。事務事業の徹底的な見直しは、事業自体が不要になることに通じ、不要

になれば税源移譲の必要がないという論理になる49。ここに国庫補助負担金改革が税源移譲に直

接結びつくわけではないということが表れている。 

地方交付税の改革としては、地方財政計画の歳出を徹底的に見直すことで、地方交付税総額を

抑制し、財源保障機能を縮小するとともに、国の関与の廃止・縮小に対応した算定方法の簡素化

及び段階補正（測定単位の数値の大小による単位当たり行政経費の差を反映させるもの）の見直

しの促進、そして税源移譲を含む税源配分の見直し等の地方税の充実に対応した財政力格差の調

整への適切な対応を図る50とある。ここでは地方財政計画の歳出の圧縮による地方交付税の縮減

を行うこと、国庫補助負担金の削減部分を基準財政需要額の算定に反映させることで交付団体の

調整を図ることが示唆されている51。 

税源移譲を含む税源配分の見直しとしては、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で引き続

き地方が主体となって実施する必要のあるものについては、基幹税の充実を基本として税源移譲

するとし、同時に、応益性や負担分任性という地方税の性格を踏まえ、自主的な課税が行いやす

いという点にも配意し、基幹税の充実を基本に、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた地

方税体系を構築する52とある。ここでは税源移譲の規模、税源移譲にふさわしい税目の条件につ

いてかなり踏み込んだ内容となっており、この時点で既に税源移譲の大枠は出来上がっていたこ

とが分かる。 

                                                           
46 小西（2007）, p.62. 
47 経済財政諮問会議（2003）, pp.19-20. 
48 経済財政諮問会議（2003）, p.20. 
49 小西（2007）, p.67. 
50 経済財政諮問会議（2003）, pp.20-21. 
51 小西（2007）, p.67. 
52 経済財政諮問会議（2003）, p.21. 
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このように、地域間格差を調整するための必要な措置を約束している一方で、全体として、歳

出削減を徹底的に進め、地方の自立を求める姿勢が鮮明に表れており、財政再建と分権改革の議

論が拮抗して進んでいることが読み取れる。 

三位一体改革の初年度である 2004 年度は国庫補助負担金改革としてまず、1 兆円の削減がな

されたが、事業費の削減によるものも含まれており、税源移譲として実現したのは、2003 年度

で既に一般財源化されたものとあわせて4249億円にとどまった53。また地方交付税改革として、

地方交付税を対前年度 6.5%減、臨時財政対策債も含めると 12.0%減と大幅な削減が実施され、

地方自治体に大きな衝撃を与えた54。このように見てみると、歳出削減のスピードに対し財政面

の充実は遅れている感があり、地方にとっては初年度から厳しい内容であったといえる。 

 

三位一体の改革遂行のための地方との調整 

「基本方針 2003」は、その後の三位一体改革を進める上での骨格となるものであるが、主要

課題である税源移譲についてその金額が 3 兆円と決まるのは「基本方針 2004」であった。「基本

方針 2004」に先立って、いわゆる「麻生プラン」が示される。ここでは、所得税から個人住民

税への 3 兆円規模の税源移譲を先行決定すること、2006 年度までに、2004 年度の 1 兆円に加え、

残り 3 兆円の国庫補助負担金の改革を確実に実現すること、地方歳出の見直しを進めつつ、地域

再生を着実に進めるために、2005 年度の一般財源総額は前年度と同水準を確保すること55等が提

言されている。これにより、地方交付税の大幅削減によって困窮している地方を安心させ信頼関

係を回復するとともに、明確な方針を示すことで地方自治体に今後の改革の道筋を示す意図があ

る。その後、小泉首相より、2005 年度及び 2006 年度で 3 兆円の税源移譲と国庫補助負担金の削

減を進めるため、いわば打開策として、地方に国庫補助負担金の削減案を策定させるという斬新

な提案もなされた。 

 

税源移譲額が明示された「基本方針 2004」 

こうした動きを受けて策定された「基本方針 2004」は、2006 年度までの三位一体改革の全体

像を 2004 年秋に明らかにし、年内に決定すること、その全体像には 2005 年度及び 2006 年度に

行う 3 兆円程度の国庫補助負担金改革の工程表、税源移譲の内容及び交付税改革の方向を一体的

に盛り込み、税源移譲については概ね 3 兆円規模を目指すこと56が明記された。ここで税源移譲

について「概ね……目指す」という表現がされたことで、2005 年度及び 2006 年度での 3 兆円の

移譲とは必ずしも限定されず、2004 年度までに実施された移譲額をも含めるということが暗に

示唆され、先の首相発言に比べ移譲額が圧縮されることとなった。 

同時に、地方自治体による国庫補助負担金改革の具体案の策定についても盛り込まれ、その具

                                                           
53 小西（2007）, p.71. 出井・参議院（2008）, p.303 では税源移譲予定特例交付金により措置された 2309
億円と合わせて 6558 億円としている。 
54 小西（2007）, p.73. 
55 総務省（2004）, 地方分権推進のための「地方税財政改革」（「三位一体の改革について」）. 
56 経済財政諮問会議（2004）, p.5. 
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体案を踏まえて検討するとされたのであるが、現実には、政府側の要請により策定したにもかか

わらず、その内容はほとんど反映されず、政府・与党で議論されるという結果となった。 

国庫補助負担金改革については、税源移譲に結びつく改革、地方の裁量度を高め自主性を拡大

する改革の実施とともに、国・地方を通じた行政のスリム化を推進する57としている。税源移譲

については、2006 年度までに所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するとともに、

応益性や偏在性の縮小といった観点を踏まえ、個人住民税所得割の税率をフラット化する方向で

検討を行う58としている。地方交付税の改革については、国・地方ともに歳出を見直し、抑制す

る一方で、地域において必要な行政課題に対しては適切に財源措置を行い、地方自治体の安定的

な財政運営に必要な一般財源の総額を確保し、算定の見直しも検討する59としている。このよう

に各項目において、地方分権につながる改革を進めるとしつつも、歳出の見直し・抑制を進め、

しかし必要な財源は適切に確保するとあることから、総務省と財務省の対立的な立場が表れてい

る。さらに、財政力の弱い団体においては、税源移譲額が国庫補助負担金の廃止・縮減に伴い財

源措置すべき額に満たない場合があることから、実態を踏まえつつ、地方交付税の算定等を通じ

て適切に対応する60としている。ここで「適切に対応する」とは、前述のように国庫補助負担金

の廃止相当額を基準財政需要額に積み増すことで、税源移譲によって歳入がどこまで増えるかと

は関係なく、基準財政需要額分の一般財源は確保されること61、そして、税源移譲による地方税

の増収に伴う留保財源の増加によって財政力格差が拡大しないよう移譲分にかかる留保財源率

をゼロにすることを示唆している62。 

全体として「基本方針 2003」をそのまま踏襲したものであり、それぞれの改革策については

具体性に欠けるところがあるものの、税源移譲額が明確になったこと、税源移譲の方法が示され

たこと、財政健全化方針とセットではあるが分権改革の確実な実現への意志が再確認できる内容

となったのではないだろうか。 

 

三位一体の改革の全体像 

「基本方針 2004」で約束された三位一体の改革の全体像は、最終的には政府・与党折衝の上

まとめられた。国庫補助負担金改革は、2005 年度及び 2006 年度予算において 3 兆円程度の廃止・

縮減等を行うとし、文教、社会保障、公共等その他の各分野について、関係府省別に削減割り当

て額とともに費目が示された63。ここで廃止・縮減される国庫補助負担金のうち、税源移譲につ

ながるものは 2 兆 4160 億円程度であり、残る約 6000 億円については、2005 年度秋に検討する

こととされた64。これらを受けて 2005 年度予算編成作業が進められた結果、2005 年度予算で税

                                                           
57 経済財政諮問会議（2004）, p.5. 
58 経済財政諮問会議（2004）, p.6. 
59 経済財政諮問会議（2004）, p.6. 
60 経済財政諮問会議（2004）, p.6. 
61 小西（2007）, p.67. 
62 小西（2007）, p.69. 
63 政府・与党（2004）,「三位一体の改革について」. 
64 小西（2007）, p.83. 
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源移譲に結びつく改革分は 1 兆 1239 億円であり、またこれ以外に交付金化の改革 3430 億円、ス

リム化の改革 3011 億円65が行われた。 

このような案に対して地方の反応はあまり良いものではなかった。第一に地方側は 2004 年度

までに決まっていた税源移譲額とは別に 2005 年度・2006 年度で 3 兆円の税源移譲を実施すべき

としていたのに対し、政府案では 2004 年度以前の分も含めて 3 兆円の税源移譲としたことで、

総体としての税源移譲額が小さくなってしまったこと、第二に地方側が提案していなかった国民

健康保険国庫負担を削減し、その分が都道府県の負担となったことに対しての批判がある。加え

て地方六団体がまとめた国庫補助負担金改革案は、三位一体改革を進めるにあたって、地方交付

税による財源保障の在り方や考えるべき内容を網羅的に述べた提言であって、その質は高いもの

であり66、それを生かすために国と地方の協議の場が設置されたにもかかわらず、各省の回答は

地方案に対し一定の配慮を示したものの、地方案の理念とは反する内容も含まれていたことも影

響しているのではないかと考えられる。 

税源移譲については、2004 年度に実施された額も 3 兆円の中に含めることが明記され、所得

譲与税 2004 年度・2005 年度追加分 1 兆 1159 億円に、税源移譲予定特例交付金 2004 年度措置分

の 2005 年度所要額に、2005 年度追加分を加算した 6292 億円を加えて 1 兆 7451 億円になった67。

さらに所得税から個人住民税へ個人住民税所得割の税率をフラット化することが確認された。 

地方交付税改革については、安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保するとともに、

国・地方の双方が納得できるかたちで歳出削減に引き続き努めること、税源移譲に伴う財政力格

差が拡大しないように増収分を当面、基準財政収入額に 100%算入（現行 75%）すること、交付

税の算定方法の簡素化・透明化に取り組むとともに、算定プロセスに地方関係団体の参画を図る

こと68等が示された。実際に、2004 年度の大幅減額による窮状を訴える地方の声を受けて、2005

年度は前年度と同水準の額が確保された。 

全体像にかかる評価として、国庫補助負担金の廃止・縮減と税源移譲についての目標額・詳細

が 2004 年のうちに決定できなかったこと、財務省が税源移譲の対象としないとしてきた公共事

業関係負担金等に切り込めなかったことが課題として残る一方で、2006 年度に向けて国と地方

の協議の場が継続され、地方として発言の場が確保されたこと、住民税への税源移譲が確定した

こと、地方交付税等の一般財源の総額が維持できたことなどがプラス評価としてある69。国の策

定する政策に、まだ十分とはいえないとしても地方自治体が参加し、協議を行うということは画

期的なことであり、分権を進めていく上でも望ましいことだと思われる。両者の間で十分に議論

が行われ、より良い形で分権が実現するよう将来に向けても、積極的に国と地方の協議の場を活

用していくべきである。 

 

                                                           
65 財務省（2004）,「平成 17 年度予算政府案 平成 17 年度予算のポイント」p.2. 
66 小西（2007）, p.81. 
67 財務省（2004）,「平成 17 年度予算政府案 平成 17 年度予算のポイント」p.2. 
68 政府･与党（2004）,「三位一体の改革について」. 
69 小西（2007）, p.85. 
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三位一体の改革の最終合意 

2005 年度の議論では残る 6000 億円の国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移譲が焦点となった。

2005 年 4 月の国と地方の協議の場において、6000 億円の税源移譲に関して、総務大臣から地方

自治体に対して再び補助金改革案の作成が求められ、地方自治体は前年の案を踏まえて具体案を

示すとともに、2007 年度以降も「第 2 期改革」として更なる改革を行うこと、国と地方の協議

の場を今後も定期的に開催し、制度化することを求めた。 

その後、政府・与党における調整、「国と地方の協議の場」や関係各省での検討が行われたが

調整は難航し、2005 年 11 月にやっとその詳細が決定した。その政府・与党合意文においては、

地方交付税の見直しについては今後の予算編成を通じて具体的な調整を行うとしながらも、国庫

補助負担金の改革は 6540 億円に達し、そのうち税源移譲額を 6106 億円と示した70。これにより、

2004 年度から 2006 年度における国庫補助負担金改革は 4 兆 6661 億円、税源移譲は 3 兆 0094 億

円となり、目標額を達成したこととなった。ここで、所得税から個人住民税への税源移譲につい

ては、実際には 2007 年度から実施し、2006 年度は経過的に全額所得譲与税により措置された。 

 

国庫補助負担金改革でみられた課題 

以上のような三位一体改革についていくつかの留意点がある。1 点目として国庫負担金の改革

の在り方がある。国庫補助金は補助金という予算措置によって、政策誘導するものであるので、

地方の事務として同化、定着、定型化したものについては、一般財源化することが望ましいとい

える71。しかし、国庫負担金については、事業の内容が法律などで定められたものであり、その

事務の内容についての義務づけ等の緩和など、いわば規制緩和を行うことと、国庫負担金の一般

財源化を並行して行うことで、地方分権につながる改革となる72。最終の政府・与党合意におい

ては義務教育国庫負担のように、補助率を引き下げただけのものもあるが、これでは実質的には

補助制度は残ることになり、法律で義務づけが規定されているかぎり、国の関与の度合いに変わ

りはなく、分権改革に資するものではないといえる。このように現実の改革は財源面での改革が

先行し、義務づけ・基準づけの見直しについてはあまり議論が進まず、数字合わせに終わってし

まった面もあるため、国庫負担金の改革については、もとになる制度の見直しについても十分に

考えていかなければならない。 

2 点目として施設整備にかかる補助を分権改革の対象に含めるかどうかという点がある。以前

より財務省は、建設国債を財源とする施設整備や公共事業にかかる補助金を税源移譲や一般財源

化の対象とすることに反対してきたが、地方自治体から見ればそうした費目こそ、地方の裁量の

幅が広がるものであり、地域の実情に即した事業の実施につながるという面がある。こうした観

点から考えると、最終的に建設国債対象経費である施設整備費が、廃止・縮減額の 5 割の割合で

税源移譲を行うとされたことは、地方案の意向にも沿うものであり、その割合は小さいものの、

評価されるべき点だといえる。 
                                                           
70 小西（2007）, p.87. 
71 小西（2007）, p.88. 
72 小西（2007）, p.88. 
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3 点目に交付金化についてである。交付金化は、補助対象を拡大するなど運営の弾力化を図る

ものと、省庁横断的な補助金を創設することで、国庫補助負担金制度の枠内ではあるが使い勝手

を良くする改革として実施されているものである73。省庁横断的な交付金の交付手続きは、自治

体が内閣府を通じて計画申請や要望提出を行い、内閣府は関係省と協議を行って、内閣府に一括

計上された予算を各省に移し替えて、各省から自治体に交付するという形をとっている。しかし、

実質的に配分調整の権限は内閣府にはなく、各省にあるとされており、国庫補助負担金改革とし

ての実効性には疑問が残る74。交付金化という形式に変わっただけで、実質的には補助金と変わ

らないという評価もある。形式を変えただけでは分権改革とは言えないのであるから、可能な限

り、税源移譲することで地方の自由度を高めるようにすべきであろう。 

4 点目に地方が原案を取りまとめるという方法についての評価がある。三位一体の改革では、

小泉首相より、国庫補助負担金の改革案を地方自治体に策定してもらい、それを踏まえて検討す

るという手法がとられた。地方はそれに応えて、レベルの高い案を政府に提出したのであるが、

最終的な政府・与党合意案では、地方案に対する回答は少なく、地方の目指す分権改革案とは相

容れない要素も含まれていた。これを受けて国と地方の協議の場が設けられたのは大きな前進だ

といえるが、各省は首相の指示にもかかわらず、非協力的な姿勢を見せた。このような事態を是

正するために、各省に対する政府の影響力を強化したり、「国と地方の協議の場」自体に何らか

の法的強制力を持たせるなどして、もっと踏み込んだ、深い議論ができるような場にすることも

必要だろう。すなわち、より一層の協力体制の強化に努めなければならないといえるだろう。 

5 点目に、地方分権推進委員会の最終報告で方向付けられていた、税源移譲から分権改革に取

り組むという方法がとれなかったことである。これは地方財政計画の収支が均衡していない中で、

まず総額を確保し、その内訳として地方税の割合を高めるという形で、税源移譲を優先させ、ど

の国庫補助負担金を削減するかはその後の課題として取り組む、という図式がとれなかったこと

による75。よって地方財政収支における収支不足の解消のため、増税についても今後は検討して

いかなければならない問題であるといえる。そのためには、国民への負担を伴う改革となるだけ

に、これまで以上に政策や制度、国・地方の現状についての説明、周知をすることが必要となる

だろう。 

 

3.4 三位一体の改革で残された課題 
 

三位一体の改革についての議論が落ち着き、次に取り組むべき課題は歳出・歳入一体改革であ

った。これは「基本方針 2006」で表された、2011 年度に国・地方を合わせた基礎的財政収支を

黒字化することを目指したものであり、地方財政については中期的な見通しを示したものといえ

る。中期的な見通しについては、2004 年に総務省より三位一体の改革を推進していくための一

環として、中期地方財政ビジョンの策定という形で提起された。そこでは、数年間タームでの地

                                                           
73 小西（2007）, p.92. 
74 小西（2007）, p.92. 
75 小西（2007）, p.101. 
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方財政の姿に関するガイドラインを明示し、歳出見直しと税の増収による地方財源不足の早期解

消のために、地方交付税の法定率分を再セットし中長期的に地方財源の安定化を図る、とされて

おり、これにより地方財政の予見可能性の向上、国・地方を通じたマクロの経済運営と財政政策

の整合性の確保が可能となる76、としている。「基本方針 2006」により、ビジョンの策定につい

ては達成されたものの、その内容は経済成長を前提に徹底的な歳出削減に努めることに主軸が置

かれており、地方にとっても今後歳出面での一層の圧縮が予想されることから、それに向けての

行財政運営に努めることが必要となるだろう。 

こうした歳出・歳入一体改革と同時に、政府側では竹中総務大臣の私的諮問機関として地方分

権 21 世紀ビジョン懇談会が、地方 6 団体側では新地方分権構想検討委員会が設けられた。地方

分権 21 世紀ビジョン懇談会は、将来に向けての地方分権の具体的な全体像を示すことに主眼が

あり、市場主義的な要素を含んだ地方分権改革を志向しているように思われる。対する新地方分

権構想検討委員会は、地方自治体として地方分権を更に進め、財政力格差の是正を図る方向で分

権型社会の実現に向けた議論を進めていくことになる。 

三位一体の改革では、税源移譲と国庫補助負担金改革については具体的数値を設けて、その確

実な実現に向けて様々な攻防が繰り広げられたが、地方交付税については、それらの改革を受け

て表面的・技術的な調整に終わった感がある。もちろん税源移譲額と国庫補助負担金の削減対象

の決定についても、各省・地方間で様々な意見の対立が見られ、相互に納得の上での結論ではな

い。このように決して成功のうちに終わったとは言えない三位一体の改革はこれからの分権改革

に、つなげるべき課題を残した。以下ではその課題について検証していきたい。 

 

義務づけの見直し 

義務づけの見直しについて検討委員会は中間報告において、三位一体改革にみられる第一期改

革を踏まえつつも、地方分権の理念を再構築したうえで、地方分権を着実かつ継続的に推進して

いくために、改革の根拠を法的に明確化し、国民・国会と広く共有することが重要であり、その

ような中で第二期の改革を推進するための新たな法律を制定すべき77としている。すなわち、今

後継続的に分権改革に取り組んでいくために、まずはその根拠法を作るところから始めるべきで

あるという姿勢であり、事務事業の見直しや税財源の改革などに対象をあらかじめ絞ることなく、

改革が持続するための枠組みを作ることに主眼を置いている78。地方の役割の増大、各自治体の

抱える財政事情の多様さなど、分権改革は調整に困難を伴う。そうした性質を考慮して、様々な

立場からの議論を取り入れてじっくりと課題に取り組むことを一番に考えているのである。 

対して、ビジョン懇談会はその報告書で、国と地方の権限と責任を根本から見直し、国の規制・

関与や国庫補助負担金の廃止・縮小を進めて地方の自由度を拡大するとともに、自治事務の執行

基準を原則として条例で定め、変更できるように新分権一括法を早期に制定すべき79としている。

                                                           
76 総務省（2004）,「三位一体の改革を推進するための地方税財政制度～地方交付税改革を中心に～」. 
77 新分権構想検討委員会（2006）, p.34. 
78 小西（2007）, p.121. 
79 地方分権 21 世紀ビジョン懇談会（2006）, p.5. 
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ここからは長期的な展望を持った見直しというよりは、もっと性急に改革の具体的成果を求めて

おり、対象も義務づけ・基準づけの見直しに絞られている印象がある80。早々に改革の方針が決

められており、一面的な考えであるようにも感じられ、改革による成果を急ぎすぎているように

思える。もっとも、この後竹中大臣は新地方分権一括法の前段階として地方分権改革推進法を制

定するように方針を転換し、2006 年に同法が成立した翌年の 2007 年から地方分権改革推進委員

会が発足することとなる。いずれにせよ、義務づけの見直しを行うには、法で定めた義務づけの

趣旨、社会情勢の変化等総合的に勘案して、どういった基準で見直しを進めていくのかを明確に

する必要があり、その基準に基づく公平な判断が求められる。 

 

地方交付税の新しいかたち 

三位一体の改革で、国庫補助負担金改革、税源移譲が、具体的数値目標のもと、実施されたの

に対し、地方交付税は結果として総額 5.1 兆円が抑制され、補完的に改革は行われたものの、根

本的な改革には至らなかった。そもそも政府と地方の間での地方交付税に対するスタンスは全く

異なっており、そこでの歩み寄りが得られないことから議論の進展を難しくしていると考えられ

る。政府側は地方交付税の財源保障機能は地方にコスト意識を失わせているから、廃止・縮小し、

財政調整機能に限定すべきだとする。地方側は財政調整機能と財源保障機能は一体であり、両機

能を充実強化させることが必要だとする。このような隔たりもあって、両機関の地方交付税改革

論は大きく異なっている。 

ビジョン懇談会の報告書では、交付税改革として新型交付税の導入が掲げられており、その目

的として国の規制や基準づけに基づく部分を縮小させ、地方が自由に歳出を決定できる部分を拡

大するとともに、その算定においては現行の複雑な算定基準を根本的に改め、簡便な算定基準に

変えていくべき81とする。このため、2007 年度予算から人口と面積を基本として算定する新型交

付税の導入を提言している。 

ここでは地方交付税の簡素化が重視されているが、補正を増やすことで多様な自治体の財政需

要を的確に反映するという側面が一切捨象されており、またそれによって基準財政需要額が増え

たとしても、それは地方交付税制度により保障されるべき需要であるので、ビジョン懇談会の見

解は制度の趣旨にも反するのではないかと考える。地方の果たすべき役割が増大しているなかで

はむしろ、より精緻な算定が必要なのではないだろうか。さらに「基本方針 2006」で地方自治

体の財政運営に支障が生じないよう必要な措置を講じつつ、算定の簡素化を図る82とはあるもの

の、算定方法が簡素化されることで、これまで補正係数で補っていた地方の多様な需要を捕捉し

きれなくなる可能性があるため、簡素化による地方への影響も避けられないと考えられる。 

ではなぜ簡素化を要求する声が高まっているのであろうか。地方交付税は、地方財政計画によ

って一般財源の総額が決まり、それを各自治体に衡平に配分するという観点で基準財政需要額を

                                                           
80 小西（2007）, p.121. 
81 地方分権 21 世紀ビジョン懇談会（2006）, p.7. 
82 経済財政諮問会議（2006）, p.22. 
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算定していくのであって、基準財政需要額が先に決まって、それを積み上げたものが地方財政計

画であるという理解は基本的に正しくない83。算定が複雑・精緻であるから、総額が膨らんでい

るわけではないのである。確かに算定の精緻化により地方の財政運営の中で国への依存体質が高

まった面もあると思われるので、不必要な算定の精緻化はやめるべきであるし、算定の過程が分

かりやすくなって住民など多くの監視の目にさらされるようになることで健全な財政運営にも

つながる面はあるだろう。しかし、一面的・感情的な認識によって地方交付税制度の趣旨に反す

るような改革があってはならず、今一度、制度の十分な理解に努めなければならない。 

対する検討委員会は中間報告で、地方交付税を地方共有税とすることを掲げており、地方交付

税が国から恩恵的に与えられるものではなく、自らの財源を他の自治体のために融通しあうこと

により、全ての自治体が国に依存せずに、住民に対して一定水準の行政サービスを提供できるよ

うにすべきであるとの考えに基づき、改革を行う84としている。その内容は、名称を国民から国

の特別会計に入るまでを「地方共有税」、国の特別会計を出て自治体に入るまでを「地方共有税

調整金」と変更する、国の一般会計を通さずに、「地方共有税及び譲与税特別会計」に直接繰り

入れる、財源不足解消のため、地方共有税の法定率の引上げを行うとともに、3～5 年に一度、

地方共有税の法定率の変更を行い、必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う、その他の

年度は、財源不足があれば地方債または「地方共有税及び譲与税特別会計」内に新たに設置する

基金により調整する、特例加算や特別会計による借入れは行わない、減税により地方の財源不足

が生じる場合には、地方共有税の法定率を引上げる85となっている。 

ここでは地方交付税総額を確保することに重点が置かれており、その算定方法については改革

案を提示していない。地方財政計画によって決まった総額を配分するのが交付税であり、その配

分のメカニズムについては、現状から大きく変える必要性を感じていないことがその理由である

86。この点に地方交付税制度に対する評価の違いが表れているといえる。地方共有税の税率の引

上げにより、制度本来の健全な財源措置を講じることができ、地方税の税率の変更も示すことで

住民への負担が増すことから、自治体はより責任と自覚を持って財政運営に取り組むことが可能

となるであろう。財源の調達について、国が果たすべき部分とともに、地方が負担すべき部分も

示すことで依存体質からの脱却を図ったものであると考えることができる。検討委員会の中間報

告では、こうした改革を地方が自ら責任を持って行っていくことができるよう、地方の参画シス

テムとして「地方行財政会議」の設置87を提言している。それは、三位一体改革で設けられた、

国と地方の協議の場を制度化しようとするものであり、制度や政策の構築の段階から国と地方が

協力して取り組むことで、より現場に即した形での地方自治の進展が期待される。 

 

 

                                                           
83 小西（2007）, p.126. 
84 新分権構想検討委員会（2006）, p.16. 
85 新分権構想検討委員会（2006）, p.16. 
86 小西（2007）, p.130. 
87 新分権構想検討委員会（2006）, p.13. 
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自治体の財政運営の評価基準 

ビジョン懇談会は発足当初から破綻法制を打ち出し、積極的に議論を続けてきた。その報告書

では、これまでの護送船団方式が地方に財政規律を失わせることにつながったとし、自治体も破

綻という事態に立ち至る、という危機感を持つことが、地方財政の規律の回復のために必要であ

るとの指摘を挙げ、破綻の意味するところを明確にし、再生型破綻法制の整備として透明なルー

ルに基づく早期是正措置を講じるべき88としている。この意見は、国による財源保障があるため

に地方自治体の財政規律を失わせているという認識から発せられたものであろうが、地方自治体

も赤字額が膨らめば、起債制限を受けたり、財政再建団体となり厳しい財政運営を強いられるな

どの措置があり、決して、思慮なく借入れを繰り返そうとするような仕組みにはなっていない。

現行の財政制度が甘いから地方自治体の借入れが膨らんでいるとの理解は正しいとは言えない

のである。もっとも財政再建団体制度にも、財政状況の監視が不十分である、などの問題点はあ

り、そのためにこの提言を受けて 2007 年に地方財政健全化法が成立した。その中では自治体の

財政状況に応じて、再生段階と、その前段階である早期健全化段階の 2 段階での規定が設けられ

ており、今後は両者の論理的整合性をつけるために、財政指標を整備し、連続的な制度として整

えることが課題の中心である89。 

検討委員会は、財政再建団体制度の枠組みの中で自治体全体の財政状況を正確に捉えられてい

ない現在の制度を改善するために、透明性の高い財政指標を開発し、住民のチェック機能を高め

る必要性について触れ、現行の、財政状況がかなり悪化してからの国主導での是正措置からの変

革90について提言している。夕張市の財政破綻の事例では、住民の知らない所で不適切な会計処

理が行われ、相当に無理な財政運営がなされてきたことが明るみに出た。財政再建団体となれば、

その債務の償還は住民にも負担を強いる形で厳しく行われる。そうした事態を防ぐために、情報

公開の徹底をはかり、住民による規律の強化により財政悪化を避けることが望ましい91とされて

いる。さらに、財政再建団体となった際の首長・議会の責任を問う仕組みの強化、住民負担の仕

組みの導入92を掲げており、これにより健全な財政運営へのインセンティブが高まるとともに、

首長・議員も含めた住民一人一人の責任感の向上、財政運営への関心の上昇が期待され、より規

律ある運営への可能性が高まる。財政再建団体制度にも課題はあるので、その改善策を考える必

要はあるが、現在ある制度の中であっても、より一層の地方自治を推進することで良くなる余地

はあるだろう。原点に戻っての検討を行うことも有意なことである。 

 

4.  地方分権に向けた更なる改革 
 

三位一体の改革により、長く議論されてきた地方分権について良くも悪くも一定の進展が見ら

                                                           
88 地方分権 21 世紀ビジョン懇談会（2006）, p.6. 
89 小西（2007）, p.269. 
90 新分権構想検討委員会（2006）, p.29. 
91 新分権構想検討委員会（2006）, p.29. 
92 新分権構想検討委員会（2006）, p.30. 
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れた。だが財政再建と同時に分権改革が進められたことでいくらかその理念が歪められたことも

事実である。2005 年の政府・与党合意で、「地方分権に向けた改革に終わりはない」と明記され

たように今後もより良い分権の在り方を目指して、議論を進めていかなければならない。以下で

はこれからの国と地方の関係を考える上で焦点となると考える課題について検証していきたい。 

 

4.1 地方自治体の自治権拡充のための分権改革 
 

ビジョン懇談会と検討委員会が任期を終え、2006 年 12 月に地方分権改革推進法が成立し、2007

年 4 月に地方分権改革推進委員会が発足された。分権委は調査審議を行った上、内閣総理大臣に

勧告を行い、政府はその勧告を踏まえ、構ずべき必要な法制上又は財政上の措置等を定めた「地

方分権改革推進計画」を策定すること93としている。2008 年 5 月には第 1 次勧告が取りまとめら

れ、「基礎自治体優先の原則」の下、主として基礎自治体である市町村の自治権の拡充のための

方策について勧告している。その内容は、国と地方の役割分担の基本的な考え方、重点行政分野

の抜本的見直し、基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大94等についてであり、国と地方の関係

にとどまらず、都道府県と市町村の関係についても触れ、重点行政分野の抜本的見直しについて

は地方が担う行政分野をほぼ網羅した、包括的な内容となっている。 

第 2 次勧告に向けては、国の出先機関の改革の基本方向、義務づけ・枠づけ等法制的な仕組み

の横断的な見直し95について審議の対象となるとし、三位一体改革で積み残された課題について

も取り組んでいくことを示している。第二次勧告については 2008 年秋に行われる予定であるが、

国・地方ともに勧告を真摯に受け止め、将来に渡っての行財政運営についてしっかりと考えてい

かなければならない。 

 

4.2 財政調整について   ―水平的財政調整・垂直的財政調整の観点から― 
 

調整の形態としては、中央政府と地方政府との間で歳出権限を配分し、それに合わせて税源配

分を行う垂直的財政調整機能と、同レベルの政府間で財政力の格差を是正する水平的財政調整機

能に分けられる。日本で財政調整の役割を果たしているのが地方交付税である。地方交付税は、

水平的財政調整の機能を持つ垂直的財政調整制度ということができる。 

もっとも、国税のうち地方交付税の財源となる部分は「自治体が共有する固有財源」もしくは

「間接課徴形態の地方税」ととらえることができるため、水平的財政調整制度という面があるこ

とも否定できない96。すなわち日本における財政調整制度である地方交付税は垂直的財政調整制

度の度合いが強いとみることができるが、これは日本の財政制度の特色が、地方財政の決定権を

中央政府が握ることによって、執行を地方政府にゆだねるという「集権的分散システム」を定着

                                                           
93 内閣府「地方分権改革の推進について」. 
94 地方分権改革推進委員会（2008）, pp.3-4. 
95 地方分権改革推進委員会（2008）, pp.31-37. 
96 池上（2004）, p.162. 

 67



香川大学 経済政策研究 第 5 号（通巻第 5 号） 2009 年 3 月 

させたことにある97。 

だが、経済・社会構造の変化や政策によって、地方が果たすべき役割が増大している中で、交

付税等、国に過度に依存しない財政運営が求められるようになっている。そうしたときに諸外国

の改革は大きなヒントになる。その中でもスウェーデンの財政調整制度は特に参考になるだろう。

スウェーデンで、1986 年に単一制国家としておそらく初めて市町村レベルを含んだ水平的財政

調整制度が導入された98。その背景には、中央政府の財政赤字による緊縮財政、福祉政策拡充に

伴う地方税率の引き上げによる貧窮団体の窮乏があり、そのためにこうして富裕団体から財源を

徴収して貧窮団体に配分するという水平的財政調整の仕組みが導入されたのであるが、当然なが

ら負担を求められる地方自治体から抵抗があり、1993 年には廃止されることになった。代わっ

て、旧特定補助金の大部分を吸収した新しい一般補助金が全額国庫負担の資金をもって垂直的財

政調整を担うこととなった。この補助金制度改革は地方分権の流れの一環としても位置づけるこ

とができ、国は総額のみを管理し、その配分は地方にゆだねる「総額管理」の考え方に基づいて

行われることになった99。 

しかし、地方の財政自主権を強化する改革であるにもかかわらず、1993 年の改革は 1996 年に

再び水平的調整を含んだ制度に移行することとなる。その理由は 1993 年の改革が補助金の総額

の減額を伴う中での改革であったため、結果として配分が減ることになった地方自治体の不満、

補助金の額を決める保障水準と仮定税率が中央政府予算で決定されることによる地方予算の不

安定性、補助金の算定要素である構造的コストの算出基準の複雑・不透明さなどがある。水平調

整による富裕団体の批判はなくなったものの、どの自治体も福祉を中心とする負担が増し、厳し

い財政運営を強いられている中で、中央政府の財政再建と、地方財政の効率化を図った改革は失

敗に終わった。 

1996 年の改革はそれまでの一般補助金の算定方法の改革であり、算定基準の要素によって、

富裕団体の負担分と、中央政府の負担分とに分かれた点が大きな変更点である。富裕団体の負担

が発生するものの、比較的長期に渡ってこの仕組みが採用されたのは、全額国庫負担の人口割で

配分される資金が大部分を占め、金額の大部分が人数の多い大都市に配分されたからであると考

えられる100。だが、やはり負担が発生する富裕団体からの批判はおこり、2005 年に中央政府に

よる垂直的財政調整の範囲を大きくし、水平的財政調整の範囲を小さくする方向で改正が行われ

た。 

スウェーデンの制度の特徴として、日本の地方交付税制度とは異なり、水平的財政調整と垂直

的財政調整が分離されていること、しかも水平的財政調整において課税力と財政需要を分離して

調整が行われることが挙げられる101。水平的財政調整については、地方自治体間の合意形成に

困難を伴うことから、たとえその割合が小さなものであっても、それを導入して運営されている

                                                           
97 神野・池上（2003）, p.247. 
98 林（2006）, p.225. 
99 室田（2003）, p.194. 
100 林（2006）, p.232. 
101 室田（2003）, p.207. 
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ことは画期的なことである。 

日本においても、地方分権改革推進会議が地方税をプールして地方自治体間で調整する地方共

同税（仮称）を提案したが、意見の対立が大きく、「基本方針 2003」には盛り込まれなかった102。

一方、2008 年度地方財政計画では、自治体による税収格差是正のため地方交付税に 4000 億円の

特別枠「地方再生対策費」を新設し、交付税を交付されている道府県と市町村に配分することが

決定された103。この財源には、東京都や愛知県などから移譲させた地方法人事業税を充ててい

るが、応益性を有する地方税の在り方としての問題や、税源移譲による分権を望む自治体からの

反発もある。加えて、税制抜本改革までの暫定措置とされていることから、これからの更なる議

論が必要とされていることには変わりがない。 

これまでの国と地方の関係を省みれば、地方間で地方交付税の配分を調整するのも一つの案で

あるが、それを実現するには公平な税源移譲、十分な議論を経た上での制度の改定が実行される

ことが前提であろう。今回のような富裕団体からの地方税の移譲は、地方に国が本来果たすべき

財源確保の役割を肩代わりさせているのであり、従来の体質から何も変わってはいないと感じら

れる。財源は限られており、その制約の中で国と地方の双方が納得する解決策を模索するのは容

易ではないが、地方の役割が増していく中で、地方が自ら必要な政策を決定し、実行できるだけ

の財源を確保できるよう、諸制度を見直す必要がある。 

このように日本における水平的財政調整制度の導入については未だ試行段階である。富裕団体

が現状の財政力を維持できているのも資源や諸々の機能を集中させているからだと考えれば、富

裕団体が財政力の弱い団体に資金を援助するのも筋が通っているように思われる。だが、富裕団

体からしてみれば、様々な機能、資本が集中することによる富裕団体独自の支出をまかなうため、

独自財源は必要であるとの言い分がある。 

日本における財政調整制度である地方交付税制度については、現在もその機能・役割について

様々な意見があるが、水平調整の要素を導入するには、富裕団体の貧しい団体への財源の拠出に

おける同意がなければ成立しえず、そうした意識の変化が困難な現状においては、国税として一

括徴収し、国が公平な基準に基づいて配分する方が円滑に運営することができるだろう。たとえ

導入するにしても、スウェーデンのように日本の事情に合うよう試行錯誤しながら、垂直的財政

調整を基本に部分的に導入する形が想定される。 

 

4.3 財源保障の範囲 
 

次に財源保障についてである。財源保障の仕組みとしては、地方に税源を付与することと、国

庫負担金を配分することの 2 つに大別される104。前者については、税源は財政需要の大きさと

比例するわけではないので、税源移譲をしても地域間の財政力格差は残り、何らかの財政調整が

必要となる。後者については、全額国庫負担と一部国庫負担があり、全額国庫負担ならば厳密に

                                                           
102 出井・参議院総務委員会調査室（2008）, p.213. 
103 「人口比で特別枠配分」 『朝日新聞』,  2007 年 12 月 19 日 8 面. 
104 小西（2007）, p.144. 
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財源保障されるが、一部国庫負担ならば地方の自主財源でまかなわなければならない部分が残る

ので、その部分については一定の税源が付与されていたとしても地域間格差は残り、さらにその

支出がほかの財政需要を圧迫し、財政運営を困難にすることも考えられるので、やはり何らかの

財政調整が必要となる。 

日本における財政調整の手段である地方交付税においても財源保障機能があり、地方財政全体

を通じた総額としての財源保障と各地方自治体の個別的財源保障の役割を担っている。これらが

揃って始めて地方自治体の財源が保障されることになるのであるが、分権改革とともに財政再建

の要請が強まる中で、どの程度まで地方財政の財源を保障すべきなのかが焦点となっている。 

特に地方交付税については、財源保障機能が地方自治体の財政運営にモラル・ハザードを生ん

でいるとの認識から、財源保障機能を廃止すべきとの考えもあるが、地方交付税の性質を考慮す

れば廃止はすべきではなく、今後はその保障の範囲について議論を深めることが必要である。地

方交付税法には「地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付

する税」と定められていることから、社会・経済構造の変化を踏まえ、国として保障すべき範囲

について、国・地方を通じた共通認識を形成することが重要になるだろう。 

ただ、国に責任があり、地方が国に代わって執行する事務事業については、国庫負担金を縮減

し、縮減分を地方交付税や地方税のような一般財源に振り替えたとしても、地方の自由度が大き

くなるわけではないし、国と地方を合わせた財政の効率化に資するものではない105。 

国・地方を通じた納得のいくナショナル・ミニマムの範囲を定め、国による義務づけの範囲を

縮小し、地方が自由に決定できる部分を広げることが分権化につながるし、ひいては効率的な資

金の活用につながる。各自治体の実情に応じて独自に行う事務部分については、地方自治体自ら

負担して行う姿勢も求められる。 

一方で、様々な方策をとってもなお、十分な財政基盤を持ち得ない自治体に対して、第 27 次

地方制度調査会では、例外的な措置として、小規模町村の権限縮小案が提案されている106。こ

れは合併を推進し、税源や権限を委譲するのにふさわしい規模の自治体を実現することを目指す

文脈の中で述べられたことである。だが、この案は合併推進によって事務配分にふさわしい規模

を追求するだけでなく、規模に応じた事務配分を求める方向を打ち出したものであり、市町村の

権能差を基本的に設けないという、地方自治の原則を転換する動きである107。すなわち小規模

な基礎的自治体に優先的に適合する事務を割り当て、小規模団体の能力を超える事務をより大規

模な上位団体に回して「補完」し、重層的に政府の事務を分担する「補完性の原理」108を取り

入れた案であると考えることができる。事務によっては、規模の経済が働いて、効率化にもつな

がるであろう。 

以上のように国が保障すべきナショナル・ミニマムの範囲を再度見直し、その範囲は国が責任

を持って財源保障し、地方の裁量にゆだねられた部分では地方自ら財源の負担をするのが本来の

                                                           
105 林（2008）, p.39. 
106 第 27 次地方制度調査会の議事要旨（2002）, p.4. 
107 小西（2007）, p.191. 
108 中村（2007）, p.332. 
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形であろう。税源移譲をして財政調整をしてもなお、財源が十分でない自治体については、上層

の団体が担うのも一つの案である。 

 

4.4 財源不足対策としての増税 
 

現在、国も地方も膨大な赤字を抱えており、財源が足りていない状態にある。地方財政におい

ては、2008 年度地方財源不足額が 5 兆 2476 億円となっている109。財源確保策として小泉首相は

増税を否定したため、歳出削減をするより他なく、結果として三位一体の改革の当初の理念は歪

められることとなった。今後はどうするべきであろうか。 

国及び地方の債務残高が主要先進国中最悪の水準にある中で、本来ならば歳出削減とともに増

税をしなければならないと思われる。財政構造をみると、徴税の段階では国と地方の比率は概ね

3:2 であるのに対し、最終的な支出の段階では国と地方の比率が概ね 2:3 となっている。これに

対し、地方財政制度改革として早くから、国税対地方税の割合を 1:1 にすることが提案されてき

て、そのために税源移譲が進められた。だが、絶対額が不足しているのに、配分だけを変えても

根本的な解決にはならない。 

地方分権改革推進会議に、吉田和男京都大学教授が提出したメモでは「巨大な債務があるとき

に、財源を振り分けるという発想は無意味である。財源移転ではなく地方税増税以外に選択の余

地はない」とある110。これには国税の増税も想定されているとのことであるが、公債の発行に

よって不足額の多くを穴埋めする現在のような手法はいつまでも続けられるものではなく、国民

負担率を引き上げて対応しなくてはならない水準に達している。税源移譲したとしても、補助金

や地方交付税の削減が同時に行われるのであれば、移譲分をその削減された部分に当てざるを得

ないであろうし、公債の償還のための資金が将来の財政運営を圧迫することになるからである。 

そこで増税の方法について問題となるが、三位一体の改革では所得税から個人住民税への 10%

比例税率化が行われ、納税者の実質的な負担が変わらないような措置がなされた。今後の案とし

て地方消費税の引き上げが挙げられており、2005 年の経済財政諮問会議で提出された資料では、

中期地方財政ビジョンにおいて、地方歳入に占める地方税の割合を 5 割以上にすることが示され、

税源移譲だけでなく地方税の増収による地方税の充実、地方消費税の充実等による偏在度の是正

が明記されている111。増税に向けての議論は高まっているといえるが、どの税目によって行う

かは慎重に決めていかなければならない。 

地方財源の充実強化を行う場合に最も深刻な問題は、税源の偏在であって、それを無視して地

方税の増収を図ると、不交付団体に税収が集まりすぎて地方交付税で調整できなくなる「東京問

題」や、財源に乏しい団体の交付税依存度が増してしまう懸念もある112。歳出削減を進めるこ

とは大前提にあるが、それでもカバーできない部分がある以上、今後は増税に向けて、公平な税

                                                           
109 総務省（2008）,「地方財政の状況 地方財政の現状」. 
110 小西（2007）, p.43. 
111 総務省（2005）,「地方税財政改革の推進（抜粋）」. 
112 小西（2007）, p.184. 
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の在り方について議論していかなければならない。 

 

4.5 地方自治体の自助努力 
 

政府は 2007 年 4 月から「頑張る地方応援プログラム」をスタートさせた。これはやる気のあ

る地方が自由に独自の施策を展開することにより、「魅力ある地方」に生まれ変わることができ

るよう、地方自治体を支援するものである。この制度の活用を希望する自治体は具体的な成果目

標を掲げた独自のプロジェクトを策定し住民に公表することになっており、政府はプロジェクト

に取り組むための経費を特別交付税措置するとともに、成果指標が全国平均以上に向上した自治

体について普通交付税の割増措置等をするとしている113。 

地方が独自に計画を立て、また頑張りに応じて地方交付税が上乗せされるということなので、

地域の実情にあった政策を実現できると考えられるし、財政努力を行うことでモラル・ハザード

も防止できると考えられるので、自治体にとっても歓迎すべき制度であろう。だが、この制度は

一時的なものに過ぎないし、歳出削減が進められている中で、この政策の財源確保のために他の

部分にしわ寄せがいっていることも考えられ、単純に利用すべきものではない。分権改革、国・

地方それぞれの財政再建という問題の抜本的解決に資するものではないのである。 

大切なのは、これをきっかけに、制度を活用することでより良い自治体運営を行っていけるよ

う、自治体自らが創意・工夫していくことである。自治体財政健全化法も成立して、自治体には

これまでにも増して健全な財政運営のための努力が求められる。地域にはそれぞれの特徴がある

中で、長所は生かしながら、短所は補いながら、効率的な財政運営のために限られた財源を有効

に使っていかなければならない。 

 

 

おわりに 
 

三位一体の改革を乗り越えて、これまでの分権改革から一定の前進があったことは確かである。

国主導であった政策運営の過程に、地方の発言の場が設けられたことの意義は大きいと思われる。

地方自治体もその政策決定の過程に参画するようになったことで、当事者としてこれまで以上に、

その財政運営に自立と責任が問われるようになる。国もまた、一方的な関与ではなく、地域の実

際の声にも配慮した財政措置等を講じていかなければならない。つまり、地方の果たすべき役割

が増している中で、これまでの国と地方の在り方を見直すべきときにきている。 

どこまでを地方に任せ、どこからを国が責任を持つのかについて再度の検討の上、多様な特色

を持つ地方がそれぞれの実情にあった政策を運営することができるように、財源や権限を移譲し

ていかなければならないであろう。その前提条件として、運営していくのに十分な財源確保のた

めの増税や、地域間格差に対してどのように調整を図るかについての議論は避けられない。その

                                                           
113 総務省「頑張る地方応援プログラム」. 
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ような文脈の中で、国には地方の裁量が広がったとしても保持すべき行政水準について明確な方

針を示し、移譲に伴う法や制度の見直しを行うことが求められるし、地方には、得た財源や権限

の有効活用ができるように住民の視点に立った政策立案が求められる。 

議論の過程では国と地方はもちろん、地方自治体の間でも意見は分かれるだろう。しかし三位

一体の改革を教訓として、国・地方が果たすべきそれぞれの役割を明確にした上で、それぞれが

自覚と責任を持って、相互に目指すべき関係を模索していかなければならない。 
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論文 

道州制の可能性とその政策課題 
原本 翔平 

 

はじめに 
 

日本では 1990 年代から徐々に地方分権が注目されるようになり、2000 年の地方分権一括法や

小泉内閣による国から地方に配分されている補助金を削減して地方税を拡大し、同時に地方交付

税の見直し進める「三位一体の改革」などにより地方分権に向けた動きが活発になってきた。地

方分権へと改革が進められていく中で、「道州制」がそのうちの一つとして議論されているが、

では、そもそも道州制とは何だろうか。第 28 次地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答

申」によると「道州制は、国と基礎自治体の間に位置する広域自治体のあり方を見直すことによ

って、国と地方の双方の政府を再構築しようとするものであり、その導入は地方分権を加速させ、

国家としての機能を強化し、国と地方を通じた力強く効率的な政府を実現するための有効な方策

となる可能性を有している1。｣とある。道州制を導入するということは国の構造を変えてしまう

という大きな改革となるため、十分な議論と国民の理解が重要となる。 

本論文では、まず道州制が一体どういうもので、なぜ必要だといわれ、議論されているのかと

いうことや道州制に対して政府や国民がどのような意識を持って考えていかなければならない

のかということを論じていく。そして、日本経済の向上や地域の発展など道州制導入によって得

られる効果や、地域間格差など道州制において懸念されている問題点を考察していき、そのうえ

で、道州制の成立を目指す場合、道州制の仕組みや移行方法、制度設計などがどうあるべきなの

かということを検討していきたい。 

 

 

1.  道州制の考え方と国民意識 
 

1.1 加速する道州制論議 
 

 そもそも道州制に向けた検討や提言は古くから存在し、古いものでは、1957 年に第 4 次地方

制度調査会が府県を廃止して全国を 7 から 9 ブロックに分ける「地方制」の検討2や 69 年に関西

経済連合会が、府県に代えてもっと広域の道州を設置することを提言した3ことなどが挙げられ

る。90 年代以降は、行政組織としての国と地方を対等なものとしてとらえ、国から地方への委

託事務を廃止する地方分権一括法(00 年)から財政的な分権を進める三位一体の改革へと、具体的

                                                           
1 地方制度調査会 (2006)「道州制のあり方に関する答申」 
2 林 (2007), p.207. 
3 林 (2007), p.207. 
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な制度変更をともなう分権改革が実施され4、この間、北海道を一つの特例ケースとして道州制

の議論も展開された5。 

 しかし、地方分権改革の代表例ともいえる小泉内閣の「三位一体の改革」も地方自治体側は国

から地方へ3兆円の財源移譲を実現したとはいえ、国の強い関与を残したまま国の補助負担率を

引き下げたことは、地方の自由度の拡大という点では不十分である6と評価しており、真の「地

方分権」は達成されてはいない。道州制とは地方分権の担い手となるものであり、道州制へ移行

するのであるならば、「地方が国に依存している状況から脱却し、地方分権を実現するために制

度的な枠組みの変更が不可欠7」である。つまり、道州制へ移行するまでのプロセスとして、地

方公共団体の行財政能力の強化や地方交付税・国庫補助負担金の見直しなど、地方分権改革の推

進を通じた環境整備をいかに進めていけるかが一つのカギとなる。 

 

三割自治・四割自治 

 都道府県や市町村の収入源である地方税には、住民税や固定資産税のほかに、事業税、消費税、

たばこ税などがある。 しかし、これらの税収だけでは必要経費の3割もしくは4割程度にしかな

らない。そのため地方自治は3割自治、あるいは4割自治といわれている。そして残りの7割、6

割は、使途を指定された国庫支出金や自治体間の格差是正のために交付される地方交付税が国か

ら与えられているが、三位一体の改革よって両者は大幅に削減、依存度の高い都道府県や市町村

は急激な財政難に陥ってしまった。地方税による税収が50%を超える都道府県は2都県、10%台

が22団体8であった。国への依存は縦割りの関係を生むことになるので、国から地方への税源移

譲による地方の税収入の増大が求められる。 

 

三位一体の改革 

 小泉内閣が推進した「三位一体の改革」の本質は、「地方構造改革」であり、国の 3 大歳出分

野である地方への歳出を削減することを通じて国の財政再建を進め、国・地方を通じて「スリム

な政府」を実現することにあった9。 

 国庫補助負担金改革においては、地方からすれば全くの失敗であったと評価せざるを得ないと

されている。 

 2004 年度の「三位一体の改革」の要点は、①国庫補助負担金 1 兆 0300 億円の削減、②「地方

に事業が残るもの」の財源措置は税源移譲予定交付金(2300 億円)と所得譲与税(2400 億円)による、

③地方交付税 2 兆 8600 億円の大幅削減というものだった10。これによって都道府県の 2004 年度

当初予算規模は対前年度比約 1 兆円の減少となり、財政調整基金・減債基金は 8400 億円の取り

                                                           
4 林 (2007), p.207. 
5 林 (2007), p.207. 
6 地方六団体 (2006)「地方分権の推進に関する意見書」 
7 林 (2007), p.204. 
8 林 (2007), p.92. 
9 平岡・森 (2007), p.40. 
10 平岡・森 (2007), p.41. 
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崩しとなった上に、市町村でも、基金の取り崩し、起債の上積み、人件費の削減、事業の縮小・

延期等により何とか予算を組む自治体が続出した11。こうした国庫補助負担金や地方交付税の大

幅な削減による打撃というインパクトで 3 兆円の税源移譲は影を潜めてしまったのである。 

 

1.2 なぜ道州制なのか 
 

 地方分権とは、一言で言えば「地方に権限を移譲し、地方のことは地方で決める」というもの

であるが、ではなぜ「都道府県」ではなく「道州」なのだろうか。 

 日本経済団体連合会の「道州制の導入に向けた第 2 次提言」の中間とりまとめによると、「中

央省庁が企図する全国一律の行政サービスは、住民の十分な満足を得られず、地方公共団体にも

十分な裁量権が与えられていないことから、住民のニーズに柔軟に対応できないのが実態である

12。」、「国やその出先機関である地方支分部局、都道府県、市町村において、二重・三重の行政

が行われており、これが行政コストの増大につながっている13。」と述べられており、「国・地方

あわせて 800 兆円近い債務を抱えるわが国の行政が、このままの体制を維持できると考えるのは

非現実的であり、抜本的な財政再建策が求められている14。」と言われている。 

 自由民主党・道州制推進本部による「道州制に関する第 3 次中間報告」では抜本的に国のあり

方を見直し、地域の経済力の強化を図らなければ、東アジア諸国が台頭する中で、国際競争を勝

ち抜けないし、また、国民が真に必要とするサービスを適正なコストで提供できなくなる15とま

で述べられている。 

 地方分権に向けて必要とされるのは、地域で生じている社会経済情勢の変化の的確な認識と地

域の特性を踏まえた「選択と集中」を実現できる総合行政主体である16。「補完性の原理」を徹

底させ、分権型地域政策を実現するためには、それを担保するための制度改革が必要であり、こ

れが、企画立案から執行までを地方自らが行う「分権型」行政システムである17。地域づくりの

ためには地方の裁量と責任を小さくしないことにある。 

 道州制は、地方自治・財政再建・行政の効率化などを一括して行うことができ、さらに海外諸

国と対等に経済交流・競争できる規模となり、グローバル化にも対応し得るものとして期待され

ている。 

 

1.3 中央政府と地方政府の役割分担 
 

まず道州制で達成すべき目的だが、自由民主党・道州制推進本部では、第一に「中央集権体制

                                                           
11 平岡・森 (2007), p.41. 
12 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
13 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
14 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
15 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
16 林 (2008)「道州制は日本を救うか？」 
17 林 (2008)「道州制は日本を救うか？」 
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を一新し、基礎自治体中心の地方分権体制へ移行18」、第二に「国家戦略、危機管理に強い中央

政府と、広域化する行政課題にも的確に対応し国際競争力を持つ地域経営主体として自立した道

州政府を創出19」、第三に「国・地方の政府の徹底的な効率化20」、第四に「東京一極集中を是正

し、地方に多様で活力ある経済圏を創出する21」という 4 つの項目が挙げられている。 

次に道州制への制度設計の方向性だが、ここでは以下の 4 点を挙げる。 

① 都道府県から市町村へ、国から道州への大幅な権限移譲を進め、基礎自治体が総合的行政を

行うための財政基盤を充実させる一方で、道州による総合的広域行政の機能を強化する22 

② 自立的で活力ある圏域を実現するために、圏域相互間、海外諸地域との競争と連携を強化し、

東京一極集中の国土構造を是正する23 

③ 国と地方を通じた効率的な行政システムの構築のために、国から道州への権限移譲、法令に

よる義務付けや枠付けの緩和、国の行政組織の縮減を進める24 

④ 道州は、圏域を単位とする主要な社会資本形成の計画及び実施、広域的な見地から行うべき

環境の保全及び管理、人や企業の活動圏や経済圏に応じた地域経済政策及び雇用政策、高度

な技術や専門性が求められ、また行政対象の散在性の認められる事務を担う25  

「道州制のあり方に関する答申」26には、「複数の都道府県で連携して環境規制や交通基盤整

備、観光振興等の課題に対応する取組がみられるようになっている」、「都市化と過疎化の同時進

行や、人口減少等に起因する課題で、広域的な対応が求められることとなるものは一層増加する

と思われる」、「財政的制約の増大等から、これまでのように都道府県を単位とした行政投資によ

って公共施設等を整備し、維持更新していくことは難しくなっていくものと見込まれる」とあり、

こういったことから、「都道府県の区域を越える広域の圏域を単位として、広域的に分散する機

能や資源の相互補完的な活用を促進する施策を講じることによって対処することが必要である

27」とも述べられている。 

 

国・道州・基礎自治体の役割分担 

 道州制への制度設計を行う上では、まず、国と道州、そして、基礎自治体が担うべき役割を明

確に分担することが前提としてあるべきである。 

 まず道州制下での国家の在り方だが、国の果たすべき役割として挙げられるのは、安全保障や

外交、通商など国家戦略に関わるもので、国という大きさでなければならないものに限られる。

中央省庁の再編に関して言えば、「国家戦略に関わり必要な機能を洗い出し、この機能を充分に

                                                           
18 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
19 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
20 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
21 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
22 平岡・森 (2007), p.35. 
23 平岡・森 (2007), p.35. 
24 平岡・森 (2007), p.35. 
25 平岡・森 (2007), p.35. 
26 地方制度調査会 (2006)「道州制のあり方に関する答申」 
27 地方制度調査会 (2006)「道州制のあり方に関する答申」 
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発揮しうる組織のあり方をゼロベースから構築して抜本的な再編を行うべきである28。」 

 次に道州の役割だが、道州は、圏域を単位とする主要な社会資本形成の計画及び実施、広域的

な見地から行うべき環境の保全及び管理、人や企業の活動圏や経済圏に応じた地域経済政策及び

雇用政策など広域事務を担う29。なお、これまで地方支分部局が担当していた事務事業は、財源、

人員とともに移管されることが原則とされている。 

 基礎自治体は、近接性の原則に基づき、住民に最も身近な行政サービスの主たる担い手として、

住民自治という観点では最も重要な役割を果たし、都道府県が行う仕事の大部分は基礎自治体へ

引き継ぐことから、基礎自治体の事務・権限は基本的に一律となり、中核市・特例市の制度は廃

止される30。  

 

地方自治制度 

 道州制では、最大限の地方政府による地方自治を目指していることから、道州や基礎自治体は

自治立法(道州法)を持つことになる。国が道州や基礎自治体が担う事務や組織に関して法律を定

める場合には大枠的かつ最小限の内容に限ることとし、具体的な事項についてはできる限り自治

立法や道州法に委ねられる31。つまり、国の権限は、国会において議決された法律とそれに基づ

いて閣議決定された政令に留め、省令・規則・通達・など官僚の恣意的な裁量で道州および基礎

自治体の役割ならびに権限を拘束することができないようにする32。さらに、道州と基礎自治体

は対等・協力関係にあることが前提とされており、道州法で基礎自治体の事務や組織に関して規

定することは認めないことが適当だとされている33。 

 

1.4 道州制に向けた国民の意識改革 
 

 政府の道州制ビジョン懇談会も、2008 年 3 月 19 日に十年以内に道州制を導入する目標などを

盛り込んだ中間報告原案を大筋で了承、24 日の会合で正式決定するなど、着実に議論が進みつ

つあるようではあるが、障壁も少なくはないだろう。道州制については前にも触れてきたが、こ

れらはあくまで自治体レベルでの話である。考えられる「壁」の一つに「世論」というものがあ

る。その「世論」のなかには例えば「郷土意識」というものがあるのではないだろうか。都道府

県制度というものは明治時代以降、非常に長い年月をかけて国民に定着したものであり、国民の

「郷土意識」というものは都道府県を中心に培われている34。効率性のみの観点から道州制を導

入することは、このような意識とは相容れない35ものであり、こういった点から、道州制反対の

                                                           
28 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
29 地方制度調査会 (2006)「道州制のあり方に関する答申」 
30 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
31 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
32 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
33 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
34 田村 (2005), pp.4-5. 
35 田村 (2005), p.5. 
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声もあがることも考えられる。 

 このような否定的な世論に対する国の対応というものも一つの課題ではないだろうか。もし本

当に道州制が必要だとしたら、こういった国民の声を無視していいのだろうか。道州制の導入の

ために聞く耳を持たないということは少々問題があるように思える。全員一致ということは有り

得ないことだろうが、やはり可能な限り世論も考慮する必要があるだろうし、国民レベルでの議

論を盛り上げていくことも必要だろう。 

しかし、ここにもまた問題がある。それは国民が道州制議論に参加できるだけの知識がないと

いうことである。2008 年現在、道州制議論が加速しつつあるが、それは政治家や専門家の間で

の議論であり、「道州制」という言葉は、一般市民にとってはあまり馴染みのないものであるだ

ろう。国全体で道州制を考えるためには、国民に対して道州制をよく理解してもらえるような政

府の取り組みが必要だろう。 

 そして、地方分権、とりわけ道州制を考える際、市民にも責任というものが生じてくる。「自

分のことは自分で」という地方分権を遂行するということは、市民も自分たちの役割を認識し、

それぞれの役割を果たさなくてはならないということなのである。日本では中央政府が権力を持

ち、中央政府がリーダーシップを発揮してきたために、国民は「国が何とかしてくれる」という

考えを持ってしまいがちであったが、他力本願な意識を改め、自ら知り、自ら議論に参加し、自

ら行政体に働きかけるという意識を持っていかなければならないだろう。具体的には、各地域の

町内会、自治会、NPO、経済団体などの活動を通じて行政との協働を図っていくことなどがそう

である。 

 

1.5  道州制に対する国民の評価 
 

 前項では、道州制を考えるにあたって、世論の重要性について触れたが、ここでは実際に行わ

れた道州制に関する意識調査の結果について見ていきたい。 

 経済広報センターでは、2008 年 5 月に道州制に関する意識調査(インターネットによる回答選

択方式および自由記述方式)を行い、1999 人から回答を得た(有効回答率 65.5%)。 

 調査結果の概要36は以下のとおり。 

① 道州制の議論を進めることについては、「賛成」が 39%、「反対」が 12%、どちらともいえな

い・分からない」が 48%となっている。 

② 道州制の考え方については、「評価できる」が 44%、「評価できない」が 17%、「どちらとも

いえない」が 39%という結果が出た。 

③ 道州制の導入で期待される効果については、「非常に期待できる」が 8%、「やや期待できる」

が 36%、「あまり期待できない」が 29%、「全く期待できない」が 4%となった。 

④ 道州制のもとでの国の役割については、「適当である」が 15%、「おおむね適当である」が

                                                           
36 経済広報センター (2008)「道州制に関する意識調査報告書」 
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64%、「適当でない項目がある」が 12%となった。 

⑤ 道州制のもとでの道州、基礎自治体の役割については、「適当である」が 11%、「おおむね適

当である」が 64%、「適当でない項目がある」が 12%となり、前項と同じ傾向がみられるよ

うである。 

⑥ 道州制導入に向けて当面必要となる改革については、「地方分権改革の実現(国から地方への

大幅な権限の移譲)」が 71%と最も高く、次いで「地方公共団体の行財政能力の強化」が 50%、

「地方交付税・国庫補助負担金の改革」が 41%と続いた。 

 この調査の結果を見る限りでは、反対意見よりも賛成意見の方が多いということがわかる。さ

らに年代別にみると「賛成」は世代が上がるにつれて高くなっているという結果も出ている。し

かし、①や②の結果で見られるように「どちらともいえない」や「分からない」という回答も多

くみられることから、前述したように、道州制に対する知識が不足していることもわかる。国民

レベルでの議論が盛り上がりきっていない状況下で、この調査結果をすべて鵜呑みにしてしまう

ことも少々危険ではないかと思われる。さまざまな団体が道州制についての意見などを発表して

いるが、これらは肯定的に述べられるケースが多く、メリットばかりを押し出した道州制論によ

って、国民の意識にプラスのイメージを植え付ける可能性も考えられる。道州制にはデメリット

という部分も確かに存在し、国民はそういった部分をしっかりと見抜き、メリット・デメリット

の双方を念頭に入れつつ、何が望ましい政策なのかという総合的な判断を下していかなければな

らない。 

 

 

2. 道州制の可能性 ―道州制導入による効果― 
 

2.1 地方財政の健全化 
 

「国が地方自治体の政治・行財政の主導権を握る現在の中央集権体制では、価値観多様化の現

在、地域住民のニーズに対して的確な行政サービスを供給することは構造的に困難である。この

ため、数々の無駄遣いが生じるばかりか、世界の流れからも取り残されている。人々の幸せが、

当人の満足の大きさで決まる今日の社会では、公共といえどもサービスの決定者と利用者の距離

が近いほどよい。ところが現行の中央集権体制では、行政の実施者である国家官僚と地域住民と

の間隔がはるかに遠く、国家官僚にコスト意識や経営感覚がなくなる。現在日本が抱える巨額の

財政赤字と国民の負担はこうしてつくられたといっても過言ではない37。」 

道州制による地方財政の健全化というのはよく主張される項目で、特に広域自治体による効率

的な行政によって無駄な歳出をカットできるということが述べられる。 

 例えば自由民主党の国家ビジョン策定委員会では「道州制」導入に伴って、①国・自治体間で

重なり合った重複行政の一掃、②事業の「官」から「民」への積極的移行、③国の一方的な財源

                                                           
37 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
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配分ではなく、その地域の住民自身が真に必要とする行政分野へ予算を配分することにより、「国

民負担増のない財政再建」を目指すことが可能になるとしている38。数値例としては、重複行政

の解消により、中間部分の都道府県職員、国の出先機関職員の最低でも2分の1程度の削減により、

2.2兆円の削減、地方の投資的経費は、徹底的な民間移行と「適財適所」による全体の投資額見

直しにより、相当程度の減額が可能で、例えば3割程度減少するならば、7.3兆円の削減となり、

合計10兆円程度の財政負担減としている39。これは一定の前提の上での試算であるということに

留意しておかなければならないが、少なくとも道州制によって財政効率化は図られると考えてよ

いのではないだろうか。あとはそれによって浮いたお金と移譲された権限をうまく使い、「適材

適所」ということができれば市民の満足度も上がるのではないだろうか。 

 国から移譲される税源に関して、税財源制度については、国・地方・基礎自治体が、それぞれ

担う役割と権限に見合った財源をそれぞれ確保できるように税の性格によって分割された財源

を分配するとともに、徴税等の方法も含めた税制の抜本的な見直しを行ない、基礎自治体や道州

にも偏在性が小さく、安定性を備えた新たな税体系を構築することが望ましい。道州および基礎

自治体が、自主性、自立性を発揮し、それぞれの状況や特性あるいは住民の意思に適応した政策

を展開し、相互の発展的競争を可能にするため、道州および基礎自治体には、それぞれに付与さ

れた権限分野において、税目ならびに税率等を独自に決定し、みずから財源を確保できるよう課

税自主権を付与する40制度が必要である。 

 

公務員制度の在り方 

 道州制導入を円滑に進めていくには、都道府県から基礎自治体に、国から道州への大幅な事務

移譲に伴い、当該事務に従事する公務員の大規模な移管も必要であり、また、国から道州への公

務員の移管は、国の有する高度な技術力を道州や基礎自治体に継承する観点からも有効である41。

公務員の削減については、道州・基礎自治体における重複事務の排除、同種の業務をまとめて行

うことによって可能となることから、個別分野の国・地方の役割分担の具体化、道州や基礎自治

体の総数を踏まえ、中長期的に総定員数を管理する計画を策定することも考えられる42。こうし

た取り組みによって移管する公務員にかかる退職金や人件費のための財源を適切に道州や基礎

自治体に措置することも必要となる。 

 道州制が進行していくことになれば、前述通り公務員、特に出先機関の国家公務員の大規模な

移動が増加していくだろう。そうなったとき、配置転換や転籍をうまく図っていけるようになっ

ていなければならないだろう。例えば地方公共団体や、地方公共団体に限らず、事業が類似して

いる場合には、民間企業への転出も考えるべきだろう。2006 年に閣議決定した「国の行政機関

の定員の純減について」および「国家公務員の配置転換、採用抑制等に関する全体計画」では、

                                                           
38 国家ビジョン策定委員会 (2002)「「地方活性化」についての報告(案)」  
39 国家ビジョン策定委員会 (2002)「「地方活性化」についての報告(案)」 
40道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
41 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
42 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
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国の地方支分部局に勤務する国家公務員約 21 万 6 千人のうち、2010 年度までに 2 万 7 千人弱の

定員純減が行われる予定であるが、日本経団連の試算では、道州制の導入を前提とすれば、これ

に加えて、6 万 8 千人弱の職員について、都道府県や市町村に転籍し、同様の事務事業に従事す

ることが可能である43とされている。 

 さらに、地方公共団体においては、事務事業の合理化を進めれば、国から転籍した職員及び地

方公共団体職員のうち 3 万 4 千人弱は定員削減可能で、結果、地方支分部局の職員は道州制を導

入する前の段階で約 21 万 6 千人から約 12 万 1 千人となる44。人材の公的部門から民間部門への

シフトは、少子高齢化に伴う労働人口減少への有力な対応策となる45。 

 

2.2 産業振興策の展開 
 

 地方の発展のためには、地域に根ざす企業の発展が不可欠となるが、住民・企業のニーズが多

様化する時代において、戦後日本のような全国一律の基準を設け、中央政府主導の政策を行って

いるのでは地方の衰退は免れない。道州制のもとでは、道州が産業集積政策の企画立案から実施

までを一貫して担い、産学連携の拠点となる地域の大学の管理・運営を行うとともに、それらを

活用して研究開発や人材育成の面で企業と緊密に連絡をとりながら、地域の産業振興を図ること

になる46。地域によって人口構造や地理的条件、気候などが異なり、こうした他との違いをその

地域の強みとして活かし、他地域との差別化を図っていくことで、地域の産業を活性化させてい

く必要があるのではないだろうか。このことについて林(2008)は、これからの地域づくりは、他

地域と比較して遅れている面、劣っている面を対症療法的に改善する「問題解決型」ではなく、

他地域と比べて進んでいる面、優れている面を発見し、これを地域の主体的な創意と工夫によっ

てさらに伸ばすという「個性形成型」でなければならなく、不足する部分は他地域の力を借りれ

ばよい47としている。こういったことは、独自の裁量権を持ち、大きな財源を持ち合わせ、かつ

広域的な見地から効率的に政策を実施できるという点で、道州という大きさがふさわしいとも考

えられる。独自の産業振興策によって地域に根ざした商品の開発や地域ブランドづくり、製品の

高付加価値化が実現することで地場企業の活性化が図られ、また、優秀な人材獲得を目指し、グ

ローバル企業の新規立地や投資拡大が進み、地域における雇用創出力も高まり48、こうした地元

企業の基盤強化によって地域間の経済格差を縮小できる49と考えられる。 

 他との差別化という点では、地方の持つ豊富な観光資源を活かした観光振興の推進も考えられ

る。「道州は面的に広がりのある観光戦略を立案し、国内外への情報発信や交通基盤の整備など

                                                           
43 日本経済団他連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
44 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
45 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
46 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
47 林 (2008)「道州制は日本を救うか？」 
48 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
49 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
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の面で、現在の都道府県単位で実施するよりもより強力に取り組めるようになる50。」こうした

ことで、関連産業が活性化されていけば、雇用の増大にもつながり、観光客が増大していけば自

治体の収入も増えるという好循環が生まれるかもしれない。 

 このように、地域の特色を活かした独自の産業振興策を展開しつつ、地域間で競争をし、地域

活性化が図られていけば、地域の魅力は増大し、国内だけでなく国外に対しても競争力を持ち得

るのではないだろうか。 

 

2.3 地域医療・介護の体制充実 
 

 2008 年現在、日本は、少子高齢化の時代にあり、医療や介護、福祉問題が注目され、なかで

も医療費の急騰は特に問題視されている。さらに全国的に医師、看護師の不足やそれに伴う患者

受け入れ拒否などの問題も顕著化しており、国民の安全を脅かす問題として速やかに改善しなけ

ればならないとされている。 

 2008 年現在、国民健康保険や介護保険の保険者は住民にとって最も身近な自治体である市町

村が担っている。本来は、住民との距離の近さを生かし、住民のニーズに正確に対応していくこ

とが望ましいのだが、現実には、「改善に向けて意欲的な取り組みを行っている市町村とそうで

ない市町村との間で、ニーズの把握やサービス水準などの点で著しい格差が生じてきている51。」 

 道州制のもとでの医療制度は、保険者としての安定的な規模を確保する観点から、道州を運営

規模とし、民間医療機関との連携や役割分担を図りつつ、実情に応じた医療サービスが行える体

制を整え、また、国は診療報酬や薬価など、全国的に適用すべき事項の決定につき責任を持つと

同時に、皆保険制度維持に必要な財源を確保するよう努める52。 

 一方、介護保険制度については、「皆保険を維持しつつ、住民の具体的なニーズに応じて現物

給付を行う必要があることから、基本的には基礎自治体がサービスを提供するが、保険の運営は

同州単位で行う53。」 

 1 節で取り上げた経済広報センターの調査では、道州制の導入で期待される効果として「地域

医療・介護の体制充実が図られる」という回答が、61%と 2 番目に高かった54ことから関心の高

い項目であることがわかる。つまり、それだけ現状に不安・不満を持っていることを表している

のではないだろうか。創意工夫をこらした運営ができるよう、しっかりした地盤固めをし、住民

の想いに応えていくことを期待したい。 

 

 

 
                                                           
50 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
51 水谷･菊池･宮野･菊地 (2007), p.261. 
52 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
53 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
54 経済広報センター (2008)「道州制に関する意識調査報告書」 
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2.4 道州制と地域づくり 
 

中央集権体制は本来、「全国一律の規格基準を設けることで、画一的規格大量生産を実現する

ための体制55」であり、このような体制だと、「地域住民が必要とする行政や地域に密着した施

策、たとえば、福祉、医療、環境、教育、公共事業、産業振興などできめ細かいニーズに応じた

地域づくりを行なうことができない56。」よって「地域の自然条件や文化環境に適した制度や組

織や執行を実現するためには、中央の官僚が主導するのではなく、地域の住民が政治や行政に主

体的に参加・関与し、みずからの創意と工夫と責任で、みずからの環境と必要に適応した地域づ

くりをしていくことが重要である57。」 

そのためには、まず国と地方のあり方を考える必要があり、地方自治体がその地方に適したサ

ービス、その地方の住民のニーズを満たすサービスを提供するために、国の地方に対する関与を

排除しなければならない。道州制の目的としては、行政の効率化、財政の安定など様々なものが

挙げられるが、結局それらが国民の利益へとつながっていく。つまり道州制の最終到達地点は、

国民が安心安全で豊かに暮らせる環境を作ることなのではないだろうか。そのためにも、地方の

自立に必要な権限と財源を国から移譲し、地方の権限と責任を明確にすることが重要だろう。さ

らに、徹底した情報公開を行うことで、地域住民の政治や行政への参加が促進され、住民本位の

地域づくりを行うことが可能となる58。 

 

 

3. 道州制で懸念される問題 
 

 道州制を考える上で重要なことが、何がメリットで、何がデメリットなのかを明確にし、それ

らを合わせて考えていかなければならない。ここでは懸念される問題点について考察する。 

 

3.1 経済格差の拡大 
  
 道州制では、道州の財政需要を賄う手段として、税源移譲を行い、自主財源を持たせるとされ

ている。それと同時に地方交付税等の財源保障制度を縮小・廃止することによって国の財政負担

を削減、そのつけを道州と市町村による行政改革、市町村合併、自主課税等へ転嫁し、その結果、

道州内での大きな地域間格差が生じる59という主張がある。「財政再建」への圧力がますます強

まる中で、地方の財政需要を十分にカバーできるだけの税源移譲が進むような見通しはまったく

                                                           
55 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
56 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
57 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
58 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
59 平岡･森 (2007), p.37. 
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ないといわれており、結果、道州の中には行政改革や市町村合併・集落再編等を極限まで推し進

めざるをえないところも出てくる可能性があり、そうなれば道州内における地域間格差は極めて

大きなものとなり、地域社会の混乱と社会統合の崩壊は避けられないと考えられているのである

60。 

 日本が資本主義国である以上、格差というものは避けて通ることはできず、当然道州内だけで

はなく道州間での格差も生じるということも考えられる。その格差は実情に応じた多様性とも考

えられるが、過度に格差が拡大してしまえば、地域再生に逆行してしまいかねない。深刻な格差

拡大が生じると判断される場合、どういった財政調整をしていくかということを明確にしていく

ことが重要だろう。 

 この点で、道州制ビジョン懇談会では、国の行財政に道州の意見が、道州の行財政に国の意見

が反映されることが望ましいとして、「国・道州連絡協議会(仮称)」を設け、両者の調整を図る61

としている。この協議会は、意見交換や助言の場であり、国が道州に対しての命令や強制は、い

っさいできないこととし、国と道州の間で争いが生じる場合に備え、国、道州から独立した裁定・

調整機関を設ける62とも述べられている。 

 日本経済団体連合会によれば、道州間、基礎自治体間で調整すべき問題が生じた場合には、自

律的に調整するための機関として、「道州政策協議機構(仮称)」を創設するとされているが、具

体的には触れられておらず、格差対策における不安材料は払拭しきれない。最低でも国・道州間、

道州・基礎自治体間で上下関係が構築されてしまわないよう、水平的な調整が行われるようなシ

ステムを作っていくことが不可欠だろう。 

 この水平的な財政調整を行うものとして日本経済団体連合会では「地方共有税」(仮称)を創設

し、また、社会保障や教育など、全国的に一定水準を保障すべき費用について国から道州および

基礎自治体に財政移転が維持される必要がある場合には、使途を特定した「シビルミニマム交付

金」(仮称)を新設するとした63。 

 さらに格差問題に深く関わる問題として、東京一極集中が挙げられる。税源は、東京圏をはじ

めとして、大都市圏に集中しており、これらをうまく分散させるような対策が必要とされる。こ

れに対して林(2008)は「人口や企業はより有利な地域を目指すのであって、行政区域によって地

域が区分されていたとしても、集中が県境で止まるわけではない。このことは現在生じている地

方中枢都市への集中が証明している64。」と述べている。行政区域の壁があるかぎり一極集中の

利益は、その地域が独占することになるが、行政区域が拡大すれば、区域内で利益を再配分する

ことができる65。 

 都市圏への一極集中が深刻化していくといことは、それだけヒト、モノ、カネ、情報、文化が

集中していくということを示しており、こうした地域に大規模災害が発生してしまうと、直接の

                                                           
60 平岡･森 (2007), p.36. 
61 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
62 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
63 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
64 林 (2008)「道州制は日本を救うか？」 
65 林 (2008)「道州制は日本を救うか？」 
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被害は都市の規模に比例するが、それによって生じる国家と国民経済の被害は都市規模の 3 乗な

いし 4 乗に比例すると考えられる66。もし東京に大規模災害が発生すれば、日本の機能麻痺と国

民経済の長期不全は免れ得ない。以上のことから、都市圏の一極集中の解消は、国家的リスクの

分散にもつながり、日本全体の安全性を高めることにもつながる。 

  

3.2 教育格差の拡大 
 

 道州制に移行するということは、各自治体が行う行政に対して中央政府からの規制や関与がな

くなるということを示す。道州の裁量で各地域の実情に応じた行政を行うことができるというこ

とは、道州制論においては肯定的に捉えられることが多いが、見方によっては、多様性という名

の不平等とも考えられるのではないだろうか。地域ごとの特色をもつということは、必然的にそ

こに他地域との差が生まれるということ意味するが、ここでは、「教育」という分野における格

差拡大について考察していく。 

 道州制ビジョン懇談会によると67、教育基準の策定は道州の役割として盛り込まれ、小中高等

学校・乳幼児の教育は基礎自治体が担うとされているが、ここで懸念されているのが教育格差が

拡大である。「国による一律の仕組みではなく、地方ごとに創意工夫をすることで全体の教育水

準も向上する68」とも考えられているようだが、前項で述べたように、道州制のもとでの地域間

の財政力の格差が大きな不安材料とされており、その差が、教育施設への設備投資や教員に対す

る人件費に影響し、教育、特に公教育の質という点で地域間格差を生み出しかねない。権限移譲

により中央政府からの規制がなくなる分、確かに自由度は高まり、地域間での競争によって相互

に高め合うという考え方も否定はできないが、教育予算の少ない地域ではそうした競争にも勝ち

残れない。裕福な地域は、優秀な教師を招き入れ、設備も整った環境の良い学校で教育サービス

を提供し、一方、予算の少ない地域ではやりたいことも満足にできないという状況は教育機会の

均等という観点から考えて、とても容認できるものではないのではないだろうか。 

 2008 年現在、道州制論議において、「教育」という項目に関しては具体的な言及はなく、基礎

自治体、道州、国のうち、どの組織が何を担うのか程度の議論しかなされていないようだが、教

育サービスにかかる費用を日本の将来のための先行投資と考えるならば、このような大規模な教

育格差を防ぐための対策を打ち出すことは、非常に重要な課題となるだろう。 

 

3.3 市町村合併から浮かび上がる道州制への疑問  
 
 総務省が挙げている市町村合併の根拠は、①地方分権の推進、②高齢化への対応、③多様化す

る住民ニーズへの対応、④生活圏拡大への対応、⑤効率性の向上であり69、深刻な財政危機とい

                                                           
66 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
67 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
68 林 (2007),p.131. 
69 水谷･菊池･宮野･菊地 (2007), p.261. 
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う事態を受けて市町村合併が推し進められている。行政の効率化を図るとともに地方分権による

裁量権の拡大に対応できるだけの行政能力を向上させるためであった市町村合併だが、これには

いくつかの問題がある。第一に「合併を行ったとしても、非常に広い行政区域で人口が少ない団

体が生まれるだけで、必ずしも行政の効率化には結びつかないケース70」があり、第二に「もと

もと人口規模が比較的大きく、十分に効率性を発揮できる団体同士の合併も促進している71」こ

とが挙げられる。こうしたことから、市町村合併により、広域な単位で行政サービスを提供する

ようになったことで、合併前よりサービスの質が落ちたと住民が感じている地域も存在している

ことがわかる。道州制を単に都道府県の合併と考え、市町村合併の延長線上のものとするならば、

市町村合併に対する反対と同じ論理で道州制を否定することもできるのではないだろうか。市町

村合併の延長として捉えなくても、市町村合併との違いを明確な説明でもって国民に伝えていか

なければマイナスのイメージを与えてしまうだろう。道州制では、住民との距離が最も近い自治

体である基礎自治体が住民のニーズを把握し、ニーズに応じたサービスの提供を行う。基礎自治

体は市町村のことを指すが、道州制へ移行する際には、基礎自治体もある程度の大きさをもった

ものになると考えられ、市町村の広域化による弊害と同じような結果が得られないようにしなけ

れば、住民に対して適切なサービスを提供することができず、満足度も低下してしまう可能性が

考えられる。道州制における基礎自治体の役割は重大で、住民の生活に与える影響は大きい。「住

民との距離が大きくなり、地方分権に反するのではないか」という批判に耐えるには、こうした

問題が生じないようなシステムを構築していかなければならないだろう。 

 

3.4 北海道の動向から見る道州制への不安 
 

 2001 年 2 月に道州制検討懇話会が「道州制：北海道発・分権型社会の展望」を発表した。こ

こでは道州制を、①現行憲法に定める地方自治体としての道州制であること、②官治的道州制と

は異なる住民自治の拡充に寄与する性格を持つものであること、③地方への権限移譲の有力な受

け皿としての道州制であること、④地方財政調整制度を前提とする道州制であること、と位置づ

け、北海道がパイロット的に道州制を行うことで、全国に向け地方分権に係る中長期的な視野に

立った提言ができると考えている72。 

 この報告書では国からの権限委譲とともに、保険・福祉、教育等の各分野における包括補助金

と公共事業分野における一括交付金の創設が必要とし、道州制実現の一番の課題は財源であると

している。 

 北海道は県の合併を経なくても道州制に移行できることから、北海道を全国に先駆けて道州

制のモデルとする特別な区域にしようとする動きが起きた。2006年には道州制特区推進法が国

会で可決され、成立したが、これによって北海道は、「国と特定広域団体が適切な役割分担及び

密接な連携の下に、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策に

                                                           
70 林 (2007), p.58. 
71 林 (2007), p.58. 
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関する行政を推進するものである73。」とされ、道州制導入に向けた国民レベルでの議論を喚起

させることが期待されるようになった。こういったことを受けて、北海道には、道民による自主

的、自立的な検討を踏まえて、権限や税財源の移譲をはじめとし、広域行政の推進を図るための

提案を積極的に行うことを期待するとともに、北海道に対する幅広い権限の移譲等を可能な限り

推し進めると自由民主党・道州制推進本部は言及した。 

 北海道は全国で唯一、都道府県と国の出先機関のエリアが一致する場所で、道州制は北海道で

できなければ他の地域では難しいといわれるほどである。北海道で生じた問題は道州においても

発生する可能性が非常に高いと考えてもよいだろう。だが、北海道経済連合会は「既に北海道庁

は、道権限の約半分を財源とセットで市町村に移譲し、さらに人的支援も行う方針を打ち出して

おり、これは地域主権の趣旨に則った望ましい方向である。しかし、現状では多くの市町村で行

財政基盤強化への取組みが遅れており、当面大幅な権限の移譲は困難である74。」と述べており、

このことから、道州制によって権限移譲を行うとひとくちに言っても、簡単にできるものではな

いということがわかる。 

 北海道が描く推進プランはどれも重要な政策ではあるが、総花的な観も強く、財政状況が厳し

い中でどれだけ実現できるのか、疑問視する向きもある75。もし北海道の道州制へ向けた先駆的

な取組みが十分な成果を得られなかった場合、道州制そのものが危うくなるといっても過言では

なく、道州制を考える上では、常にその動向に注意しなければならない。 

 

 

4. 目指すべき道州制の在り方  
 

道州制は都道府県制度を廃止し、税源や権限のあり方も変わるという大きな改革であり、簡単

に導入できるものではない。 

ここでは道州制を検討するにあたって、道州制を実施する際に発生することが必然とされる政

策課題や道州制改革に先立って行わなければならないものについて挙げていく。 

 

4.1 基礎的な制度設計の方向性 
 

 単に制度設計といっても、考えるべきことは財政や行政、法律など多岐にわたる。ここでは、

道州の構造や道州の区割りといった道州の土台となる枠組みについて考察する。 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
72 佐藤 (2005),pp.58-59. 
73 道州制特別区域推進本部 (2008)「道州制特別区域基本方針」 
74 北海道経済連合会 (2005)「北海道の目指す姿と道州制」 
75 田村 (2005), p.230. 
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道州は何層構造にするべきか 

【一層制】 

  都道府県制度の二層制という地方自治構造を根本的に改め、一層制の地方自治構造にすると

いう提言。小沢一郎の全国を 300 の市とする「300 市再編構想」が該当、一層制の国はフィ

ンランドやルクセンブルクなどごく一部に限られる76。 

【二層制】 

  道州と市町村からなる二層制の構造で、提言の多くがこれに当たり、世界的にも二層制の構

造をとる国は多い77。 

【三層制】 

  都道府県を残し、道州、都道府県、市町村の三層制にするというものであり、フランスやイ

タリア、スペインなど人口、面積ともにある程度の規模を有しているヨーロッパの国に多い

78。 

 

 様々な提言があるなかでも、やはり有力なのは「二層制」の構造であるだろう。 

 まだ議論の段階でしかない道州制に正しい答えを見出すことは到底できないだろう。ただし、

目先の成果にとらわれることなく、より深い議論することで、混乱を抑えることは不可能ではな

いはずである。世論を無視することなく、国全体で考える必要があるのではないだろうか。 

 

道州の区割りの在り方 

 道州制を考えるにあたって、道州の区割りを決定することは非常に重要な事項とされている。

道州の区域は、経済的・財政的自立が可能な規模のほかに、住民が自分の地域という帰属意識を

もてるような地理的一体性、歴史・文化・風土の共通性、生活や経済面での交流などの条件を有

していることが必要だろう79。これを考えるにあたっては、住民の意思というものを無視するこ

とができず、ある程度の案件に絞られてはいても、最終的な決定を下すには十分な議論を国民を

含めてしていかなければならないだろう。一部では区割りの在り方は後回しにし、最終局面で議

論すべきであるともいわれている。 

 区割りの在り方については、2008 年現在、地方制度調査会による区割り案では 9、11、13 州

の 3 案となっている。区割り案を考える上では、特に関東地域の分割で意見が割れているようで

ある。これは、東京の扱い方による影響であると考えられる。というのも、東京都単体の規模は、

人口では、中四国州や九州に匹敵し、総生産に関していえば、中四国州や九州の二倍以上の規模

を有する80。単体でも一道州並の規模となる東京が近隣の地域と広域行政体を構築すれば、国内

でも群を抜いて巨大な規模を有する州となり、結局のところ、都道府県制度下での東京一極集中

                                                           
76 田村 (2005), p.137. 
77 田村 (2005), p.137. 
78 田村 (2005), p.137. 
79 道州制ビジョン懇談会 (2008)「道州制ビジョン懇談会中間報告」 
80 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
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と何ら変わりないものとなってしまう。区割りを考える際には住民の意思の尊重が重要であると

述べたが、それだけではなく、分配や調整といった一極集中防止策なども併せて議論していかな

ければならないだろう。 

 

4.2 どのように移行するのか 
 

 提言としては、全国一斉に導入する、条件が整った地域から段階的に導入する、三層制を導入

し、都道府県を存置するといったものがある。ここで、これらのメリット・デメリットを挙げて

みる。 

【全国一斉導入】 

 最もわかりやすく、関係者の理解を得やすいということに加えて、段階的導入の場合において、

道州制導入地域と未導入地域の違いによる弊害を回避できる反面、一斉導入のため、区分けに

ついて住民、関係者の合意を得ることが難しい81。また、県毎に異なる条例や組織構成の調整

に時間と費用をかけなければならないと考えられている82。 

【段階的導入】 

 条件が整い次第、順次移行するため、それぞれのペースで実施でき、混乱は生じにくいが、道

州制を導入した地域と未導入の地域の間で制度の違いによって財政調整が困難になるなどの

弊害が考えられる83。 

【都道府県存置】 

 現行の都道府県を存置するため、新たな組織を設置する手間は少なくなると考えられるが、行

政の非効率化や地方公務員数を減らすという現段階での前提のもとでは現実的に実現が難し

い84。 

  

 これら三つを考えると、全国一斉導入は、一斉導入への世論がよほど高まらない限り難しいの

ではないだろうか。国民が地域崩壊の危機感を覚えるほどの状態でなければ圧倒的な支持を得る

ことはないだろう。強行するという手段もあるが、国民の意向を無視すれば、地方分権に逆行す

ることになるため大いに批判されるだろう。都道府県存置の三層制の導入は前述どおり、効率の

低下や公務員を増やすことになり現実的ではない。制度維持の方がましなくらいであろう。よっ

て段階的な導入がこれら三つのなかでは最も現実的ではないだろうか。 

 

都道府県であった区域の取扱い 

各都道府県が持っている独自の文化や伝統、郷土意識や一体感などは、都道府県制度のもとで、

長い年月をかけて形成されている。もし道州制が実施され、都道府県という枠組みがなくなって

                                                           
81 田村 (2005), p.213. 
82 田村 (2005), p.214. 
83 田村 (2005), p.214. 
84 田村 (2005), p.215. 

93 
 



香川大学 経済政策研究 第 5 号（通巻第 5 号） 2009 年 3 月 
 

しまうと、それまで培ってきたものが失われてしまう可能性がある。自由民主党・道州制推進本

部では「都道府県であった区域に一定の位置づけを与える85」としており、地方制度調査会でも、

「都道府県の区域は長い歴史を有し国民の意識に深く定着していることから、その名称や区域が、

各種の社会経済活動において引き続き利用されることが考えられる86。」としている。ここでい

う社会経済活動とは、都道府県の枠組みのなかで形成されたもの、例えば新聞や放送局、プロ野

球や都道府県対抗のスポーツ大会などを指す。ここで旧都道府県に対する位置づけとして考えら

れているのは、かつての「郡」と同じような形にするというものであるが、これは段階的なもの

で、いずれかは廃止していくという見方が強い。 

 

4.3 道州の議会のあり方と首長の選出 
 

 道州議会の選挙制度はきわめて政治的な問題であり、以下、政治の場での検討が必要とされる

点を挙げる87。 

① 道州の区域を分けて一定の選挙区を設け地域代表としての性格を重視するか、全域の代表と

して選出することを重視するか 

② 中選挙区制を基本とするか、小選挙区制を入れるか、比例代表制を基本とするか、併用する

か 

③ 道州議会の選挙制度と衆・参両院の選挙制度との関係をどう考えるか 

 道州制ビジョン懇談会中間報告では、道州には、役割分担を自主的に果たすため、広範な自主

立法権をもつ一院制議会を設けると述べられているが、なかには、「比例代表を加味した議会選

挙によって議会での政党化・多党化と多様な人材のリクルートをはかり、知事の直接公選による

統合力を維持しつつ行政各省のリーダー(大臣)には有能な議員も就きうるようにするのが適当

という議院内閣制と大統領制の折衷案を提案するものもあった88。」 

 議員の定数に関しては、道州議会議員の定数については、議会審議の効率化や合理化の観点か

ら、現行の都道府県議会議員の数を勘定しつつ検討するとあり、州議会のあり方については、民

主主義の根幹に関わることから、基本的事項については法律で規定することが必要であるとされ

ている89。 

 首長の選出方法についてだが、道州制下において道州の首長は膨大な権限を有することになる。

2008 年現在の憲法では、各都道府県の首長は住民による直接選挙によって選出されることにな

っているが、強い権力を持ち続けることに不安が残るため、多選制限をすることが必須だろう。

一方で、道州議会との安定した関係を保つとともに、道州議会の活性化を図るため、憲法改正を

視野に入れて、議院内閣制を採用すべきとの声もある90。 
                                                           
85 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
86 地方制度調査会 (2006)「道州制のあり方に関する答申」 
87 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
88 田村 (2005), p153. 
89 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
90 道州制推進本部 (2008)「道州制に関する第 3 次中間報告」 
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4.4 地方交付税、国庫補助負担金の改革 
 

 地方交付税は「受益と負担の関係を見えにくくし、無駄な事業の執行や予算消化を招くととも

に、地方公共団体の努力により企業誘致が成功し、税収が増えると不交付団体になるなど、地方

側の努力が反映されない仕組みとなっており、真の住民自治を実現する観点からも問題が多い

91。」 

 一方、国庫補助負担金は、「義務教育職員の給与費や生活保護費、公共事業費などを、一部国

が負担するという名目で、国から地方公共団体に支出されるものであるが、国による全国一律で

画一的な施策を押し付け、地方への規制や関与の根拠になる「ヒモつき補助金」であるとして、

地方の自主性や創意工夫を損なうものとの批判が強い92。」 

 道州制を導入する際には、当面、地方交付税の縮減を図る観点から、国税となっている酒税、

たばこ税を全額、地方譲与税化し、地方交付税を削減することに加えて、地方交付税における所

得税の法定率分(32%)についても、全額地方譲与税化し、その相当分を地方交付税から削減する93。

日本経団連の試算では、これにより地方交付税が約 5 兆 9 千億円縮減されるが、地方の歳入は約

1 兆 7 千億円増加することになり、これは国から地方への権限移譲に伴う事務・事業費の増大、

ならびに国から地方への人員が転籍することによる人件費の増大に充てられるものとなる94。 

 国庫補助負担金については、「ヒモつき補助金」的なものではなく一般財源化することで地方

の自主性を高めるとの観点から、普通建設事業補助負担金を廃止し、その相当額(2008 年度地方

財政計画では約 2 兆 7 千億円)を地方へ税源移譲することも必要となる95。 

 これらは、道州制導入前に改革を行わなければならないものとしているが、やはり、道州制に

なれば何事もうまくいくというものではなく、導入前にいかに受け皿としての基盤を固めていく

かが重要となる。これがうまくいくかどうかで、導入後に現れる影響にも差が出てくるだろうし、

場合によっては道州制へ移行することができないという可能性も出てくるのではないだろうか。 

 

 

結びにかえて 
 

おそらく道州制を実施するとなってくると、道州制によって不利益が生じてしまう一部利権者

などの反対派が立ちふさがってくるだろう。道州制が本当に日本にとって有益な制度であるのな

らば、長い目で将来を見据えて、半ば強引でも貫き通すことももしかすると必要なのかもしれな

い。そもそも地域住民が必要とする行政や地域に密着した施策、たとえば、福祉・医療・環境・

                                                           
91 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
92 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
93 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
94 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 
95 日本経済団体連合会 (2008)「道州制導入に向けた第 2 次提言－中間とりまとめ－」 

95 
 



香川大学 経済政策研究 第 5 号（通巻第 5 号） 2009 年 3 月 
 

教育・公共事業・産業振興などできめ細かいニーズに対応した地域づくりを行うことができると

いうのが地方分権が求められる理由であり、少なくとも国民目線で見る地方分権はそういったも

のではないだろうか。 

道州制による国の権限や財源の移譲によって、地方政府の財政が健全化され、行政面でも地域

ごとに異なるニーズに的確に対応でき、地域産業の発展とともに医療や福祉などのサービスが充

実し、住民にとって住みやすい地域づくりを行うことができる可能性を有するということは道州

制を検討する理由としては十分に魅力的だろう。これらを実現できるかどうかは、政府や関係者

の手腕だけではなく国民の協力も欠かすことはできない。 

一方、道州制が国の制度を大きく変えるということから問題点も多く存在する。議論に挙がっ

ているような、地域間格差を筆頭とする道州制に対する疑問や不安点をいかに早い段階から発

見・検討し、対応策を練っていけるかが、道州制の明暗を大きく左右することになる。もし、こ

の点で、議論が出口にまで辿り着かないようなことになれば、それは、道州制の消滅を意味する

といっていいだろう。 

道州制が与える国民生活への影響は、これまで検討してきたことから非常に大きいものになる

ということは間違いない。国や地方政府の役割が変わり、行政システムも大きく変貌し、さらに、

行政的な変化だけではなく、都道府県から道州へといった住民が住む土地の呼び名や枠組みの変

化など、住民の身近な部分でも大きな変化があることから、国民の混乱も生じかねない。それを

防ぐためにも、政府は道州制のためだけではなく、地方分権のため、国民のための議論が国全体

でできるよう、明確な意図を示していくことが望ましい。道州制のみが唯一無二の選択肢とはい

えず、道州制を導入しない、都道府県合併をするなど複数の選択肢があってもよいからである。

日本が新しく生まれ変わる一歩を踏み出すかどうかを政治家や民間人などで区別することなく

国全体の意思で決断しなければならない時期が迫ってきているのかもしれない。 
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